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施策名：まち・ひと・しごと創生事業費

施策
分類 ③その他

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

自治財政局財政課

予算額 －

地方創生、地域が抱える課題のデジタル実装を通じた解決の取組等に対する地方財政措置①

1

目的

詳
細

－
施策
効果の
詳細

概要
地方公共団体が、地域の実情に応じ、自主的・主体的
に地方創生に取り組むことができるよう、地方財政計画
の歳出に所要額を計上。

・平成27年度から令和４年度までにおいて、地方財政計画の歳
出にまち・ひと・しごと創生事業費１兆円を計上。

・令和５年度地方財政収支の仮試算においても、１兆円を計上。

<令和４年度における内容>
○ 地方交付税における算定

「まち・ひと・しごと創生事業費」（１兆円）については、引き続き「地域の元気創造事業費」（３，９００億円程度、１００億円
程度は特別交付税）及び「人口減少等特別対策事業費」（６，０００億円程度）において措置

➢ 地域の元気創造事業費の算定方法
令和４年度 普通交付税３，９００億円程度

➢ 人口減少等特別対策事業費の算定方法
令和４年度 普通交付税６，０００億円程度



施策名：地域デジタル社会推進費

施策
分類 ③その他

自治財政局財政課

地方創生、地域が抱える課題のデジタル実装を通じた解決の取組等に対する地方財政措置②

2

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決 予算額 －

目的

詳
細

－
施策
効果の
詳細

概要
地方が抱える課題をデジタル実装を通じて解決し、すべ
ての地域がデジタル化によるメリットを享受できる地域社
会のデジタル化を一層推進するため、地方財政計画の
歳出に所要額を計上。

・令和３年度及び令和４年度において、地方財政計画の歳出に
地域デジタル社会推進費2,000億円を計上。

・令和５年度地方財政収支の仮試算においても、2,000億円を
計上。今後、デジタル田園都市国家構想基本方針を踏まえ、予
算編成過程で必要な検討を行う。

<令和４年度における内容>
【事業費】 ２，０００億円
○地域デジタル社会形成に向け想定される取組（例）

○地方交付税措置
【算定項目】
「地域デジタル社会推進費」（普通交付税の臨時費目）

【算定額】
２，０００億円程度

（うち 道府県分８００億円程度、
市町村分１，２００億円程度）

デジタル社会の恩恵を高齢者など多くの住民が
実感できるためのデジタル活用支援

地域におけるデジタル人材の育成・確保

条件不利地域等におけるデジタル技術を活用した
サービスの高度化

デジタル技術を活用した安心･安全の確保

デジタル技術を活用した観光振興や
働く場の創出など魅力ある地域づくりの推進

中小企業のデジタルトランスフォーメーション支援



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（１）地域の特色を活かした分野横断的な支援
①全般的な支援

i 地方の自主的・主体的な取組に対する全般的な支援
【具体的取組】
⒝地域の実情に応じた取組に対する地方財政措置
・ 2015年度から2022年度までにおいて、地方財政計画の歳出にまち・ひと・しごと創生事業費１兆円
を計上したところである。2023年度以降においても、地方公共団体が、地域の実情に応じ、自主的・
主体的に地方創生に取り組むことができるよう、引き続き、所要額を計上する。
・ 2021年度及び2022年度において、地方財政計画の歳出に地域デジタル社会推進費2,000億円を計
上したところである。2023年度以降においても、地域の実情に応じた、地域が抱える課題のデジタル
実装を通じた解決の取組等に対して、地方財政措置を講ずる。
（総務省自治財政局財政課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）

3



施策名：ふるさと納税の活用促進

施策
分類 ②税制

税制上の寄附金控除の仕組みを活用し、個人が地方団体に対して寄
附金を支出した場合に、「寄附額－2,000円」（一定の上限あり）を、
個人住民税（地方税）及び所得税（国税）から軽減することによって、
実質2,000円の負担で、納税先を選択可能とする仕組み。

目的

詳
細

自治税務局市町村税課

ふるさとやお世話になった地方公共団体に感謝や応援の気持ちを伝えることを通じて、個人と地域の連携を強化し、つながりを構築する。
施策
効果の
詳細

概要

ふるさと納税の活用促進

ふるさとやお世話になった地方団体に感謝し、若しくは応援す
る気持ちを伝え、又は税の使い途を自らの意思で決めること
を可能とする。

【ふるさと納税の流れ（イメージ）】

＜中長期的取組＞
令和元年６月から総務大臣による指定制度を導入し、全国統一的なルールのもとで、ふるさと納税制度の運用の適正化に

取り組んでいる。 4

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決 予算額 －



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（１）地域の特色を活かした分野横断的な支援
①全般的な支援

i 地方の自主的・主体的な取組に対する全般的な支援
【具体的取組】
⒞ふるさと納税の活用促進
・ ふるさとやお世話になった地方公共団体に感謝や応援の気持ちを伝えることを通じて、個人と地域
の連携を強化し、つながりを構築することが期待できるふるさと納税について、引き続き、積極的な活
用を図る。
（総務省自治税務局市町村税課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：「地域社会のデジタル化に係る参考事例集」によるデジタル実装の取組の横展開

施策
分類 ③その他

各自治体の事業担当部局が、地域社会のデジ
タル化に係る事業を検討・実施する際に参考とな
るような事例を掲載した「地域社会のデジタル化
に係る参考事例集」を公表し、自治体に周知。

目的

詳
細

自治行政局地域情報化企画室

各自治体の創意工夫を活かしたデジタル実装の取組を促すことにより、地域の個性を活かした地方活性化を図り、地方から国全体への
ボトムアップの成長を実現する「デジタル田園都市国家構想」の実現に寄与。

施策
効果の
詳細

概要

地域社会のデジタル化に係る事例の横展開

各自治体の創意工夫を活かしたデジタル実装の取組を促すことにより、
地域の個性を活かした地方活性化を図り、地方から国全体へのボトム
アップの成長を実現する「デジタル田園都市国家構想」を推進。

○ 「地域社会のデジタル化に係る参考事例集」を公表し、各団体に周知（令和３年12月）
⇒ 更なるデジタル実装の取組を促すため、令和４年９月、事例の追加や深掘りを行うなど、バージョンアップを実施

バージョンアップのポイント

✔ 具体的な取組事例を
123事例 → 200事例 に 充実

✔ 事業分野を追加し（孤独・孤立対策、 キャッシュレス
（自治体マイナポイント含む）、ローカル５G）

17分野 → 20分野 に 充実

✔ 取り組むに至った経緯・きっかけや、同様の取組を
検討する他団体へのアドバイス等を追記。

✔ 導入時に活用した国等の支援制度や
事業費（財源含む）を追記。

買い物弱者支援のためのドローンを
活用した物流システムの構築【長野県伊那市】

追加
＜イメージ＞
現行

取組に至った経緯や課題認識、同様の取組を検討する他団体へのアドバイス等の追記など事例の深掘りにより、単に他団体の事業
をそのまま模倣して導入するのではなく、各団体それぞれの地域課題に応じたデジタル実装の取組を強力に推進。 6

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決 予算額 －



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（１）地域の特色を活かした分野横断的な支援
①全般的な支援

iii 未来技術の活用支援
【具体的取組】
⒝デジタル実装の取組の横展開
・ 2021年12月に取りまとめた「地域社会のデジタル化に係る参考事例集」について、事例の深掘り
や追加等、充実化した上で横展開を行い、地方公共団体におけるデジタル実装の取組を推進する。
（総務省自治行政局地域情報化企画室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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ローカル10,000プロジェクトの推進（新たに地域脱炭素化に向けた取組を重点支援）
施策名：地域経済循環創造事業交付金（ローカル10,000プロジェクト）

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

自治行政局地域政策課

予算額 令和５年度概算要求：1,300百万円の内数
（令和４年度予算：500百万円の内数）

8

目的

詳
細

地域の民間事業者の事業立ち上げを支援する交付金によって地域における資金循環及び地域の雇用の創出、地域資源の活用を促
進し、地域経済の循環に貢献するもの。

施策
効果の
詳細

概要

地方公共団体が、地域の金融機関等と連携しながら民間事
業者等による事業化段階で必要となる経費についての助成を
行う場合において、その実施に要する経費を交付することによ
り、地域資源を生かした先進的で持続可能な事業家の取組
を促進し、地域での経済循環を創造することを目的とする。

・産学金官の連携により、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の
大きい地域密着型事業の立ち上げを支援。
・生産性向上に資するデジタル技術の活用に関連する事業や脱炭素に
資する地域再エネの活用等に関連する事業で新規性・モデル性の極め
て高い事業については重点支援の対象とし、補助率の嵩上げを実施。
・これまで蓄積された人材力や、地域の大学の研究成果等を活かす「ロー
カルスタートアップ」に対して、支援枠を創設。

民間事業者等の初期投資費用

支援対象

自己
資金等

公費による交付額 ※１

国 費

地域金融機関による融資等 ※２

・公費による交付額以上
・無担保（交付金事業による取得財産の担保権設定は除く。） ・無保証

・ 地域資源を活かした持続可能な事業
・ 行政による地域課題への対応の代替となる事業
・ 高い新規性・モデル性がある事業
・ 地域の中核となる大学と連携して実施する事業（調査研究費等）

（事業数は交付決定数、金額は事業実績（見込み含む）（R３年度末時点））

・公費交付額 125億円 ・融資額 175億円 ・自己資金等 54億円

＜これまでの実績（440事業、354億円）＞

＜事業スキーム＞
対象経費は、
・施設整備費
・機械装置費
・備品費

地方費

※条件不利地域かつ財政力の弱い
市町村の事業は国費2/3, 3/4

・「デジタル技術」 国費10/10
・「ローカル脱炭素」国費3/4

※ローカルスタートアップに
対し、新たな支援を創設

原則 1/2

重点支援（嵩上げ）



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（２）仕事づくりと稼ぐ地域の実現
①地域資源・産業を活かした地域の競争力強化

i 継続的な地域発イノベーション等の創出
【具体的取組】

⒠ローカル10,000プロジェクトの推進
・ 産学官金の連携により、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型事業の立
上げを支援する「ローカル10,000プロジェクト」を推進する。「生産性向上に資するデジタル技術の活
用に関連する事業」のほか、2022年度からは新たに、「脱炭素に資する地域における再生エネル
ギーの活用に関連する事業」を重点支援の対象として、国費による補助率を嵩かさ上げし、脱炭素に
向けた取組を資金面から強力に後押しする。

（総務省自治行政局地域政策課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業

施策
分類 ①予算

情報流通行政局情報通信作品振興課
放送コンテンツ海外流通推進室

予算額
令和５年度概算要求：890百万円
（令和４年度予算：101百万円、

令和３年度補正予算：1,129百万円）

放送コンテンツの海外展開を通じた地域の魅力発信①

デジ田基本方針に
おける位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決

10

新型コロナウイルス感染症対策の影響で大きく落ち込んだ地域経済の回復が早急に求められている中、放送コンテンツの訴求力を活用
して我が国の地域資源の魅力を海外に広く発信し、認知度やブランド力の向上を図ることで、域外から需要を呼び込み、地域活性化を
実現。

施策
効果の
詳細

概要

施策の実施を通じて地域におけるデジタルを活用した情報発信の強化し、
地域経済の好循環の実現とソフトパワー強化を推進し、デジタル田園都
市国家構想の実現に貢献。

＜情報発信の事例＞

＜ 実績（令和３年度補助事業）＞

「柑橘王国・大正ロマン」（愛媛県からマレーシアへの情報発信）
• マレーシアで人気の放送局と連携し、

現地でニーズが高い農産品、観光地
等を紹介し、愛媛の魅力を発信

• マレーシアへの愛媛県産農産品の輸出
が増加する等の効果

＜中長期的取組＞

令和４年度 令和５年度 令和６年度～令和７年度

事業の採択・実施

• 事業スキーム：補助事業、実証事業
• 申請者：地方公共団体、民間事業者等

（補助事業）放送局、番組制作会社等
（実証事業）地方公共団体、地場産業等

• 対象事業：地域の魅力を伝える放送コンテンツを
制作し、海外で情報発信する事業

• 補助率（補助事業）：１／２
• 事業期間：令和７年度まで

地域における
デジタルを活用した
更なる情報発信

の推進

• 採択件数：47件
• 情報発信を実施した国・地域の数：14か国・地域

（台湾、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、フランス等） 事業のフォローアップ・効果測定

地域による自走化の推進

令和７年度

地域による
自走化の実現

• 地方公共団体や地場産業と連携して各地域の魅力を伝える
放送コンテンツを制作し、海外の放送局を通じて発信すること
等により、我が国地域の情報発信力を強化。目的

＜実施要件＞

放送コンテンツの海外展開を通じて我が国地域の魅力
を海外へ情報発信することにより、地域の魅力のブランド
化、多様な地域の資源を活用したコンテンツづくり等を
推進し、訪日外国人旅行者の増加、地場産品等の販
路拡大等を促進。

詳
細



施策名：動画配信サービス普及等の視聴環境等の変化を踏まえた
コンテンツ海外展開及び地域情報発信の推進 情報流通行政局情報通信作品振興課放送コンテンツ海外流通推進室

予算額 令和５年度概算要求：460百万

放送コンテンツの海外展開を通じた地域の魅力発信②

11

• 我が国地域の魅力を伝えるグローバルに通用するコンテンツの
企画・制作が可能な地域のデジタル・コンテンツ人材の育成を
促進

• 我が国コンテンツの海外への効果的な情報発信を可能とするオ
ンライン上の基盤を整備し、その活用を通じた情報発信の強化

目的

詳
細

我が国地域からの情報を海外に効果的に発信可能なデジタル・コンテンツ人材を育成するとともに、日本の魅力を伝えるコンテンツを効率
的に情報発信する基盤を整備することにより、コンテンツを通じた情報発信を強化し、インバウンド等の海外からの需要の獲得や地域産
品の輸出を促進することでコロナ禍や円安の影響により落ち込んだ地域経済の回復を推進

施策
効果の
詳細

概要

放送コンテンツの海外展開を通じて我が国地域の魅力
を海外へ情報発信することにより、地域の魅力のブランド
化、多様な地域の資源を活用したコンテンツづくり等を
推進し、訪日外国人旅行者の増加、地場産品等の販
路拡大等を促進

詳
細

＜中長期的取組＞

令和５年度 令和６年度 令和７年度以降

＜実施要件＞
• 事業スキーム：実証事業、調査研究
• 申請者：民間企業（放送関連事業者等）等
• 事業期間：令和７年度まで

情報発信
基盤の整備

施策の実施を通じて地域におけるデジタルを活用した情
報発信の強化し、地域経済の好循環の実現とソフトパ
ワー強化を推進し、デジタル田園都市国家構想の実現に
貢献。

オンラインを活用したコンテンツの海外展開の支援
• 海外への効果的な訴求を可能とするオンライン

共通基盤の整備
• オンライン共通基盤を活用した情報発信※の強化 等

※訪問客増加やブランド力向上等、特に地域に直接的・間接的な効果が期待されるもの。

グローバルに通用する
コンテンツの制作を可能とし、
我が国地域から海外への
効果的な情報発信を実現

グローバルな視点を持ったデジタル・コンテンツ人材の育成の支援
• 地域の放送局・制作会社等に対するグローバル化・

デジタル化に対応するコンテンツの制作ノウハウ習得の支援
• 同人材を活用した地域情報発信の推進 等

効果的な
情報発信
の実現

地域におけるデジタル・コンテンツ人材の育成

基盤を活用した情報発信の実施

効果測定・フォローアップ

急速に変化する放送コンテンツ市場の調査分析

施策
分類 ①予算 デジ田基本方針に

おける位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（２）仕事づくりと稼ぐ地域の実現
①地域資源・産業を活かした地域の競争力強化
ｖ 地域の魅力のブランド化と海外の力の取り込み
【具体的取組】
⒟海外展開の推進
・ ローカル放送局・番組制作会社等と、地方公共団体、地元の企業・人材などの関係者が幅広く協力し、
DXも活用した放送コンテンツの海外展開を通じて地域の魅力を紹介する取組等を支援し、訪日外国人旅
行者の増加や地場産品等の販路拡大等を後押しする。

（総務省情報流通行政局情報通信作品振興課放送コンテンツ海外流通推進室）

（５）仕事づくりと稼ぐ地域の実現
④地域資源を活かした個性あふれる地域の形成

iii 多様な地域の資源を活用したコンテンツづくり等
【具体的取組】
⒜多様な地域の資源を活用したコンテンツづくり等
・ 地域の実情に応じた観光地域づくりを推進する観点から、以下に掲げる取組を実施し、多様な地域の資
源を活用したコンテンツづくり等を図るとともに、着地整備の取組を行った地域の魅力発信やプロモーショ
ンについては、JNTOと地域の適切な役割分担に基づく連携により、効果的・効率的に行うことを目指す。
＜産業活性化の取組＞
・ ローカル放送局・番組制作会社等と、地方公共団体、地元の企業・人材などの関係者が幅広く協力し、
DXも活用した放送コンテンツの海外展開を通じて地域の魅力を紹介する取組等を支援する。

（内閣府地域経済活性化支援機構担当室、地方創生推進室、総務省情報流通行政局情報通信作品振興課放送コンテンツ海外流通推進室、スポーツ庁参
事官（地域振興担当）、文化庁企画調整課、文化経済・国際課、文化資源活用課、文化財第二課、参事官（文化観光担当）、農林水産省大臣官房新事業・
食品産業部外食・食文化課、農産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興室、農村振興局農村政策部都市農村交流課、整備部防災課、水産庁漁港漁場
整備部防災漁村課、経済産業省商務・サービスグループクールジャパン政策課、国土交通省総合政策局公共事業企画調整課、都市局参事官（国際園芸
博覧会担当）、水管理・国土保全局河川環境課、砂防部保全課海岸室、港湾局海岸・防災課、観光庁国際観光課、参事官（外客受入）、観光資源課、観
光地域振興課、参事官（MICE））

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：テレワーク普及展開推進事業

① テレワーク・ワンストップ・サポート事業
・テレワークマネージャー（テレワークのセキュリティ、ICTツール、労務管理に係る専門家）が、テレワークの導入・改善を検討してい

る企業・団体の希望に応じ、無料 コンサルティング（Web・訪問）を実施。
・各地域にテレワークの一次相談窓口を整備。
②テレワーク月間における普及啓発
・11月を「テレワーク月間」とし、テレワークに関する様々な情報を発信。
・テレワーク先駆者百選表彰の基準を見直し、ICTの利活用により、質の高いテレワークを実施している企業等を表彰。
③最先端技術活用に関する調査研究
・メタバース等の新技術を活用した、コミュニケーションの課題解決に関する調査研究。
④テレワークによる地方課題解決に関する実証事業
・導入率が低い地方部における更なる普及を目指し、
地域課題解決等につながる取組に係る実証事業を実施。

施策
分類 ①予算

「新たな日常」におけるテレワークの定着を図るため、テレワークを導
入しようとする企業等に対する相談支援やテレワークに関する普及
啓発を実施するとともに、これまでのテレワーク実施で明らかになった
コミュニケーションの低下等の課題を克服した質の高いテレワークの
実現やテレワークによる地域課題の解決に係る実証を実施。

地域や規模によらず企業や団体のテレワーク導入を推進し、
在宅や地方でも就業を可能とし、時間や場所を有効に活
用できる柔軟な働き方であるテレワークの定着を図る。

目的

詳
細

情報流通行政局地域通信振興課

予算額 令和５年度概算要求：710百万円
（令和４年度予算：261百万円）

地域や規模によらず企業や団体のテレワーク導入を推進することで、企業や団体にとっては、テレワーク導入を通じた業務改革や場所に
とらわれず優秀な人材の確保が可能となり、働き手にとっては、場所を選ばない働き方として、住みたい地域に住みながらの就労が可能
となるとともに、出社やフルタイム前提の従来の働き方では対応できなかった人の就労も可能となることで、地方と都市の差の縮小や、地
方の活性化等につながり、「デジタル田園都市国家構想」に寄与する。

施策
効果の
詳細

概要

テレワークの普及促進

＜中長期的取組＞
令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

全国的な導入支援体制の整備、中小企業等に対する専門家による無料相談

デジ田基本方針に
おける位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（３）地方への人の流れの強化
①地方移住・移転の推進

iii 地方創生テレワークの推進
【具体的取組】
⒝テレワークの普及促進に向けた連携
・ 時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方として、ICTを積極的に活用した良質なテレワークが
全国各地域、事業規模によらず、幅広い業種で定着・促進されるよう、関係府省や地方公共団体が
連携して、全国的な導入支援体制の整備、中小企業等に対する専門家による無料相談等のテレ
ワークの導入推進や、テレワークとワーケーションの官民連携による推進も含めた普及啓発活動に
取り組む。また、テレワークの普及・定着を阻む課題について、ICTの積極的な活用を通じた課題解
消の促進やテレワークを円滑に行うことができる超高速ブロードバンド基盤の整備支援等を行う。

（総務省情報流通行政局情報流通振興課、衛星・地域放送課地域放送推進室、総合通信基盤局電気通信事業部事
業政策課ブロードバンド整備推進室、厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課）

⒟時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の普及・促進
・ 勤務地や職務等を限定した「多様な正社員」の制度の導入・普及に必要となる支援や、「転勤に関
する雇用管理のヒントと手法」の周知を行う。また、2021年３月に改定したテレワークガイドラインの
周知や、中小企業に対するテレワーク導入経費の助成、テレワークに関する労務管理とICTの双方
についてワンストップで相談できる窓口の設置等により、良質なテレワークの導入・定着を図り、時間
や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の定着・促進に取り組む。

（総務省情報流通行政局情報流通振興課、厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課、職業生活両立課、
在宅労働課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）①
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（６）多様な主体が参加する地方活性化
③地域コミュニティの維持・強化
i 地域共生社会の実現
【具体的取組】
⒠時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の普及・促進
・ 勤務地や職務等を限定した「多様な正社員」の制度の導入・普及に必要となる支援や、「転勤に関す
る雇用管理のヒントと手法」の周知を行う。また、2021年３月に改定したテレワークガイドラインの周
知や、中小企業に対するテレワーク導入経費の助成、テレワークに関する労務管理とICTの双方に
ついてワンストップで相談できる窓口の設置等により、良質なテレワークの導入・定着を図り、時間や
場所を有効に活用できる柔軟な働き方の定着・促進に取り組む。【再掲】

（総務省情報流通行政局情報流通振興課、厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課、職業生活両立課、
在宅労働課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）②
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施策名：サテライトオフィスのマッチング支援

施策
分類 ①予算 予算額 令和５年度概算要求：20百万円

（令和４年度予算：10百万円）

サテライトオフィス誘致の取組や環境整備の支援
自治行政局地域自立応援課

デジ田基本方針
における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

目的

詳
細

施策
効果の
詳細

概要
コロナ禍の中、テレワークやサテライトオフィスについて
注目されていることを踏まえ、地方公共団体と企業と
のマッチング機会を設け、サテライトオフィスの誘致・開
設を更に促進させる。

サテライトオフィスの開設に関心のある都市部の民間企業とサ
テライトオフィスの誘致に取り組む地方公共団体とのマッチングの
機会を提供するため、サテライトオフィス・マッチングセミナーを開催

三大都市圏企業

・コロナ禍を機に、テレワーク等
の働き方が広く浸透し、

多くの企業が
サテライトオフィスの設置に前向き

・令和３年度の同事業において
１２２社が参加

地方公共団体

・多くの地方公共団体が
誘致に取り組む

・令和３年度の同事業において、
３２団体がセミナーに出展し、
サテライトオフィス支援策をPR

地方公共団体と民間企業との
マッチング機会を提供

サテライトオフィス
マッチングセミナー

サテライトオフィスの誘致・開設を促進することを目的として、「サテライトオフィス・マッチングセミナー」を開催し、
地方へのヒト・情報の流れの創出を更に加速させる。
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（３）地方への人の流れの強化
①地方移住・移転の推進

i 地方移住の推進
【具体的取組】
⒝地方への仕事の移転
・ 働き方改革に資する強力なツールの一つであり、地方回帰にも資するテレワークの全国的裾野拡
大に向け、関係省庁とも連携し、普及展開を実施するとともに、サテライトオフィス誘致の取組や環境
整備を支援する。
（総務省自治行政局地域自立応援課、情報流通行政局情報流通振興課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：地域おこし協力隊 自治行政局地域自立応援課

地域おこし協力隊制度の充実

詳
細

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

強力なＰＲ活動、現役隊員・自治体職員双方へのサポートの拡充
等の取組により地域おこし協力隊を更に強化し、地方への新たな
人の流れを力強く創出する。

地方自治体が都市住民を受入れ、地域おこし協力隊員と
して委嘱し、一定期間以上、地域おこしの支援や農林水
産業への従事、住民の生活支援などの地域協力活動に従
事してもらいながら、当該地域への定住・定着を図る取
組である地域おこし協力隊制度を推進する。

目的

予算額 令和５年度概算要求：250百万円
（令和４年度予算：244百万円）

人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において地域力の維持・強化を図るための担い手となる人材の確保
施策
効果の
詳細

概要

○ 地域おこし協力隊の隊員数は、令和３年度は6,015人であり、令和８年度までに10,000人とする目標を掲げている。
○ 目標の達成に向けて、強力なＰＲ活動、現役隊員・自治体職員双方へのサポートの拡充等の取組により地域おこし協

力隊を更に強化し、地方への新たな人の流れを力強く創出する。

任期終了後、およそ65%
が同じ地域に定住
※R3.3末調査時点

隊員の約４割
は女性

隊員の約７割が
20歳代と30歳代

※総務省の「地域おこし協力隊推進要綱」に基づく隊員数
※平成26年度以降の隊員数は、名称を統一した「田舎で働き隊(農林水産省)」の隊員数と合わせたもの

地域おこし協力隊

地 域 地方公共団体

○自身の才能・能力を活かし
た活動

○理想とする暮らしや生き甲
斐発見

○斬新な視点
（ヨソモノ・ワカモノ）
○協力隊員の熱意と行動力が

地域に大きな刺激を与える

○行政ではできなかった
柔軟な地域おこし策

○住民が増えることによる
地域の活性化
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（３）地方への人の流れの強化
①地方移住・移転の推進

i 地方移住の推進
【具体的取組】
⒞地方への移住・地方での起業の推進
・ 地域おこし協力隊について、2024年度に隊員数8,000人という目標に向けて、制度の一層のPRや
受入自治体への支援等により、応募者数の増加、募集者数の増加、マッチングの向上を図っていく。
また、引き続き隊員の起業を支援するとともに、任期終了後の隊員による事業承継も支援し、定住・
定着を一層推進する。さらに、隊員OB・OGのネットワーク組織づくりを推進することにより、更なる隊
員の受入れ・サポート体制の充実を図る。

（総務省自治行政局地域自立応援課）

④質の高い地域資源を活かした個性あふれる地域の形成
ｖ スポーツ・健康まちづくり
【具体的取組】

・ 関係省庁で構成された新たな法定会議の設置により、スポーツによるまちづくりに関する施策を総
合的、一体的かつ効果的に推進する。

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、総務省自治行政局地域自立応援課、スポーツ庁健康ス
ポーツ課、参事官（民間スポーツ担当）、参事官（地域振興担当）、地域スポーツ課、厚生労働省健康局健康課、老
健局認知症施策・地域介護推進課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、農林水産省農村振興局農村政策部都
市農村交流課、経済産業省商務・サービスグループサービス政策課スポーツ産業室、ヘルスケア産業課、国土交
通省都市局まちづくり推進課、公園緑地・景観課、観光庁観光資源課、環境省自然環境局国立公園課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）①
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（６）多様な主体が参加する地方活性化
③地域コミュニティの維持・強化
ii 地域における多文化共生の推進
【具体的取組】
⒜多様な主体が参加する地方活性化
・ 外国人材の地域への定着に向け、地方公共団体等との連携により、JETプログラム終了者や留学
生等が地域産業の担い手や地域おこし協力隊員等として活躍できるよう、マッチングの機会の拡大
等を行う。

（総務省自治行政局地域自立応援課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）②
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施策名：移住・交流情報ガーデン

施策
分類 ①予算 予算額 令和５年度概算要求：93百万円

（令和４年度予算：93百万円）

移住・交流情報ガーデンでの情報発信の強化
自治行政局地域自立応援課

デジ田基本方針
における位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決

目的

詳
細

施策
効果の
詳細

概要地方から東京圏への人口放出に歯止めをかけ、「東京
一極集中」を是正し、地方への新しい人の流れをつくる。

○ 居住・就労・生活支援等に係る情報提供や相談についてワンス
トップで対応する窓口「移住・交流情報ガーデン」を開設
○ 地方自治体や関係省庁とも連携し、総合的な情報提供を実施
○ 地方自治体等による移住相談会、フェア等の場として利用可能

地方移住に関わる居住・就労・生活支援等に係る情報提供や相談についてワンストップで対応する窓口を開設し、移住希
望者のニーズに応じた相談支援を実施することにより、地方移住への機運を醸成し、地方への人の流れを創出する。

【③情報検索コーナー】

・情報サイトを利用して、自由に地方への移住・交流に関する情報を検索でき
るように、専用パソコンを設置。

【②イベント・セミナースペース、地域資料コーナー】
・各地方自治体が作成した移住・交流に関するパンフレットを配架。
・地方自治体等による移住相談会、フェア等の場として利用可能。

【①相談窓口コーナー（移住、就農、しごと）】
・地方への移住・交流に係る一般的な相談、問合せに相談員が対応。
・ しごと情報や就農支援情報などは、専門の相談員が対応。

※国の各府省とも連携
・厚生労働省（しごと情報） ・農林水産省（就農支援情報）

［開館時間］（平日）11:00-21:00   （土日祝）11:00-18:00
［休館日］月曜（月曜が祝日の場合は翌営業日）、年末年始

アーディソン

［所在地］ 東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル
［アクセス］ＪＲ／東京駅（八重洲中央口）より徒歩4分

地下鉄／銀座線京橋駅より徒歩5分
銀座線・東西線 都営浅草線日本橋駅より徒歩5分 21



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（３）地方への人の流れの強化
①地方移住・移転の推進

i 地方移住の推進
【具体的取組】
⒟地方生活の魅力の発信
・ 移住に関する相談ニーズや利用者の要望に幅広く対応できるよう、利用者目線に立った移住関連
情報の提供体制の強化を図る。具体的には、「移住・交流情報ガーデン」において、各地方公共団体
による夜間セミナー等や、各省庁と連携した取組等の充実を図るとともに、移住情報に加え関係人口
を創出・拡大する取組等の地域との関わり創出に向けた情報発信の強化を図る。

（総務省自治行政局地域自立応援課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：総務省統計局の移転

施策
分類 ①予算

デジ田基本方
針における位
置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

総務省統計局は、和歌山県の協力･受入体制の整備を前提に、和歌山県に
「統計データ利活用センター」を置き、統計ミクロデータ提供等の業務を平成30 
年度から実施。また、（独）統計センターは、上記の取組について総務省統計
局と密接に連携し一体的に行う。

目的

詳
細

統計局総務課

予算額 ー

統計データ利活用の推進を行うことで地方創生を促す
施策
効果の
詳細

概要

政府関係機関の地方移転

＜中長期的取組＞

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

・統計ミクロデータの提供、データサイエンス
・EBPMに資する統計データ利活用推進・支援
・統計データ利活用に関する人材育成

和歌山県を関西圏の統計データ利活用の拠点と位置付け、和歌
山県をはじめとする関西圏の各府県の協力を得て、産学官が連
携し関西圏における統計データ利活用を加速させることによって、
地域の課題解決や発展を促し、こうした地域の「しごと」と「ひと」の
好循環を広く展開させることによって、全国の地方創生の取組に
高い成果を創り出す。

統計データ利活用に関する
人材育成

統計ミクロデータの提供

○ICTを活用し情報セキュリティを
確保しつつ高度なデータ解析を可
能とする環境の構築・運用

○オンサイト施設の全国展開
○統計ミクロデータ利用ポータルサ
イトの運用 など

○地方公共団体における統計デー
タ利活用推進事業の支援

○データ利活用に係る地方公共団
体表彰

○情報支援の充実等の利活用支援
など

統計データ利活用センター
“先進的なデータ利活用拠点“

Evidence-Based Policy Making（証拠に基づく政策立案）

データサイエンス・EBPMに
資する統計データ利活用推進・支援

○地方公共団体における研修会や
セミナー等への講師派遣

○地方公共団体との連携によるビ
ジネスパーソン向け統計データ
利活用イベント

○統計を活用したキッズ向けイベ
ント など

＜平成30年４月に移転を完了＞
平成30年４月に和歌山県に統計データ
利活用センターを設置、先進的なデー
タ利活用の拠点として業務を開始
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（３）地方への人の流れの強化
①地方移住・移転の推進

i 地方移転の推進
【具体的取組】
⒜政府関係機関の地方移転の取組
・ 消費者庁については、2020年７月に徳島県における恒常的拠点として設置した「消費者庁新未来
創造戦略本部」において、モデルプロジェクトや政策研究等を推進する。総務省統計局、特許庁、中
小企業庁、観光庁及び気象庁は、移転基本方針及び「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取
組について」（平成28年９月１日まち・ひと・しごと創生本部決定）に基づき、着実に取組を進める。

⒝国の機関としての機能発揮
・ 各省庁が、2022年度以降のネットワーク更改時に、2020年度に内閣官房（情報通信技術（IT）総合
戦略室）が整備したネットワーク環境へ原則として移行することにより、地方支分部局を含めた省庁
間でのウェブ会議環境の向上などデジタル・ワークスタイルを確立し、ひいては、地方移転の後に移
転前と遜色なく国の機関としての機能発揮ができるような環境を整備する。

（⒜～⒝について、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、内閣人事局、消費者庁総務課、統計局
総務課、文化庁政策課、特許庁総務部総務課、中小企業庁長官官房総務課、観光庁総務課、気象庁総務部企画
課、デジタル庁デジタル社会共通機能グループガバメントソリューションサービス班（⒝のみ））

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：奨学金返還支援制度の活用促進

施策
分類 ③その他 デジ田基本方針に

おける位置づけ
①デジタル実装による地方の課題解決
③デジタル人材の育成・確保

自治財政局財務調査課

予算額 －

奨学金返還支援制度の活用促進

25

－
施策
効果の
詳細

・都道府県又は市町村が、若者が大学等卒業後に自団体の区域内に
就職・居住することを要件として奨学金返還支援の制度を創設するもの。
（令和３年６月１日現在の実施自治体数 ３３府県４８７市町村）
・奨学金の返還支援に地方公共団体が要した経費については、特
別交付税措置の対象としている。

目的

詳
細

概要
域内の企業へ若者が就職する場合等に、若者が抱える奨学
金の返還を地方公共団体が支援する取組を推進することに
より、地域の産業等の担い手となる若者の地元企業への就
職やＵＩＪターンを促すもの。

＜令和４年度における内容＞
平成２７年度から「奨学金を活用した大学生等の地方定着の促進」を実施し、日本学生支援機構や地方公共団体から借入れた奨学金の返還支援

に地方公共団体が要した経費については、特別交付税措置の対象としている。
その内容は、若年層人口が流出超過の都道府県及びその区域内の市町村の場合は対象経費に０．５を、流入超過の都道府県及びその区域内の市

町村の場合は対象経費に０．３を、それぞれ乗じた額を特別交付税措置するものである。
上記措置について、令和４年度から、流入超過の都道府県にあっても、過疎・離島等、条件不利地域を含む市町村については、人口減少が著しい地

域であることや、不利な地理的条件に置かれている地域であることを踏まえ、措置率を０．３から０．５に引き上げる拡充を実施。

○地方公共団体に対する特別交付税措置の概要
【都道府県】
・奨学金返還支援のため地元産業界等との間で基金を設置した場合などに、都道府県の基金への出捐額、

広報経費に対して特別交付税措置
・対象者の要件は大学等を卒業後に当該都道府県で就職することなど（都道府県と地元産業界等が合意して要件を決定）
【市町村】
・奨学金返還支援に係る市町村の負担額（基金の設置は不要）、広報経費に対して特別交付税措置
・対象者の要件は大学・高校等を卒業後に当該地域に居住することなど

※1   都道府県の場合、当該年度の基金への出捐総額の1/2以上を出捐している場合は、出捐総額の1/2の額を対象とする。
※2 都道府県・市町村いずれも措置率0.5、上限１億円。ただし、以下の場合は措置率0.3、上限6千万円。

【道府県】20～24歳人口が流入超過 【市町村】20～24歳人口が流入超過の都道府県に所在し、かつ条件不利地域を含まない
※3 地方公共団体の財政力に応じ、補正あり。



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（３）地方への人の流れの強化
②修学・就業による若者の地方への流れの推進

i 魅力ある地方大学の実現と地域産業の創出・振興等
【具体的取組】
⒢奨学金返還支援制度の活用促進
・ 地域産業の担い手となる学生等の奨学金返還支援に関する地方公共団体の取組の更なる拡大や
支援制度の活用の推進のため、独立行政法人日本学生支援機構等と連携し、広報活動を強化する
など、積極的に情報発信を行う。

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、総務省自治財政局財務調査課、文部科学省高等教育局
学生・留学生課）

３．デジタル人材の育成・確保
（３）高等教育機関等におけるデジタル人材の育成・確保
②地域や産業界と密着した教育体制の整備・強化
【具体的取組】
⒞奨学金返還支援制度の活用促進
・ 地域産業の担い手となる学生等の奨学金返還支援に関する地方公共団体の取組の更なる拡大や
支援制度の活用の推進のため、独立行政法人日本学生支援機構等と連携し、広報活動を強化する
など、積極的に情報発信を行う。【再掲】

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、総務省自治財政局財務調査課、文部科学省高等教育局
学生・留学生課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：関係人口の創出・拡大事業

施策
分類 ①予算

自治行政局地域自立応援課

予算額 令和５年度概算要求：６百万円
（令和４年度予算：６百万円）

地域から関係人口への情報発信等（関係人口ポータルサイト）

デジ田基本方針
における位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決

目的

詳
細

施策
効果の
詳細

概要

全
国
各
地
で
取
組
の
実
装
化

全国各地で、
関係人口が地域と
関わり合いながら
地域活性化に貢献

目指す姿

○地方公共団体が関係人口の創出・拡大に取り組むための経費について、
令和３年度より地方財政措置（普通交付税措置）を講じることにより、
全国各地での取組を推進。

地方財政措置を通じた地方公共団体の取組の実装化

H30・R1
関係人口の創出・裾野
拡大
(モデル事業 30団体
(H30)、44団体(R1))

R2
関係人口と地域との
「協働」
(モデル事業 25団体)

R3 ～

関係人口施策の実装化
（普通交付税措置）

『関係人口』ポータルサイト URL https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/

「『関係人口』ポータルサイト」を介した地域から関係
人口への情報発信等を促進するとともに、地方財政
措置等を通じた関係人口の取組の実装化を図る

「『関係人口』ポータルサイト」等を通じ、関係人口の意義や事例に
ついて周知や横展開を図るとともに、関係人口の創出・拡大に向けた
地域側からの情報発信を促進する事業

地方公共団体の継続的な関心や交流を通じ、地域を支える担い手を確保するための取組を発信するポータルサイトを開設し、
地方との多様な関わり方（かかわりしろ）の魅力を発信することにより、地方への人の流れを創出する。

「『関係人口』ポータルサイト」等を通じて、関係関係人口が継続的により深く地域に関わる
ために参考となる事例やノウハウ等の横展開等を図るとともに、地方団体が地域への多様
な関わり方（かかわりしろ）を発信。

全国に向けた情報発信・地域からの情報発信の強化
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（３）地方への人の流れの強化
③関係人口の創出・拡大

i 関係人口の創出・拡大
【具体的取組】
⒜関係人口創出・拡大のための環境整備
・ 全国各地で関係人口がオンライン等も活用しつつ地域と関わり合いながら、地域の内発的発展や
地域活性化に貢献する姿を目指し、地域から関係人口への情報発信等を通じて地方公共団体の取
組を後押しするとともに、都市住民等と地域のマッチングや地域課題に関わるための仕掛けづくりな
どの自走可能な取組モデルの構築を進める中間支援組織を支援する。あわせて、全国版の官民連
携によるプラットフォーム（かかわりラボ）の運営等により、参考事例を全国に向けて情報発信・横展
開するとともに、全国版の官民連携によるプラットフォームの運営により、事業者や地方公共団体等
の関係者間の情報共有やネットワーク化に取り組む。

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、内閣府地方創生推進室、総務省自治行政局地域自立応

援課）

・ 二地域居住等を普及促進するとともに、それにより地域との関わりを促すため、関係省庁や地方公
共団体等と連携して、関連する支援を行う。また、二地域居住等の実践者を類型化・定量化し、把握
するための全国的な大規模実態調査を行い、効果を整理・分析するとともに、全国二地域居住等促
進協議会と連携し、施策や優良事例の横展開を図り、地方公共団体向けガイドラインへ反映する。

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、内閣府地方創生推進事務局、地方創生推進室、総務省自
治行政局地域自立応援課、農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課、国土交通省国土政策局地方振興課、
都市局都市政策課、住宅局住宅政策課、観光庁観光資源課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：ふるさとワーキングホリデー推進事業

施策
分類 ①予算 デジ田基本方針に

おける位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決

主に都市部の方が、一定期間（２週間から１か月間程度）地域に滞在し、
働いて収入を得ながら、地域住民との交流や学びの場などを通じて、地域での
暮らしを体感し、地域とのかかわりを深めていただく取組み。
総務省では、自治体の募集情報を一覧できるポータルサイトの運営やSNS等
による情報発信、参加者と実施自治体が一堂に会する合同説明会などの広
報活動を実施している。

「地方の魅力を知ってほしい」、「交流人口を拡大したい」といった
自治体のニーズと、「旅行では味わえない体験がしたい」、「地域と
の交流を深めたい」、「第２のふるさとがほしい」などの参加者のニー
ズを踏まえ、地方から都市への一方的な人の流れに歯止めをかけ
るとともに、地方の魅力発見や地域の課題解決に寄与することを
目指す。

目的

詳
細

自治行政局地域政策課

予算額 令和５年度概算要求：40百万円
（令和４年度予算：30百万円）

ふるさとワーキングホリデー参加者の中には、その地域に定住した人や、地域の関係人口として継続的に関わっている人もおり、住民と来
訪者の関係性を深め、第２のふるさとづくりを推進し、地方への交流人口を生み出すことに貢献している。

施策
効果の
詳細

概要

ふるさとワーキングホリデーの推進
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（３）地方への人の流れの強化
③関係人口の創出・拡大

i 関係人口の創出・拡大
【具体的取組】
⒜関係人口創出・拡大のための環境整備
・ 地方公共団体が行う関係人口の受入側の地域における課題の明確化、受入体制づくり等に加え、
都市部等の地域外住民の関心・関与を高める取組を支援する。また、都市部の若者等の地域との多
様な関わりの創出や就職氷河期世代支援の観点から、引き続き「ふるさとワーキングホリデー」の推
進に取り組む。

（内閣府地方創生推進事務局、総務省自治行政局地域政策課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：都市・農産漁村の地域連携による子供農山漁村交流推進事業

施策
分類 ①予算 デジ田基本方針に

おける位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決

自治行政局地域自立応援課

予算額 令和５年度概算要求：18百万円
（令和４年度予算：18百万円）

子供の農山漁村体験交流の支援

・農林漁業体験・宿泊体験活動

子供の農山漁村体験の取組を拡大・推進するためのセミナーや、
継続的な実施体制の構築を目指す地方公共団体を対象とした計画
策定支援事業、送り側・受入側の地方公共団体双方が連携して行
う実施体制の構築を支援する小・中・高校生を対象とした交流推
進支援事業（モデル事業）を実施。

「子ども農山漁村交流プロジェクト」（内閣官房、総務
省、文部科学省、農林水産省、環境省の連携事業）は、
農林漁業体験や宿泊体験、地域住民との交流を通じて、
子供たちの生きる力を育むとともに、交流の創出による
地域の再生や活性化を図る。

目的

詳
細

小学校等における農山漁村での宿泊体験活動（「子ども農山漁村交流プロジェクト」内閣官房、総務省、文部科学省、農林水産省、
環境省の連携事業）の推進。

施策
効果の
詳細

概要

○ 農山漁村での宿泊体験や自然体験を通じて、学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識などを育み、力強い子供の成長を支えると
ともに、受入れ地域の活性化や交流による地域間の相互理解の深化に寄与。

○ 子供の農山漁村体験交流の取組の拡大、定着を図るため、送り側・受入側の地方公共団体双方が連携して行う実施体制の構築を支援
するモデル事業を実施。また、継続的な実施体制の構築を目指す地方公共団体による「子供の農山漁村体験交流計画」策定を支援する
モデル事業を実施。

○ 令和４年度は引き続き、コロナ禍や、ＧＩＧＡスクール・自治体ＤＸによる情報通信環境整備の進展を踏まえ、感染防止対策に加え、
対面での交流効果をより高めるためのオンライン交流を支援。

○ 課題解消に向けた創意工夫の事例、国の支援施策等について情報を提供するとともに、関係者間のネットワークを形成するため、
総務省、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、文部科学省、農林水産省、環境省の主催によるセミナーを開催。

小学校
中学校
高等学校

送り側･受入側が連携して取り組む実施体制の構築

社会教育活動学校教育活動

◆GIGAスクールの基盤を活かし
たオンライン交流の実施
◆対面での交流効果向上を実現

オンライン交流 農山
漁村

◆コーディネート機能の活用
◆地域の学生の動員等の支援体制の整備
◆課題解決に向けた研究と実践
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（３）地方への人の流れの強化
③関係人口の創出・拡大

i 関係人口の創出・拡大
【具体的取組】
⒟子どもの農山漁村体験の充実

・ 子どもの生きる力を育むとともに、将来の地方へのUIJターンの基礎を形成するため、農山漁村体
験等に参加する学校等（送り側）や体験の実施地域である農山漁村等（受入側）を支援する。

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、総務省自治行政局地域自立応援課人材力活性化・連携交
流室、文部科学省総合教育政策局地域学習推進課、初等中等教育局児童生徒課、農林水産省農村振興局農村

政策部都市農村交流課、環境省自然環境局国立公園課国立公園利用推進室、自然環境整備課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名： ICT基盤高度化事業

施策
分類 ①予算 デジ田基本方針に

おける位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決

ICTを活用した医療・介護・健康分野のネットワーク化を一層推進するため、新
たな通信・放送技術の活用も見据えた遠隔医療モデルに関する参考書等のと
りまとめや適切な民間PHR（パーソナル・ヘルス・レコード）サービスの評価・選
択につながる仕組み構築のための具体的なプロセスや課題について検討を実施

目的

詳
細

情報流通行政局デジタル経済推進室

予算額 令和５年度概算要求：150百万円
（令和４年度予算：50百万円）

中長期的には、遠隔医療モデルの構築及びPHR（パーソナル・ヘルス・レコード）サービスの普及展開により、内閣府の健康・医療戦略
をはじめ厚生労働省のオンライン診療等に係る制度やデータヘルス改革を下支えし、遠隔医療や安心・安全なPHRサービスの普及ひい
ては、医師の偏在等社会課題を解決するデジタル田園都市国家構想の実現に貢献

施策
効果の
詳細

概要

遠隔医療等の推進①

ICTを活用した医療・介護・健康分野のネットワーク化を一層推進するため、新
たな通信・放送技術の活用も見据えた遠隔医療モデルに関する参考書等のと
りまとめや適切な民間PHR（パーソナル・ヘルス・レコード）サービスの評価・選
択につながる仕組み構築のための具体的なプロセスや課題について検討を実施

PHRを民間事業者が取り扱う際のルール作りや遠隔医療モデルの
構築等に資する調査・検討を実施

＜中長期的にはデジタル田園都市国家構想に貢献し得る理由＞

令和3年度 令和4年度 令和5年度以降

・ 安心・安全なPHRサービスの普及展開により、内閣府の健
康・医療戦略、厚生労働省のデジタルヘルス改革を下支え
し、ひいては医療の質の向上に資するデジタルシフトに貢献

デジタルシフトを行うスケジュール

自治体

保険者
（健保・国保等）

医療機関・ＥＨＲ

本人同意のもと
データ収集

本人

PHRデータ
連携サーバ

民間事業者

・・・

●ＰＨＲサービスの普及展開

PHRサービス普及展開に向けた検討 民間標準・ルール作りの検討 民間ルール運用サポート

デジタル
シフト
の実施
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施策名：医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業

施策
分類 ①予算 デジ田基本方針

における位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決

情報流通行政局デジタル経済推進室

予算額 令和５年度概算要求：540百万円
（令和４年度予算：450百万円）

遠隔医療等の推進②

34

目的

詳
細

医療・介護・健康データを利活用するための基盤を構築・高度化することにより、医療・健康サービスの向上・効率化を図り、「医療DX」
を推進する。

施策
効果の
詳細

概要

①医師の偏在対策の有力な解決策と期待される遠隔医療の普
及を図る。
②日々の活動から得られるPHRデータを医療現場での診療に活
用することで、医療の高度化や診察内容の精緻化を図る。

①８K内視鏡システムの開発・実証とともに、遠隔手術の実現に必要な通信
環境やネットワークの条件等を整理し、「遠隔手術ガイドライン」の精緻化に寄
与する。
②各種PHRサービスから医師が求めるPHRデータを取得するために必要なデー
タ流通基盤を構築する。

＜中長期的取組＞①遠隔手術のネットワーク要件、高精細映像技術の遠隔医療
への応用等の研究

②医療高度化に資するPHR（※）データ流通基盤構築

運動量
食事

体脂肪

PHRサービス
A

（例：健康管理アプリ）

PHRサービス
B

（例：ダイエットアプリ）

多数のPHR利用者

プログラム
医療機器

（例：体重計）

医療機関

マイナポ
API処方情報など連携

保険者

PHRデータ流通基盤

各種PHRサービスから医療現場で必要となる
PHRデータを取得し、各医療機関に提供する

中継サービス

患者

運動量 食事 体脂肪
診療 同意

要求

提供

医療の高度化・
EHRと連携し

診察内容の
精緻化

EHR
（電子カルテ）

（※Personal Health Record：個人の健康診断結果や服薬歴等の健康等情報を電子記
録として本人や家族が正確に把握するための仕組み）

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

・高精細映像の伝送実証、多様な通信環境での実証等

・ガイドラインの精緻化等の検討

令和５年度 令和６年度 令和７年度以降

・PHRデータ交換規格の設定
・データ流通基盤の設定・開発

・データ流通基盤の開発・実証
・診療に与える効果の医学的検証 ・データ流通基盤の普及・展開



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
①質の高い教育、医療サービスの提供
ｖ 医療分野での未来技術の活用
【具体的取組】
⒢遠隔医療等の推進

・ 遠隔手術支援ロボットシステムの実用化に資する研究及び遠隔手術に関するガイドラインの見直し
を行う。
・ 急速な少子高齢化への対策に資する認知症対応型AI・IoTシステムの実証を推進する。
・ 厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（平成30年３月策定、令和元年７月一
部改訂、令和４年１月一部改訂）の改訂を見据え、遠隔医療の利用動向を再整理する。
・ 厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版」（令和４年３月策定）を
踏まえ、総務省及び経済産業省の「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者にお
ける安全管理ガイドライン」（令和２年８月策定）の改定検討を行う。
・ ICTを活用して国民の健康増進に資する安心・安全なPHR利活用を推進するため、民間PHR事業
者団体における第三者認証等の検討に当たって必要な調査研究を実施する。

（総務省情報流通行政局地域通信振興課デジタル企業行動室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：ドローンの利活用促進に向けた技術条件の整理

施策
分類 ③その他 デジ田基本方針に

おける位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決

携帯電話をドローンに搭載して上空で利用するニーズに対応するため、
一定の運用条件の下においては、簡素な手続により利用を可能としてい
る。
現在では高度150m未満かつ使用周波数や方式が限定されていると

ころ、新たなニーズに対応できるよう、利用拡大に向けた検討を行う。
目的

詳
細

総合通信基盤局電波部移動通信課

予算額 ー

携帯電話等を搭載したドローンの利活用の更なる促進に向けた技術検討であり、ドローン物流の社会実装に向けた環境整備等の推進
に貢献

施策
効果の
詳細

概要

ドローンの電波利用に関する技術条件の整理

＜中長期的取組＞
令和４年度 令和５年度以降

高度150m以上でのLTEの利用等を
可能にするための技術条件や
手続の簡素化を検討

制度化、更なる対応を検討・実施

高度150メートル以上でのドローンの飛行や画像送信
等での電波利用を可能とするため、電波の混信防止の
ための技術条件や利用手続の簡素化を検討する。

携帯電話をドローンに搭載して上空で利用するニーズに対応するため、 地上の携帯電話システムに影響を及ぼさないよう、飛行台数を監
理して使用を認める「実用化試験局制度」を2016年7月に導入したが、実用化試験局の手続には通算２ヶ月程度の期間が必要であり、
昨今のドローンの利用拡大に伴い、手続の簡素化等の制度整備を2020年12月に実施した。これにより、Web経由等の簡易な手続により、
１週間程度で飛行可能となる環境が実現した。
簡易な手続による利用については、現在では高度150m未満かつ周波数、方式が限定されているため、例えば高所インフラ設備の点検、

山岳地域における物資輸送等の新たなニーズに対応できるよう、高度150m以上での利用等、利用拡大に向けた検討を行う。
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
②公共交通・物流・インフラのデジタル実装

ii ドローン物流・物流DXを通じた物流変革
【具体的取組】
⒜ドローン物流の社会実装に向けた環境整備

・ ドローンに携帯電話などの端末を搭載して利用する際には、高度150メートル未満であれば簡素な
手続で利用可能となっているところ、高度150メートル以上でのドローンの飛行や画像送信等での電
波利用を可能とするため、電波の混信防止のための技術条件や利用手続の簡素化を検討し、2023
年度目途に結論を得る。

（内閣官房小型無人機等対策推進室、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：郵便局等の公的地域基盤連携推進事業

施策
分類 ①予算

目的

詳
細

情報流通行政局郵政行政部企画課

予算額 令和５年度概算要求：120百万円
（令和４年度予算：80百万円）

郵便局や地方自治体等の公的地域基盤が連携し、デジタル技術を活用して地域の課題を解決する事例が拡大することにより、住民の
利便性の向上、デジタル化の進展、地域活性化につながることが期待される。

施策
効果の
詳細

概要

デジタル技術を活用した郵便局と地域との連携促進①

地域の課題について、郵便局と地方公共団体等の公的地域基
盤が連携し、デジタル技術を活用した解決事例のモデルケースを
創出するための実証事業を行うとともに、成功事例の蓄積ガイドラ
インの作成・公表を行う。令和５年度は「郵便局データの活用とプ
ライバシー保護の在り方に関する検討会」での検討結果を踏まえ、
新たに郵便局データを活用した実証を実施する。

郵便局と地方公共団体等の公的地域基盤が連携し、
デジタル技術を活用して地域の課題を解決する事例
の拡大。

2023年度 2024年度 2025年度以降

実証事業の実施 実証事業の実施

ガイドライン
の作成

成功事例を基にした
普及展開
ガイドラインを基にした
普及展開ガイドラインの作成

＜中長期的取組＞
・2022～2024年度に実証事業を実施し、成功事例の蓄積、ガイド
ライン作成・公表を行い、課題解決事例の横展開を図る。
・2025年度以降は日本郵便や自治体等による取組により普及展開。

【実証イメージ】

デジ田基本方針
における位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決
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施策名：郵便局の行政サービス窓口としての活用

施策
分類 ③その他

目的

詳
細

情報流通行政局郵政行政部企画課

予算額 （令和３年度補正予算：120百万円）

・地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成13年法律第120号）に基づく公的証明書の交付事務の受託など、郵便局における地方公共団体事
務の受託を促進。
・特に、郵便局型キオスク端末による、証明書交付事務におけるマイナンバーカードの利活用を推進するとともに、電子証明書の更新等の手続きのニーズが増大すると考えられることか
ら、郵便局における電子証明書の発行・更新等に係る事務の受託を促進。

施策
効果の
詳細

概要

2023年度 2024年度以降

全国津々浦々に存在する郵便局のネットワークを活用し
た地域住民向けのサービスの充実など、地域社会の活
性化を推進するとともに、マイナンバーカードの活用場面
を拡大し、地域社会のデジタル化の推進に資する。

・地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成13年法律
第120号）に基づく公的証明書の交付事務の受託など、郵便局における地方公共団体
事務の受託を促進。
・特に、郵便局型キオスク端末の実証・展開などによる、証明書交付事務におけるマイナン
バーカードの利活用を推進するとともに、電子証明書の更新等の手続きのニーズが増大す
ると考えられることから、郵便局における電子証明書の発行・更新等に係る事務の受託を
促進。

郵便局における
マイナンバーカード
活用の更なる推進

自治体事務受託の拡大、郵便局型キオスク端末の展開

デジ田基本方針に
おける位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決

デジタル技術を活用した郵便局と地域との連携促進②
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
③質の高い暮らしのためのまちの機能の充実

ii 魅力的な集落生活圏の形成（「小さな拠点」の形成等）
【具体的取組】
⒜「小さな拠点」の形成の推進
・ 郵便局などの既存施設を行政サービスの窓口として活用するとともに、スマートスピーカー等によ
る見守りシステムを構築することにより、集落生活圏における生活の安心の確保を推進する。

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、内閣府地方創生推進事務局、総務省情報流通行政局郵

政行政部企画課）

・ あまねく全国に拠点が存在する郵便局の強みを活かし、地方公共団体等の地域の公的基盤との
連携を支援するとともに、郵便局が保有するデータの活用推進、行政事務受託等を通じた拠点機能
の確保、マイナンバーカードの利用機会の拡大、デジタル活用による地域課題解決事例の横展開等
を推進する。

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、内閣府地方創生推進室、総務省情報流通行政局郵政行
政部企画課）

・ 地域資源や人材を活用しつつ地域の生活やなりわいを維持・確保するため、農林水産物の６次産
業化等による高付加価値化、安定的な石油製品の供給システムの確立、再生可能エネルギーの導
入等による「地域循環共生圏」の創造など、「小さな拠点」に関わる多様な施策分野や、農業協同組
合、郵便局、関係人口などの地域内外の多様な組織や主体との連携と参画を推進する。

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、内閣府地方創生推進事務局、総務省情報流通行政局郵
政行政部企画課、農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課、資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課、
環境省大臣官房環境計画課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：特定地域づくり事業の推進

施策
分類 ①予算 デジ田基本方針

における位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決

自治行政局地域振興室

予算額
令和５年度概算要求：600百万円
（令和４年度予算：500百万円）

※内閣府予算計上

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進

目的

詳
細

地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材について、地域一体となった多様な形態での人材確保等の取り組みを総合的に支援
し、その活躍による地域社会の維持及び地域経済の活性化を図る。

施策
効果の
詳細

概要

利用 料金

都道府県

〈組合の運営経費〉

市 町 村

１／２
利用料金収入

１／４
交付金

食
品
加
工
業
者

製

材

業

者

介

護

業

者

運

送

業

者

飲
食
・
宿
泊

業

者

農

業

者

林

業

者

…
機
械
製
造
業
者

特定地域づくり事業協同組合員

…

人材 派遣

認定

漁

業

者

１／８
特別交付税

１／８

１／２市町村助成

財政支援

※このほか、設立支援に対する特別交付税措置あり

情報提供
助言、援助

4月 5～10月 11～3月

農業 飲食業 酒造業

AM PM
介護事業 こども園 小売業

or

通年

創意工夫により様々な活用が可能

特定地域づくり事業協同組合
地域づくり人材の雇用⇒所得の安定・社会保障の確保

地域人口の急減に直面している地域においては、農林水産業、商工
業などの地域産業をはじめ、地域の担い手不足に対処する必要があるこ
とから、特定地域づくり事業協同組合が域内外の若者等を雇用し、就業
の機会を提供すること等により、地域社会の維持・地域経済の活性化を
図り、地域づくり人材のベースキャンプとして機能するよう支援する。

地域人口の急減に直面している地域において、地域社会
及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心
して活躍できる環境の整備を行い、地域づくり人材の確保及
びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域
経済の活性化に資することを目的とする。

＜基本方針における位置づけ＞
第３章 各分野の政策の推進
１. デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり

③質の高い暮らしのためのまちの機能の充実
ⅱ魅力的な集落生活の形成（「小さな拠点」の形成等）
【具体的取組】(a)「小さな拠点」の形成の推進

活
用
方
法
の
イ
メ
ー
ジ
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
③質の高い暮らしのためのまちの機能の充実

ii 魅力的な集落生活圏の形成（「小さな拠点」の形成等）
【具体的取組】
⒜「小さな拠点」の形成の推進
・ 地域人口の急減に直面している地域においては、農林水産業、商工業などの地域産業をはじめ、
地域の担い手不足に対処する必要があることから、特定地域づくり事業協同組合が域内外の若者等
を雇用し、就業の機会を提供すること等により、地域社会の維持・地域経済の活性化を図り、地域づ
くり人材のベースキャンプとして機能するよう支援する。

（内閣府地方創生推進事務局、総務省自治行政局地域自立応援課地域振興室、厚生労働省職業安定局需給調整

事業課、農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課、中小企業庁経営支援部経営支援課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：過疎地域持続的発展支援交付金

施策
分類 ①予算 デジ田基本方針に

おける位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決

自治行政局過疎対策室

予算額 令和５年度概算要求：805百万円
（令和４年度予算：805百万円）

過疎対策の推進

目的

詳
細

過疎地域においてデジタル実装をすすめることにより地域の課題解決につなげるとともに、地方への人の流れの創出につなげる。施策効果
の詳細

概要

＜中長期的取組＞ 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度以降

交付金事業の実施および優良事例を全国の過疎地域に展開

過疎地域における地域課題解決のための取組を支援する
ことにより、過疎地域の持続的発展を支援。

地域課題解決のために行うICT等技術の活用や定住促進のため
の住宅整備等の取組を支援。

フォローアップ
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
③質の高い暮らしのためのまちの機能の充実

ii 魅力的な集落生活圏の形成（「小さな拠点」の形成等）
【具体的取組】
⒝過疎対策の推進
・ 過疎地域をはじめとした条件不利地域において、集落ネットワーク圏（「小さな拠点」）の形成に向け
て、住民の暮らしを支える生活支援や、なりわいの創出を支援するとともに、優良事例を周知する。
また、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）に基づき、過疎地
域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現す
るよう過疎地域の取組を支援する。

（総務省自治行政局過疎対策室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：多様な広域連携の推進に係る事業

施策
分類 ①予算

• 客観的なデータを基に地域ごとの長期的な見通しを整理する「地
域の未来予測」等を踏まえた多様な広域連携に係る先進的かつ
優良な取組を支援（上限：1,000万円）

• デジタル技術を活用した広域連携についても本事業の対象として
おり、実際にかかる取組を含む事業が多数採択されている。

•人口減少・少子高齢化社会の中で、持続可能な形
で行政サービスを提供していくために、地方公共団体
間の多様な広域連携の取組を支援。

•先進事例の知見を国において収集し、取組の横展開
を図ることにより、各地における多様な広域連携をより
促進。

目的

詳
細

自治行政局市町村課

予算額 令和５年度概算要求：73百万円
（令和４年度予算：51百万円）

• 持続可能な形の行政サービスの提供に資する多様な広域連携を推進。
• 本事業を通じて地方のデジタル化に資する先進的な取組事例を収集し、横展開に繋げることを目指す。

（令和４年度からの３年間で10件程度）

施策
効果の
詳細

概要

連携中枢都市圏など多様な広域連携の推進

＜中長期的取組＞
令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

多様な広域連携の推進に係る事業の実施・横展開に向けた取組

計画の共同策定
★専門人材の共同活用

施設・公共交通の再編に向けた取組
★隣接していない地方公共団体間の連携
★都道府県による市区町村の補完・支援

※★はデジタル田園都市国家構想の実現に特に貢献すると考えられるもの。

＜令和４年度対象となる取組分野の例＞

＜令和４年度対象事業 ７件＞
相模原市 公共施設の共同管理・再編等に向けた課題等の調査・研究

富谷市 圏域における広域的なバス路線再編に向けた課題等の調査・研究

大木町 一般廃棄物処理施設を対象に、長期的・広域的な視点で公共施設
マネジメントの理想モデルについての調査・研究

長崎県
消防体制維持強化に向けた調査・研究

(ＡＩを活用した気象予測技術の発達による、本土から離島への
早期応援可能性の検討を含む)

熊本県 避難者の支援・受入れの実施体制構築に向けた市町村支援

福島県 住民異動届（転出、転居、死亡等）の業務の効率化・標準化等

三重県 要介護・要支援認定の業務の効率化・標準化等

＜採択事業例＞
（三重県）
要介護等認定業務の改善のための審査会資料の電子化、審査会のオン
ライン化などの施策の現場への導入や、「要介護者等の画像・センサ
データ」を活用するための課題や解決策を整理し、利活用に向けた取
組を行い、地域が一体となり、一気通貫で業務の効率化を図ることで、
将来に渡り安定した介護サービスを供給し続ける礎とする。

デジ田基本方針に
おける位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
③質の高い暮らしのためのまちの機能の充実

ii 魅力的な集落生活圏の形成（「小さな拠点」の形成等）
【具体的取組】
⒝連携中枢都市圏の取組内容の深化・充実
・ 「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関
する答申」（令和２年６月26日第32次地方制度調査会）を踏まえ、各圏域の取組内容の深化・充実を
支援するとともに、既存の圏域に係る取組事例集の作成・周知等により、2024年度に39圏域とする
ことを目指す。
・ 地域社会のデジタル化は、リアルな生活圏をベースに実施することが効果的・効率的であることか
ら、連携中枢都市圏などの広域連携の枠組みを活用して、広域的・一体的に推進する。

（総務省自治行政局市町村課）

⒟多様な広域連携の推進
・ 第32次地方制度調査会の答申を踏まえ、2040年頃にかけて生じる人口構造の変化に対応し、住
民が快適で安心な暮らしを営めるよう、連携中枢都市圏・定住自立圏の取組内容の深化・充実に加
え、連携中枢都市圏等以外の地域を含め、多様な広域連携を推進する。
・ 特に市町村間の連携や都道府県の支援により、計画の共同策定、ICT分野等の専門人材の共同
活用、施設・公共交通の再編の取組や、隣接していない地方公共団体間の連携に係る取組を中心
に進める。

（総務省自治行政局市町村課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：定住自立圏構想推進の推進 自治行政局地域自立応援

定住自立圏構想の推進

施策
分類 ①予算 デジ田基本方針

における位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決

目的

詳
細

予算額 令和５年度概算要求：３百万円
（令和４年度予算：３百万円）

施策
効果の
詳細

概要
中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、連携・協力すること
により、圏域全体として必要な生活機能を確保する｢定住自立
圏構想」を推進する事業

地方圏において安心して暮らせる地域を各地に形成し、
地方圏から三大都市圏への人口流出を食い止めると
ともに、地方圏への人の流れを創出するため、中心市
と近隣市町村が相互に役割分担し、圏域全体で必
要な生活機能を確保する「定住自立圏構想」を推進
し、地方圏における定住の受け皿を形成する

中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、圏域全体で必要な生活機能を確保する「定住自立圏構想」を推進し、
地方圏での定住の受け皿を形成することを通じ、地方圏の人口の維持につなげ、地域の元気をつくることに寄与する。
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
③質の高い暮らしのためのまちの機能の充実

ii 魅力的な集落生活圏の形成（「小さな拠点」の形成等）
【具体的取組】
⒞定住自立圏構想の推進
・ 定住自立圏について、圏域の取組の更なる拡大・充実を図るため、地方財政措置や各圏域の先進
的な取組事例の情報提供、補助事業採択における配慮等を通じて積極的に支援する。また、圏域の
形成に向けた取組を更に広げるため、協定等を締結していない中心市等を対象としたセミナーの開
催による取組事例の情報提供等を行う。

（総務省自治行政局地域自立応援課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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棚田地域振興法関係

施策
分類 ③その他 デジ田基本方針

における位置づけ ①デジタル実装による地方の課題解決

自治行政局地域自立応援課

予算額 ―

棚田地域の振興

49

指定棚田地域の指定、指定棚田地域振興活動計画の認定等を通じて、
多様な主体が参画する地域協議会による棚田を核とした地域振興の取
組を関係府省庁横断で総合的に支援。

目的

詳
細

貴重な国民財産である棚田を保全し、棚田地域の有する産業、環境、景観、文化等の多面にわたる機能の維持増進を図る。施策効果
の詳細

概要
棚田地域の持続的発展及び国民生活の安定向上に寄
与することを目的とする。

棚田地域振興法の概要

棚田地域の振興について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の棚田
地域の振興に関し必要な事項を定めることにより、貴重な国民的財産である棚田を保全し、棚田地域の有する多面に
わたる機能の維持増進を図り、もって棚田地域の持続的発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
 棚田地域…自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる棚田を

含む一定の地域であって政令で定める要件に該当するもの(２条)

１．目的（１条）

棚田地域における人口減少、
高齢化の進展等

棚田が荒廃の危機に直面

※政令要件：昭和25年2月時点の市町村の区域で、その区域内に勾配1/20以上の一団の棚田が1ha以上
あること

① 棚田地域の振興は、棚田地域の有する多面にわたる機能(農産物の供給、国土の保全、水源の涵養、生物の
多様性の確保その他の自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等)が維持されるよう、棚田等
の保全を図るとともに、棚田地域における定住等及び国内外の地域との交流を促進することを旨として、行われ
なければならない。

② 棚田地域の振興に関する施策は、農業者、地域住民等による自主的努力の助長及び多様な主体の連携・協
力の促進を旨として、講ぜられなければならない。

２．基本理念（３条）

• 国…棚田地域の振興に関する施策を総合的に策定・実施
• 地方公共団体…国との連携を図りつつ、自主的・主体的に、地域の特性に応じた施策を策定・実施

３．国等の責務（４条）

• 政府…棚田地域の振興に関する基本方針を策定(内閣総理大臣が案を作成し、閣議決定)(５条)
• 都道府県…基本方針を勘案して、都道府県棚田地域振興計画を策定(６条)

４．基本方針等（５条・６条）

① 主務大臣は、都道府県の申請に基づき、指定棚田地域を指定(７条)
 主務大臣…総務大臣・文部科学大臣・農林水産大臣・国土交通大臣・環境大臣(18条）

② 市町村は、指定棚田地域振興活動の参加者からなる指定棚田地域振興協議会を組織(８条)

③ 国による協議会の構成員に対する情報提供、助言等の援助(９条)

④ 協議会が作成した指定棚田地域振興活動計画について、主務大臣が認定 (10条)
⑤ 計画の実施状況について、主務大臣が認定市町村から報告徴収(11条)

① 特定の事項が記載された指定棚田地域振興活動計画の認定
申請は、農山漁村活性化法の規定による活性化計画の提出と
みなす。(12条)

② 特定の事項が記載された指定棚田地域振興活動計画の認定は、
エコツーリズム推進法の規定によるエコツーリズム推進全体構想の
認定とみなす。(13条)

③ 国は、必要な財政上又は税制上その他の措置を講じ(14条)、毎年度、当該年度に実施する指定棚
田地域の振興に資する事業を取りまとめて公表(15条)

④ 国・地方公共団体による棚田地域振興活動を担うべき人材の育成・確保のために必要な措置(16条)
⑤ 政府に棚田地域振興連絡会議(関係行政機関の職員で構成)を設け、棚田地域の振興に関する施

策の総合的・効果的な推進を図るための連絡調整を実施(17条)

５．具体的施策（７条～18条）

⑴指定棚田地域の指定、指定棚田地域振興活動計画の認定等

⑵支援等の措置

棚田地域振興
コンシェルジュ

みなし認定等

施行期日：公布の日から起算して２月を超えない範囲内において政令で定める日
失効日：令和７年３月31日



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
④地域資源を活かした個性あふれる地域の形成

i 地域資源を活用した農山漁村（むら）づくり
【具体的取組】
⒜地域資源を活用した農山漁村（むら）づくり
・ 棚田地域振興法（令和元年法律第42号）に基づき、産業、環境、景観、文化等の観点から棚田の
保全と棚田地域の振興を図るため、総合的な支援策を講ずる。

（内閣府地方創生推進事務局、総務省自治行政局地域自立応援課、文化庁文化財第二課、農林水産省農村振興
局農村政策部地域振興課、国土交通省都市局公園緑地・景観課、観光庁観光資源課、環境省自然環境局国立公

園課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：地域経済循環創造事業交付金
（分散型エネルギーインフラプロジェクト）

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

目的

詳
細

自治行政局地域政策課

予算額 令和５年度概算要求：1,300百万円の内数
（令和４年度予算 ：500百万円の内数）

エネルギー供給事業導入計画（マスタープラン）の策定を支援する交付金によって地域における資金循環及び地域の雇用の創出、地
域資源の活用を促進し、地域経済の循環に貢献するもの。

施策
効果の
詳細

概要

分散型エネルギーインフラプロジェクトの推進、専門人材の招へい等の事業化支援①

地方公共団体が、各地域において、バイオマス、風力、中小水
力等の地域資源を活用した地域エネルギー事業の事業化に向け
たマスタープランの策定に要する経費を交付することにより、地域経
済循環を創造することを目的とする。

地方公共団体を核として、需要家、地域エネルギー会社及び金融機関
等、地域の総力を挙げて、バイオマス、廃棄物等の地域資源を活用した
地域エネルギー事業を立ち上げるエネルギー供給事業導入計画（マス
タープラン）の策定を支援する。
・マスタープランの策定経費（上限2,000万円）を支援。
・交付率は原則１／２。財政力指数等に応じた嵩上げあり。

蓄電池・自家発電機等

地域エネルギーシステム（イメージ）

エネルギー供給ルー
トに蓄電池等を組み
込み災害時も自立で
きるシステムに

災害時への強化

地域外の
大規模発電所

一般的なエネルギーシステム

産油国
など

燃料代

住宅

工場

業務ビル

電力

排熱放出

地域外への支払い
電気
料金
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施策名：地域経済循環創造事業交付金
（人材面からの地域脱炭素支援）

目的

詳
細

自治行政局地域政策課

地域脱炭素の実現を人材面から支援する交付金によって地域における資金循環及び地域の雇用の創出、地域資源の活用を促進し、
地域経済の循環に貢献するもの。

施策
効果の
詳細

概要

地方公共団体が、脱炭素社会の実現に資する専門人材を招
へいする場合において、その招へいに要する経費の一部を支援す
ることにより、地域における脱炭素社会の実現に資することを目的
とする。

関係省庁と連携して、５年間の集中期間内に、地域に不足している専
門知識を有する外部専門家を紹介するほか、外部専門家を招へいする
際の費用の1/2を交付する。
・外部専門家を招へいする際の費用（上限100万円）を支援。
・交付対象は謝金、旅費、その他諸経費。
・交付率は１／２。

事業スキーム(イメージ)

外部専門家

助言の実施

総務省の支援内容
・関係省庁と連携して、各自治体が抱える課題に対応した外部専門家を紹介
・外部専門家を招へいする際の費用の1/2を交付

※1 交付対象：謝金、旅費、その他諸経費(教材印刷費、会場費等)(上限100万円)
※2 交付率 ：交付対象の1/2

【課題】 国・地方が一体となって脱炭素に向けた取組を進める上で、
自治体や地域には、地域脱炭素を実現するための専門人材が不足

外部専門家のイメージ
（課題） （外部専門家）

エネルギー事業の運営 ⇒    地域エネルギー会社の社員
再エネの安定供給方法や需要家の開拓方法 ⇒    学識経験者
事業経営や資金調達 ⇒    金融機関社員
地域のエネルギー会社や関係者のコーディネート ⇒    事業化経験を有する自治体職員 等

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決 予算額 令和５年度概算要求：1,300百万円の内数
（令和４年度予算 ：500百万円の内数）

分散型エネルギーインフラプロジェクトの推進、専門人材の招へい等の事業化支援②
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
④地域資源を活かした個性あふれる地域の形成
ｖi 地域のエネルギー資源を活用したまちづくり
【具体的取組】
⒜分散型エネルギー資源を活用したまちづくり
・ 地方公共団体を核として、需要家、地域エネルギー会社、金融機関等、地域の総力を挙げて、地域
資源を活用した地域エネルギー事業を立ち上げる「分散型エネルギーインフラプロジェクト」を推進す
る。「事業化ワンストップ相談窓口」を開設し、関係省庁タスクフォースと連携して、事業化に向けた支
援を行うとともに、2022年度からは、地域に不足している専門家の紹介、その専門家を招へいする際
に必要となる費用を支援することで事業化に向けた支援を一層推進する。

（総務省自治行政局地域政策課、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課、林野庁林政部木材利用課、資源エ
ネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課、新エネルギーシステム課、国土交通省都市局市街地整備課、
環境省大臣官房環境計画課）

ｖii 地域における脱炭素化の推進
【具体的取組】
⒜地域における脱炭素化の推進
・ 地方公共団体を核として地域資源を活用した災害時の自立エネルギー供給も可能な地域エネル
ギー事業を立ち上げるマスタープランの策定を支援する「分散型エネルギーインフラプロジェクト」に
ついて、事業化に必要となる専門人材リストを整備し、地方公共団体に人材を紹介するとともに、マ
スタープラン策定済団体が関係省庁補助金を活用する際に加点による優遇を図ることで事業化を一
層推進する。

（総務省自治行政局地域政策課、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課、林野庁林政部木材利用課、資源エ
ネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギーシステム課、環境省大臣官房環境計画課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：公共施設等適正管理推進事業費

施策
分類 ③その他

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

自治財政局財務調査課

予算額 －

公共施設等の脱炭素化に向けた地方財政措置①

－
施策
効果の
詳細

54

＜令和４年度における内容＞
○ 公共施設等適正管理推進事業費における「脱炭素化事業」の追加

【対象事業】
地球温暖化対策計画において、地方団体が率先的に取り組むこととされている以下の地方単独事業
① 太陽光発電の導入
② 建築物におけるＺＥＢの実現
③ 省エネルギー改修の実施
④ ＬＥＤ照明の導入

※「ＺＥＢの実現」、「省エネルギー改修」は、それぞれＺＥＢ基準、省エネ基準に適合させるための改修が対象

【事業期間】 令和４年度～令和７年度 【令和４年度事業費】 １，０００億円

【地方財政措置】
公共施設等適正管理推進事業債
（充当率：９０％ 交付税措置率：財政力に応じて３０％～５０％）

・令和４年度において、 地方財政計画の「公共施設等適正管理
推進事業費」の内数として、１，０００億円を脱炭素化事業分
として計上。

令和３年10月に改定された地球温暖化対策計画に
おいて、地方団体は国が政府実行計画に基づき実施
する取組に準じて率先的な取組を実施することとされた
ことを踏まえ、脱炭素化の取組を計画的に実施できるよ
うにするため。

目的

詳
細

概要



施策名：公営企業債（脱炭素化事業）

施策
分類 ③その他

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

自治財政局公営企業課

予算額 －

－
施策
効果の
詳細

公共施設等の脱炭素化に向けた地方財政措置②

55

目的

詳
細

概要

令和３年１０月に改定された地球温暖化対策計画
において、地方団体は国が政府実行計画に基づき実
施する取組に準じて率先的な取組を実施することとされ
たことを踏まえ、地方公営企業が脱炭素化の取組を計
画的に実施できるようにするため。

・令和４年度から令和７年度までの公営企業の脱炭素化の取
組について地方財政措置を講じる。

＜令和４年度における内容＞
【対象事業】
地球温暖化対策計画において、地方団体が率先的に取り組むこととされている以下の事業
① 太陽光発電の導入
② 建築物におけるＺＥＢの実現
③ 省エネルギー改修の実施
④ ＬＥＤ照明の導入

※「ＺＥＢの実現」、「省エネルギー改修」は、それぞれＺＥＢ基準、省エネ基準等に適合させるための改修が対象

【事業期間】 令和４年度～令和７年度

【地方財政措置】
地方負担額の１／２について、一般会計負担（繰出）とし、

財政力に応じて当該負担の３０～５０％について交付税措置



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
④地域資源を活かした個性あふれる地域の形成
ｖii 地域における脱炭素化の推進
【具体的取組】
⒜地域における脱炭素化の推進
・ 地方公共団体が公共施設等の脱炭素化（太陽光発電の導入、省エネルギー改修など）を計画的に
実施できるよう、公共施設等適正管理推進事業債による地方財政措置を講ずるとともに、公営企業
の脱炭素化の取組についても地方財政措置を講ずる。

（総務省自治財政局公営企業課・財務調査課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：地域課題解決のためのスマートシティ推進事業

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

地域が抱える様々な課題の解決や地域活性化・地方創生の
ため、スマートシティリファレンスアーキテクチャを満たす都市
OS／データ連携基盤の導入（整備・改修）や当該都市OSに接
続するデジタル技術を活用したサービス・アセットの整備等を
行う。

地域が抱える様々な課題（防災、セキュリティ・見守
り、買物支援など）をデジタル技術やデータの活用
によって解決することを目指すスマートシティの実
装を関係府省と一体的に推進。

目的

情報流通行政局地域通信振興課

予算額 令和５年度概算要求：460百万円
（令和４年度予算：460百万円）

都市OS（データ連携基盤）の導入地域数：令和７年度までに100地域
施策
効果の
詳細

概要

スマートシティの推進

詳
細

＜中長期的取組＞
令和４年度 令和５～６年度 令和７年度以降

「スマートシティ関連事業に係る合同審査会」の評価結果を踏まえた
採択候補決定を通じ、関係府省と一体的にスマートシティを推進。

＜主な補助要件等＞

＜令和4年度採択候補事業 13件＞

＜採択事業例＞
 「スマートシティリファレンスアーキテクチャ」に基づき、スマートシティの

構成要素が明確に整理されており、可視化されていること
 他の自治体が容易に活用できるよう、都市OS及びアプリケーション

をクラウド上で構築すること
 都市OS、機材や端末などがセキュリティ対策やプライバシー保護を

遵守したものであること
 補助率：１／２
 補助対象：地方公共団体等

1
茨城県つくば
市

移動スーパーの見える化による買
物利便性の向上

8
大阪府 大阪広域データ連携基盤

（ORDEN）整備事業

2

（一社）スマート
ソサエティファウ
ンデーション

地域・行政課題を民間のサービス
で解決するための機能を提供する
プラットフォーム事業

9

（一社）コンパクトス
マートシティプラット
フォーム協議会

コンパクトスマートシ
ティ広域化とサービス拡
充

3

群馬県嬬恋村 住民と役場の新たな関係性創造の
ための嬬恋村スマートシティ

10

広島県三次市 観光分野から始める三次
版スマートシティ「田園
都市×デジタル～つなが
るみよし」の実装

4
神奈川県横須
賀市

横須賀市データ連携基盤構築事業
11

山口県山口市 スマート“ライフ”シ
ティ 山口の実現のための
データ連携基盤整備事業

5
神奈川県鎌倉
市

持続可能な共生社会を支えるデー
タ連携基盤の構築 12

株 式 会 社 愛 媛
CATV

ローカル5Gと汎用画像AI
技術による先進的スマー
トシティ地域活性化事業

6
神奈川県小田
原市

データ連携基盤導入を契機とした
小田原市スマートシティ推進事業

13
福岡県福岡市 福岡市データ連携基盤等

構築事業

7
長野県 長野県スマートハイランドデータ

連携基盤構築事業

ICTライフサポート・チャンネル構築事業 （長野県伊那市）

ケーブルテレビをプラットフォームと
する簡便で多用途なシステム構
築により、将来にわたり暮らし続
けることのできる地域環境を整備。
・ドローン物流：

ケーブルテレビの画面上で、
午前11時までに約300品のう
ちから商品を購入すると、夕方
までにドローン等で配達される。

高齢者が
慣れ親しんだ
リモコンで操作

令和７年度
都市OS導入

100地域
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
⑤地域のDX推進による地域課題の解決、地域の魅力向上
i 地域のDX推進による地域課題の解決
【具体的取組】
⒜「スマートシティ」の推進
・ AI、IoTなどの未来技術や官民データ等を地域づくり・まちづくりに取り入れ、都市・地域課題の解決
を図る「スマートシティ」を次世代につなげる地域づくり・まちづくりの基本とし、MaaSや自動運転、ド
ローン、グリーン化といった個別の分野も含めた全国各地のスマートシティ関連事業を強力に推進し、
実証から実装に向けたモデルづくりを進める。また、スマートシティ実装に向けた中長期ロードマップ
の策定、ロードマップを裏付ける官民による施策・取組の具体化を検討するとともに、地域の取組を
継続的に向上するための評価指標の在り方や、運営上の課題の解決方法等について検討を進める。
・ 実装の推進に当たっては、官民連携プラットフォームの枠組みを活用し、関係府省連携の下、合同
審査会を実施し、リファレンス・アーキテクチャやスマートシティ・ガイドブック等の充実も図りつつ、取
組の横展開を進める。加えて、デジタル活用による地域課題解決の取組の加速を図るため、必要な
インフラ整備、データ連携基盤構築等への支援を行う。
・ さらに、スマートシティ等の地域づくり・まちづくりの取組を先導する経営人材の人材像の明確化に
ついて検討するとともに、その育成につながる各分野の取組に関する情報を集約する。また、その活
動の場となるスマートシティや、各分野の地域の拠点（地域中核大学等、スタートアップ・エコシステ
ム拠点都市、地域バイオコミュニティ等）における取組に関する情報の共有を図ることにより、地域の
経営人材の活躍・交流の機会を広げ、経験の共有・横展開を進める。

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、内閣府地方創生推進事務局、科学技術・イノベーション推
進事務局、総務省情報流通行政局地域通信振興課、経済産業省大臣官房第四次産業革命政策室、製造産業局
自動車課、国土交通省総合政策局モビリティサービス推進課、都市局都市計画課、デジタル庁国民向けサービス
グループスマートシティ担当）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：災害情報伝達手段の整備等に係るアドバイザー派遣事業

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

目的

詳
細

消防庁防災情報室

予算額
令和５年度概算要求：事項要求
（令和４年度予算：１百万円）
（令和３年度補正予算：34百万円）

アドバイザーからの助言を踏まえ、防災行政無線の整備やデジタル化等、災害情報伝達手段の整備・多重化が進むことが期待でき、各
市町村における災害時の住民への情報伝達体制の強化に資する。

施策
効果の
詳細

概要

災害に強い防災情報基盤の整備①

市区町村に対し、無線などの通信等の技術に関する専門的な知
見を有するアドバイザーを主として災害情報伝達手段の未整備団
体へ派遣することにより、災害情報伝達手段の整備に係る課題共
有・解決を図り、各市区町村における災害情報伝達手段の整備
促進等を図る。

災害情報伝達手段の整備のための課題共有・解決を
図るため、通信等の技術に関する専門的な知見を有す
るアドバイザーを派遣し、災害情報伝達手段の整備を
促進する。

【事業の概要】
・災害情報伝達手段の運用、技術等知見を
有するアドバイザーが全国へ出向

・アドバイザーから市町村が抱える具体的
な課題に対してきめ細やかな助言を実施

（助言の主な例）
・災害情報伝達手段の整備・運用の留意点、

導入コスト、財政支援策等
・他の自治体への新たな技術を取り入れた伝達手段

の導入事例
・戸別受信機の有効性

【期待される効果】
・各自治体の防災行政無線等の災害情報伝達手段の

多重化の促進が図られ、伝達手段の整備率が向上
・戸別受信機の配備が促進し、迅速かつ確実に災害

情報を伝達できる体制を構築

戸別受信機（一例）

技術や運用に詳しい者がお
らず、どのように検討を進
めてよいか分からず不安だ。

地域特性・新技術を踏ま
えた設計時の留意点を助
言され、また、メーカー
との交渉力もついた。

・地方自治法245条の4に基づく技術的な助言の実施
・国による直接的なアドバイス支援により効率的な該
当自治体への助言実施が可能

・情報伝達手段整備の早期達成による国土強靱化対策

市町村の担当職員
アドバイザー

派遣

＜中長期的取組＞

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

未整備団体における整備促進と整備済み団体におけるデジタル化等のためアドバイザーを順次派遣
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施策名：衛星通信回線による非常用通信手段の高度化

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

目的

詳
細

消防庁防災情報室

予算額 令和５年度概算要求：事項要求
（令和３年度補正予算：21 百万円）

衛星通信回線による非常用通信手段の高度化を進めることにより、地方公共団体における災害対応や国等による広域的な応援体制
の確立に資するデジタル基盤を強化し、地域社会の安全・安心に貢献する。

施策
効果の
詳細

概要
衛星通信回線による非常用通信手段の高度化を図るため、衛星通信機器
の機能向上やアプリケーション拡充、衛星通信網の整備促進に向けた検討
を行う。

防災基本計画等を踏まえ、災害発生時に地上通信網
が不通となった場合における国・都道府県・市町村の間
の情報伝達体制を充実させるため、衛星通信回線によ
る非常用通信手段の高度化を図る。

＜中長期的取組＞

地域衛星通信ネットワークの次世代システムの普及促進等を通じて、衛
星通信回線による非常用通信手段の高度化を図り、国・都道府県・市
町村の間の情報伝達体制を充実させる。

○地域衛星通信ネットワーク
都道府県と市町村、国とを結び、防災行政無線の衛星系を担うネットワーク。

【現行システム】
 大雨時に電波減衰で通信断が発生
 伝送できる映像がアナログテレビ程度
 機器が大きく、整備・保守費用も高価

【次世代システム】
 電波減衰に強く、豪雨時でも通信可能
 ハイビジョン画質の映像まで伝送可能
 機器が小さく、汎用品を活用することで大幅に低コスト化

世代交代

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

地域衛星通信ネットワークの次世代システム等を都道府県が全市町村に導入するよう
取組を実施

災害に強い防災情報基盤の整備②
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
⑦防災・減災、国土強靭化の強化等による地域の安全・安心の確保
【具体的取組】
⒣災害に強い防災情報基盤の整備
・ 各市町村における住民への災害情報伝達手段の整備促進、多重化に向け、専門的な知見を有する
アドバイザーの派遣、実態把握、助言等を通じて、課題・解決方策の共有等の支援を行う。
・ 災害発生時のバックアップの通信網となる衛星通信回線について、機器の機能向上やアプリケー
ション拡充等の検討を行い、非常用通信手段の高度化を進める。

（消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：消防指令システムの高度化等に向けた検討

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

消防庁防災情報室

予算額 令和５年度概算要求：事項要求
（令和３年度補正予算：303 百万円）

デジタル化による消防防災の高度化

62

目的

詳
細

デジタル技術を活用し、データ通信による新たな緊急通報手段の導入、自治体等の外部システムとの連携、消防活動の高度化等を実
現することにより、地域社会の安全・安心の向上に資する。

施策
効果の
詳細

概要
近年のICT環境の変化を踏まえ、緊急通報を受けて消
防隊・救急隊等への出動指令を行う消防指令システム
の高度化等に向けたシステムの環境整備を行う。

各消防本部で今後予定される消防指令システムの更新にあわせ、
119番通報について、音声にとどまらず画像、動画、データ等の活
用が可能となるよう、今後のシステムに求められる機能を検討し、シ
ステムの試作、他システムとのデータ連携などの実証を実施する。

【消防指令システムの将来像（イメージ）】

①消防指令システムの将来像や、高度化等に向けた取組方針を
策定

②第一歩として外部システムの連携等に用いるデータの出入り口
（＝標準インターフェイス）を構築

③順次、個別の課題に関する具体的な検討

現在の課題
・各本部で閉じたシステムであり、外部との連携が困難
・整備・維持コストが高い
・新しい技術の導入が困難

R6年以降（R6～8ピーク）の各本部の更新時に活用
・システム調達・維持コストの低減
・外部システム（近隣本部など）との連携による広域応援や
救急活動の円滑化

・119番通報で画像や動画、データ等を活用することによる
住民の利便性向上

【取組内容】

＜中長期的取組＞
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

消防指令システムの高度化等に係る検討
・標準インターフェイスの標準仕様書の策定
・システム調達に係る各種資料の提供 等

消防本部において
更新時に消防指令システムへ導入

指令システムの高度化等に向けて引き続き検討



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
⑦防災・減災、国土強靭化の強化等による地域の安全・安心の確保
【具体的取組】
⒤デジタル化による消防・防災の高度化
・ 各消防本部で今後予定される消防指令システムの更新にあわせ、119番通報について、音声にとど
まらず画像、動画、データ等の活用が可能となるよう、今後のシステムに求められる機能を検討し、
システムの試作、他システムとのデータ連携等の実証を実施する。

（消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：地域防災力の中核となる消防団及び自主防災組織等の充実強化

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

目的

詳
細

消防庁国民保護・防災部防災課地域防災室

予算額 令和５年度概算要求：832百万円
（令和４年度予算：740百万円）

多様化する災害に対応するための消防団等の取組の支援や、幅広い住民の消防団への加入促進等を通じて、地域防災力の充実強
化を図り、地域の安全・安心を確保する。

施策
効果の
詳細

概要

消防団を中核とした地域防災力の充実強化①

＜主な事業＞ ※令和５年度に予算要求しているもの
 消防団の力向上モデル事業

社会環境の変化に対応した消防団運営等の普及・促進に向け、地方公共団体の取組を促し、モデル事業として全国へ横展開を図る。

住民の積極的な参加の下に、消防団を中核とした地域防災力
の充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資することを目的
に、平成25年12月に施行された「消防団を中核とした地域防
災力の充実強化に関する法律」を踏まえ、消防団員の確保をは
じめとした地域防災力の強化を図る。

消防団アプリの導入 準中型免許等の取得環境整備

消防団ＤＸの推進 免許等取得環境の整備

消防団の力向上モデル事業や、自主防災組織等活性
化推進事業、消防団加入促進広報等を実施し、
地域防災力の充実強化に向けた消防団及び自主防災
組織の取組の支援等を行う。

＜モデル事業の例＞

＜中長期的取組＞
消防団及び自主防災組織の取組支援や、消防団への加入促進施策等を行い、地域防災力の充実強化を図る。

災害現場で役立つ訓練の普及

資機材取扱訓練

企業・大学等と連携した
消防団加入促進

プロスポーツチームと連携した
加入促進

 自主防災組織等活性化推進事業
自主防災組織等の活性化を図るため、活動フェーズに合わせた活性化策の支援等を実施。

 消防団加入促進広報
女性や若者等の幅広い団員確保のため、地方公共団体と連携した全国的な広報事業を実施。
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施策名：地域防災力の中核を担う消防団に関する対策

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

目的

詳
細

消防庁国民保護・防災部防災課地域防災室

予算額 令和５年度概算要求：事項要求

消防団の災害対応能力の向上のため、消防団が使用する車両・資機材の充実・強化を図り、地域の安全・安心を確保する。
施策
効果の
詳細

概要

消防団設備整備費補助金（消防団救助能力向上資機材緊急整備事業）
 補助率 １/３
（地方負担分２/３に特別交付税措置（措置率0.8）を講じている。（市町
村分に限る。））
 補助事業の対象者

都道府県（消防学校で使用するものに限る。）
市町村（一部事務組合及び広域連合を含む。）

＜補助対象資機材＞ 各市町村で、必要な資機材の種類、個数を選択可。

災害時における消防団のより効果的な救助活動
を図るため、消防団への救助用資機材等の整備
を促進する。

追加資機材※ 救命胴衣等とは、救命胴衣のほか、浮環、フローティングロープをいう。
また、切創防止用保護衣等とは、切創防止用保護衣のほか、耐切創性手袋、防塵メガネ、防塵マスクをいう。

＜中長期的取組＞
車両・資機材の配備による消防団の災害対応能力の向上により、地域住民の安全の確保を図る。

消防団を中核とした地域防災力の充実強化②
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
⑦防災・減災、国土強靭化の強化等による地域の安全・安心の確保
【具体的取組】
⒥消防団を中核とした地域防災力の充実強化
・ 多様化する災害に対応するための消防団の設備等の支援や、幅広い住民の消防団への加入促進
等を通じた地域防災力の充実強化を図る。

（消防庁国民保護・防災部防災課地域防災室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：地域防災のためのＬアラート情報とＧ空間情報の連携推進

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

情報流通行政局地域通信振興課

予算額 令和５年度概算要求：15百万円
（令和４年度予算：55百万円）

Ｌアラートの高度化

67

○ Ｌ(Local)アラートとは、地方公共団体等が発出した避難指示や避難勧告といった災害関連情報をはじめとする公共情報を
放送局等多様なメディアに対して一斉に送信することで、災害関連情報の住民への伝達を可能とする共通基盤である。

○ 令和５年度以降、Ｌアラートは新たなシステムに移行し、自治体の業務が効率化することで、避難情報等の正確性・迅速性は
向上することが期待される。
しかし、法定報告対象外である避難所情報等は入力が任意であり、入力仕様等も未統一。
現状、地域によっては十分な情報伝達がなされないことがあり、地域住民等の避難行動に支障が発生。

○ そこで、調査研究により、避難所の情報等について、入力されるべき情報種別と、実装に当たっての運用・技術面の課題を整理。
その際、従来の情報伝達者以外にも、多様な伝達主体による伝達を可能とするため、地図やGPSの活用を前提とした検討を行う。

地域住民等の具体的な避難行動を促進するため、Ｌアラート情報をＧ
空間情報 （地理空間情報）と併せて活用しやすいものとするべく調査
研究を実施。

目的

詳
細

Ｌアラートからメディア等に発信される避難所の情報等について、Ｇ空間情報（地理空間情報）と合わせて活用しやすいものとするなど、
品質を底上げし、地域住民等の具体的な避難行動を促進することで、地域住民の安全・安心の確保をより確実なものとする。

施策
効果の
詳細

概要

＜中長期的取組＞
令和５年度

地域防災のためのＬアラート情報とＧ空間情報の連携推進に係る調査研究の実施

Ｌアラートからメディア等に発信される避難所情報の品質を
底上げし、地域住民等の具体的な避難行動を促進できるも
のとする。



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
⑦防災・減災、国土強靭化の強化等による地域の安全・安心の確保
【具体的取組】
⒩Ｌアラート情報の迅速かつ確実な伝達及び高度化の推進
・ Ｌアラート（災害情報共有システム）について、他の災害関連システムとの円滑な連携や情報の迅速
性・正確性について調査研究を実施し、災害情報伝達の質の更なる向上を目指す。

（総務省情報流通行政局地域通信振興課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：緊急防災・減災事業費

施策
分類 ③その他

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

自治財政局地方債課

予算額 －

防災・減災対策に係る地方財政措置

－
施策
効果の
詳細

69

＜令和４年度における内容＞

【対象事業】
① 大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設整備（非常用電源、避難路、指定避難所の空調・Wi-Fi整備、災害対応
ドローン など）

② 大規模災害時に迅速に対応するための情報網の構築（防災行政無線のデジタル化・機能強化、防災情報システムの整備 など）
③ 浸水対策等の観点から移転が必要と位置付けられた公共施設等の移設
④ 消防広域化事業等（広域消防運営計画等に基づき必要となる消防署所等の増改築、消防車両等の整備 など）
⑤ 地域防災計画上に定められた公共施設等の耐震化

【事業期間】
令和３年度～令和７年度

【令和４年度事業費】
５，０００億円

【地方財政措置】
緊急防災・減災事業債
（充当率：１００％、交付税措置率：７０％）

・令和４年度において、地方財政計画の歳出に緊急防災・減災
事業費５，０００億円を計上。

災害が激甚化・頻発化する中、地方公共団体が、防災
情報システムや災害対応ドローンなどデジタル技術も活
用した防災・減災対策に取り組むことができるようにするた
め。

目的

詳
細

概要



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
⑦防災・減災、国土強靭化の強化等による地域の安全・安心の確保
【具体的取組】
⒪防災・減災対策に係る地方財政措置
・ 災害が激甚化・頻発化する中、地方公共団体が、防災情報システムや災害対応ドローンなどデジタ
ル技術も活用した防災・減災対策に取り組めるよう、緊急防災・減災事業債等による地方財政措置を
講ずる。

（総務省自治財政局地方債課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）

70



施策名：デジタルを活用した行政相談の利用促進

＜デジタルを活用した行政相談の利用促進＞
【１】 SNSを活用した行政相談へのアクセス手段の充実・強化
（１）困ったときに容易に相談できるよう、SNSを活用した

行政相談へのアクセス手段を開発
（２）行政相談委員へのデジタル研修の充実・強化
【２】 デジタルコンテンツの作成
（１）困っている方々に寄り添い役に立つ行政相談制度・事例、

特に、孤独・孤立問題や外国人などに関する解決事例の紹介
（２）孤独・孤立問題に悩む方々のニーズに応じた効果的な

情報の発信
【３】 デジタルを活用した行政相談の効果検証、更なるデジタル

活用方策の検討
相談者の利便性を高めるための更なるデジタル活用の検討

（調査研究）
諸外国・自治体におけるデジタル活用の状況、行政相談
委員のデジタル活用の意識・状況の調査・分析など

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決
④誰一人取り残されないための取組

令和４年度までに実施した行政相談におけるデジタル環境の整備（タ
ブレット端末の配備、ウェブサイトの構築等）を踏まえ、令和５年度から
は、困った時に容易に相談できるSNSを活用した行政相談へのアクセス
手段の開発、孤独・孤立問題等の解決事例を紹介するデジタルコンテン
ツの作成、デジタルを活用した行政相談の効果検証、更なるデジタル活
用方策の検討を行う。

デジタルの活用により、新たな相談者を開拓し、より広範
な方々の利便性の向上を図ることにより、これまで以上に
様々な方々の困りごとの解決に役立つ行政相談を実現。

目的

詳
細

行政評価局行政相談企画課

予算額 令和５年度概算要求：66百万円
（令和４年度予算：6百万円）

孤独・孤立に悩む方々や外国人、障害者など、これまで行政相談の利用が困難であった方々にとってアクセスしやすい相談環境を整備し、
新たな相談者を開拓し、より広範な方々の利便性の向上を図ることにより、「誰一人取り残されない社会」の実現に寄与する。

施策
効果の
詳細

概要

デジタル活用による行政相談の利用促進

＜中長期的取組＞
令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

「デジタルの活用による行政相談
手段の多様化」の環境整備を実施
○タブレット端末の配備
○Webサイトの構築 等

デジタルを活用した
行政相談の利用促進
（継続）

SNSを活用した行政相談への
アクセス手段の開発

デジタルコンテンツの作成

行政相談委員へのデジタル研修

デジタル活用の効果検証
更なるデジタル活用方策の検討

国 民
（相談者）

行政相談センター 行政相談委員

●孤独・孤立に
悩む方々

●外国人
●障害者 等

相 談

【3】効果検証、更なる方策の検討

総務省
【2】(1)デジタルコンテンツ（解決事例等）の作成

【2】(2) 効果的
な情報発信

【1】(2)
デジタル研修【1】(1) SNSを活用した

アクセス手段の開発
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
⑧地方公共団体等・準公共分野のデジタル化推進
i 地方公共団体等におけるデジタル化推進
【具体的取組】
⒦デジタルの活用による行政相談手段の多様化
・ オンラインで相談を受けるためのタブレット端末の配備、いつでも相談することができるウェブサイト
の構築など、時間や場所を問わない行政相談手段を整備し、デジタル関連の相談を含め相談対応を
充実する。

（総務省行政評価局行政相談企画課）

４．誰一人取り残されないための取組
（２）デジタル活用に不安のある人への支援

【具体的取組】
⒞デジタルの活用による行政相談手段の多様化
・ オンラインで相談を受けるためのタブレット端末の配備、いつでも相談することができるウェブサイト
の構築など、時間や場所を問わない行政相談手段を整備し、デジタル関連の相談を含め相談対応を
充実する。【再掲】

（総務省行政評価局行政相談企画課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：情報信託機能活用促進事業 情報流通行政局地域通信振興課デジタル経済推進室

情報銀行を介したパーソナルデータ利活用

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決 予算額 令和５年度概算要求：115百万円
（令和３年度補正予算：115百万円）
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相互連携分野における情報銀行の活用ニーズを把握し、その実現
に向けた方策を検討するため、実証事業を実施。

地方自治体の保有するパーソナルデータを含む地域の
多様なデータについて、情報銀行により連携・利活用
することにより、相互連携分野における地域課題の解決
や住民サービスの向上を実現。

目的

詳
細

概要

＜中長期的取組＞

令和５年度以前 令和６年度 令和７年度以降

データプラットフォームと情報銀行の
連携の検討

情報銀行を準公共分野のデータプラットフォームと連携させて同分野におけるパーソナルデータの安全な利活用を促進し、地方の実情に
沿ったサービスの創出等に繋げることで、地方の抱える課題を解決する。

施策
効果

●相互連携分野（スマートシティ等）における情報銀行活用のニーズ把握とその実現方策の検討のため、以下の課題を検証。
・都市OSにおける情報銀行の在り方
・新たな価値を生むデータの連携方法、当該データの情報銀行における活用方法
・地方自治体に提供する際に要求すべき事項
・住民理解を得やすいデータ活用の仕組み、活用内容の説明、同意取得の方法等

※包括的データ戦略において、準公共分野（健康・医療、教育、防災等）及び相互連携分野
（受発注・請求・決済、スマートシティ）等について2025年（令和7年）までのプラットフォームの
実装を目指すとされている。

情報銀行と準公共分野・相互連携分野との
データ連携の在り方等に関する検討



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（５）豊かで魅力あふれる地域づくり
⑧地方公共団体等・準公共分野のデジタル化推進
ii 準公共分野のデジタル化推進
【具体的取組】
⒝準公共分野・相互連携分野における情報銀行を介したパーソナルデータ利活用
・ 地域におけるデータ利活用を促進し、地域課題の解決につなげるため、個人の関与の下でパーソナ
ルデータの流通・活用を進める仕組みである「情報銀行」について、地方公共団体や地域事業者との
データ連携を通じた準公共分野のデータ利活用に係る調査・モデルケース実証等を行うとともに、相
互連携分野における情報銀行活用に向けたニーズ、課題の調査等を行う。

（個人情報保護委員会事務局、デジタル庁デジタル社会共通機能グループデータ班、総務省情報流通行政局地域
通信振興課デジタル企業行動室、経済産業省商務情報政策局情報経済課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：地域活性化起業人（企業人材派遣制度）の推進

施策
分類 ①予算

自治行政局地域自立応援課

予算額 令和５年度概算要求：20百万円

地域活性化起業人、地域プロジェクトマネージャーの推進①

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

自治体と企業とのマッチングの支援や企業の制度活用の促進により、
地域活性化起業人制度の更なる活用を推進

人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、
地域独自の魅力や価値の向上等により地域活性化を
図るためには、ノウハウを持った企業人材の確保は重要
な課題であり、都市圏の民間企業等から自治体に人
材を派遣する「地域活性化起業人」」を推進する。

目的

詳
細

人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務を通じて地域活性化を図るた
めの企業人材の確保

施策
効果の
詳細

概要
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施策名：地域プロジェクトマネージャー

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

地域プロジェクトマネージャーの先導的な取組事例を周知広報することで、制度
の更なる活用を推進目的

詳
細

自治行政局地域自立応援課

予算額 令和５年度概算要求：
「地域おこし協力隊の推進に要する経費」の内数

地方自治体が自らの地域を活性化させるため重要プロジェクトを実施する際、関係者をチームとしてまとめあげ、現場の責任者としてプロ
ジェクトを推進していくことのできる人材の確保

施策
効果の
詳細

概要

地方自治体が自らの地域を活性化させるため重要プロ
ジェクトを実施する際、行政、地域、民間及び外部専
門家等の関係者間を橋渡ししながら現場責任者として
プロジェクトを推進する地域プロジェクトマネージャーを任
用し、着実に成果をあげていくことができるよう推進する。

★ブリッジ人材が不在だと・・・
・コミュニケーション不足から混乱が
生起、関係者がお互いに不信感

⇒プロジェクトの実があがらない状態に

・せっかく外部専門人材を
招へいできても孤立

⇒プロジェクトを着実に
成果へつなげる！

・多様な関係者間を調整、橋渡し

・チームとしてプロジェクトを推進

★地域プロマネ任用により・・・

★人物像
・地域の実情の理解、専門的な知識、仕事経験を通じた
人脈、受入団体及び地域との信頼関係 etc
⇒地域おこし協力隊OB・OG、地域と関係の深い専門家 等

★地域要件

★地方財政措置
・地域プロジェクトマネージャーの雇用に要する経費を対象に、650万円/人

を上限に特別交付税措置
・１市町村あたり１人、１人あたり３年間を上限

・３大都市圏内又は３大都市圏外都市地域から、条件不利
地域へ住民票を異動（地域おこし協力隊と同様）

・ただし、現地の協力隊から任用される場合には移住は求めない
3大都市圏内 3大都市圏外

都市地域

条件不利地域

地域活性化起業人、地域プロジェクトマネージャーの推進②
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（６）多様な主体が参加する地方活性化
②地方公共団体等における多様な人材の確保
【具体的取組】
⒜地方公共団体への人材派遣等
・ 地域活性化起業人、企業版ふるさと納税（人材派遣型）及び地域プロジェクトマネージャーの仕組み
も活用し、多様な人材の地方公共団体への派遣等を一層推進する。

（内閣府地方創生推進室、総務省自治行政局地域自立応援課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業

施策
分類 ①予算

自治行政局地域振興室

地域運営組織の持続的な取組の支援

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決 予算額 令和５年度概算要求：65百万円
（令和４年度予算：18百万円）

地域運営組織に関する先進事例を体系的に整理・提供するととも
に、地域運営組織の形成及び持続的な運営に向けた方策につい
て調査研究を行う。

目的

詳
細

本調査研究事業の一環として、地域運営組織におけるデジタル技術の活用状況についても着目して検証を行い、結果については全国
へ横展開を図る。

施策
効果の
詳細

概要

＜中長期的取組＞＜これまでの取組＞
・実態把握調査
・先進事例調査
・自治体職員向け地域別研修会の開催
・形成促進に向けた研修用テキスト、
ワークショップの手引き作成 等

令和４年度 令和５年度 令和６年度

○住民の活動組織（地域運営組織）の形成数：7,000団体（2024年度）
○生活支援などの自主事業の実施等による収入の確保に取り組む地域運営組織の割合：60％（2024年度）
※『第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」』（令和元年12月20日閣議決定）重要業績評価指標

＜地域運営組織の概要＞ ※令和３年度調査結果より
○ 地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々

な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決
に向けた取組を持続的に実践する組織。（おおむね小学校区を単位に全国に6,064
組織が形成）

○ 活動内容は、祭り・運動会・音楽会などの運営（43.6％）が最も多く、高齢者交流
サービス（32.5％）、防災訓練・研修（30.6％）、広報紙の作成・発行
（28.8％）などが続く。また、また、生活支援などの自主事業の実施等による収入の確
保に取り組む地域運営組織の割合は53.3％。

高齢化による生活機能の低下や人口減少・過疎化によ
る集落の生活支援機能の低下が進む中、地域運営組
織の活動を支援することにより、地域コミュニティの維持・
強化を目指す。

目的

地域運営組織の調査研究事業において、デジタルの活用による地域の高齢者の見守り、交流の場の提供など、デジタル技術の活用状
況についても着目しながら地域運営組織の活動状況の把握を行い、調査結果を地方公共団体に展開することなどを通じ、地域運営
組織の形成及び持続的な運営に向けた支援の推進に資するものとする。

施策
効果の
詳細

＜基本方針における位置づけ＞
第３章 各分野の政策の推進
１. デジタル実装による地方の課題解決
（６）多様な主体が参加する地方活性化

③地域コミュニティの維持・強化
ⅰ地域共生社会の実現

【具体的取組】⒝地域運営組織の持続的な
取組の支援・地域運営組織の形成及び持続
的な運営に関する調査研究事業で得られた成
果を踏まえ、地域課題の解決に取り組む地域
運営組織の活動を支援する。
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第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（６）多様な主体が参加する地方活性化
③地域コミュニティの維持・強化
i 地域共生社会の実現
【具体的取組】
⒝地域運営組織の持続的な取組の支援
・ 地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業で得られた成果を踏まえ、地域課
題の解決に取り組む地域運営組織の活動を支援する。

（総務省自治行政局地域振興室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：JETプログラムによるグローバルな地域活性化の推進 自治行政局国際室

予算額 令和５年度概算要求：10百万円
（令和４年度予算：7百万円）

ＪＥＴ青年の地域協力活動支援など地域における多文化共生の推進①

80

地域で生活するJET青年と、自治体・地域づくり関係者との出会い・交流の場
である「JET地域国際化塾」を開催。

○地域で生活するJET青年が地域の国際化の取組に、より一層
貢献するとともに、より力強い「日本のサポーター」として活躍。
○地域の優良事例やノウハウ等を通じた自治体・地域づくり関係
者の想いを理解・共有。
○自治体・地域づくり関係者においても、JET青年からの新たな視
点を通じて、デジタル技術を活用したグローカルな視点を持った地
域活性化の取組を促進。

目的

詳
細

自治体において、SNS等デジタル技術の活用による外国人向けの地域の魅力発信や、観光客の受入環境整備等に、ＪＥＴ青年の知
見を活用することで、地域の活性化に貢献する。

施策
効果の
詳細

概要

＜中長期的取組＞
令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

JET地域国際化塾の開催（地域の魅力をデジタル技術を活用して発信するとと
もに、JETの活用手法の深化）

JETプログラム参加者 自治体・地域づくり関係者
地域の優良事例や
ノウハウ等の共有

地域への愛着心・日本理解の
深化、全国のJET参加者ネッ
トワークでの成果の共有

外国人の視点を踏まえた多様
な地域振興の実現

JETプログラム参加者

地域の優良事例等の共有

自治体・地域づくり関係者

総務省

○JETプログラム参加者（開催県・他県代表者・JET-OB）や自治体・地域づくり関係者が参加し、各地域の特色に応じたテーマでグループディス
カッションを実施。

○グループディスカッションでは、外国人に向けた効果的な地域の魅力発信や、外国人観光客の受入体制整備等をテーマとし、デジタル技術を用い
た情報の多言語化やSNS等での情報発信など、デジタルの活用を含めた各種戦略について、JET青年から、外国人の視点を生かした提案や意見交
換がなされ、自治体・地域づくり関係者がそれらを参考とするなどしている。

○平成27年度から令和3年度までに6回実施（H27 石川県、H29 茨城県、 H30 青森県、R1 宮崎県、R2鳥取県※オンライン開催、R3 兵庫県、
R4 福井県（予定））。各回７０～８０名程度が参加。

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決



施策名：JETプログラム国際交流員（CIR）の活用促進

施策
分類 ①その他

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決

自治行政局国際室

予算額 ー

ＪＥＴ青年の地域協力活動支援など地域における多文化共生の推進②

81

HPやSNS等デジタル技術の活用による多言語での情報発信などを通じて、
インバウンド対策や海外販路開拓、多文化共生等の業務に従事し、地域の
国際交流の幅広い分野で活躍するＪＥＴプログラム国際交流員（ＣＩ
Ｒ）の一層の活用を促進する。

ＪＥＴプログラム国際交流員（ＣＩＲ）の一層の活用を促
進することで、地域の国際交流を推進するとともに、地域の活性
化に貢献する。

目的

詳
細

自治体において、HPやSNS等デジタル技術の活用による多言語での情報発信などを通じて、地域の国際交流の幅広い分野で活躍す
るＪＥＴプログラム国際交流員（ＣＩＲ）の一層の活用を促進することで、地域の活性化に貢献する。

施策
効果の
詳細

概要

＜中長期的取組＞

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

○高い日本語能力（N２以上）を有する人材を選考し、これまで地方公共団体の国際交流担当部局等で、国際交流関係事務、
地域住民の異文化理解のための交流活動等の業務に従事
○近年では、HPやSNS等デジタル技術の活用による多言語での情報発信などを通じて、インバウンド対策や海外販路開拓、
多文化共生等の業務分野においても従事するケースも出てきており、一層の活用を促進（令和元年度：275自治体等が任用、
42か国、514人）

国際交流員（CIR）を含むJETプログラムの一層の活用について自治体に周知
（令和４年８月29日付け総務・外務・文科省事務連絡）

自治体からの要望に基づき、自治体国際化協会による新規招致を実施

【ＪＥＴプログラム国際交流員（ＣＩＲ）について】

アメリカ, 145

中国, 65

韓国, 50

イギリス, 32カナダ, 26
ドイツ, 24フランス, 23

オーストラリア, 22
ブラジル, 17

シンガポール, 14
ニュージーランド, 12

アイルランド, 9
ロシア, 9

タイ, 7
ベトナム, 7

モンゴル, 6 インドネシア, 5 その他, 41

〈JET-CIRの国別参加状況（R元)〉

※新型コロナウィルス感染症の影響により、当初、令和２・３年度に来日予定であった者の

一部の来日が翌年度以降に先延ばしになった等のため、令和元年度の数値を使用



施策名：地域における多文化共生施策の推進 自治行政局国際室

ＪＥＴ青年の地域協力活動支援など地域における多文化共生の推進③

82

地域における多文化共生施策について、「多文化共生地域会議」等を
通じて地方公共団体の先進的な取組の共有・横展開を推進する。

地域における多文化共生施策を推進し、外国人との共生社会
の実現を目指す。目的

詳
細

予算額 ー

自治体等において、デジタル技術を活用した翻訳・通訳による行政・生活情報の多言語化等の推進に関する先進事例等
を共有することで、外国人との共生社会の実現に貢献する。

施策
効果の
詳細

概要

＜中長期的取組＞
令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

地域における多文化共生施策について、地方公共団体の優良事例の収集
・横展開及び調査・研究の実施

○地方公共団体における「多文化共生の推進に係る指針・計画」の策定に資するため、「地域における多文化共生推進プラン」（以下「プラン」と
いう。）を策定。デジタル化の進展等社会経済情勢の変化を踏まえ、令和２年９月に改訂。

○プランの改訂を踏まえ、令和３年８月に地方公共団体等における多文化共生に係る先進的な取組を紹介した「多文化共生事例集（令和３度版）」
（以下「事例集」という。）を公表。

○プラン及び事例集においては、ICTを活用した行政・生活情報の多言語化等デジタルを活用した多文化共生に係る取組について紹介しており、
地方公共団体は、それらを参照し、地域の実情に応じてデジタルの活用を含めた多文化共生の取組を進めている。

地方公共団体に対する「地域における多文化共生推進プラン（令和２年９月
改訂版）」及び「多文化共生事例集（令和３年度版）」の周知

「多文化共生地域会議」等の開催

【地域における多文化共生推進プラン等について】

【多文化共生地域会議等について】
○地域の国際化に資する国の動向や各地域の国際化の取組・課

題について都道府県・指定都市と意見交換をすることを目的
とした「地域国際化連絡会議」や、地域における多文化共生
に係る現状・課題等について関係者との情報交換をすること
を目的とした「多文化共生地域会議」をブロックごとに開催。

○当該会議等の場において、プランや事例集の周知を行うほか、
地方公共団体等から独自の取組を紹介・意見交換を行って
いる。

○多文化共生の取組に関する先進的な知見やノウハウを有する
自治体の担当部署又は職員を登録し、必要に応じて自治体が
助言やノウハウの提供等を受けることができる「多文化共生
アドバイザー」制度を実施。

施策
分類 ①その他

デジ田基本
方針における
位置づけ

①デジタル実装による地方の課題解決



第３章 各分野の政策の推進
１．デジタル実装による地方の課題解決
（６）多様な主体が参加する地方活性化
③地域コミュニティの維持・強化
ii 地域における多文化共生の推進
【具体的取組】
⒜多様な主体が参加する地方活性化
・ JET青年と地域づくり関係者との間で地域活性化事例を共有することにより、JET青年の地域国際
化をはじめとする地域協力活動等への積極的な参画を支援するとともに、国際的な視点を持った地
域活性化を推進する。

（総務省自治行政局国際室）

・ インバウンド対策や海外販路開拓、多文化共生等の業務に従事し、地域の国際交流の幅広い分野
で活躍するJETプログラム国際交流員（CIR）の一層の活用を促進する。

（総務省自治行政局国際室、外務省大臣官房人物交流室、文部科学省初等中等教育局教育課程課外国語教育推
進室）

・ 地域における多文化共生施策について、「多文化共生地域会議」等を通じて地方公共団体の先進
的な取組の共有・横展開を推進する。

（総務省自治行政局国際室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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＜万世帯＞具体的施策

整備方針

デ ジ タ ル 田 園 都 市 国 家 イ ン フ ラ 整 備 計 画 の 全 体 像

（１）光ファイバ整備

① 2027年度末までに世帯カバー率99.9％を目指す※。
更なる前倒しを追求。
※2021年末に設定した当面の目標から約３年前倒し。

② 未整備世帯約５万世帯については、光ファイバを
必要とする全地域の整備を目指す。

① ユニバーサルサービス交付金
により、不採算地域における
維持管理を支援
（電気通信事業法の改正）

② 離島等条件不利地域における
地方のニーズに即した様々な対応策を検討

 デジタル田園都市国家構想の実現のため、

（未整備世帯数）

1. 光ファイバ、５G、データセンター/海底ケーブル
等のインフラ整備を地方ニーズに即してスピード
感をもって推進。

2. 「地域協議会」を開催し、自治体、通信事業者、
社会実装関係者等の間で地域におけるデジタ
ル実装とインフラ整備のマッチングを推進。

3. 2030年代のインフラとなる「Beyond 5G」の
研究開発を加速。研究成果は2020年代後半
から順次、社会実装し、早期のBeyond 5Gの
運用開始を実現。

整備方針

具体的施策

（２）５Ｇ整備

① 新たな５Ｇ用周波数の割当て

② 基地局開設の責務を創設する電波法の改正

③ 補助金、税制措置による支援

④ インフラシェアリング推進
（補助金要件優遇、研究開発、基地局設置可能な施設のDB化）

① 全ての居住地で４Ｇを利用可能な状態を
実現

（４Ｇエリア外人口 2020年度末0.8万人→2023年度末０人）

② ニーズのあるほぼ全てのエリアに、
５G展開の基盤となる親局の全国展開を
実現（ニーズに即応が可能）

（５Ｇ基盤展開率 2020年度末16.5%→2023年度末98%）

③ ５Ｇ人口カバー率
【2023年度末】
全国95%※（2020年度末実績:30%台）
全市区町村に５G基地局を整備

（合計28万局）
※2021年末に設定した当面の目標から５％上積み。

【2025年度末】
全国97%
各都道府県90%程度以上（合計30万局）

【2030年度末】
全国・各都道府県99%（合計60万局）

研究開発・社会実装
（４）Beyond 5G（６Ｇ）

① 「通信インフラの超高速化と省電力化」、
「陸海空含め国土100%カバー」等を実現
する技術（光ネットワーク技術、光電融合技術、テラ
ヘルツ波技術、衛星通信、HAPS）の研究開発を
加速し、2025年以降順次、社会実装と国
際標準化を強力に推進する。

② 必須特許の10％以上を確保し、世界市場
の30％程度の確保を目指す。

計画策定の考え方

注：数値目標は４者重ね合わせにより達成する数値。
今後の周波数移行等により変更があり得る。

整備方針

具体的施策

（３）データセンター/
海底ケーブル等整備

① 日本周回ケーブル（デジタル田園都市
スーパーハイウェイ）を３年程度で完成

② 陸揚局の地方分散

10数カ所の地方拠点を５年程度で整備
ア. データセンター（総務省・経産省）

イ. 海底ケーブル

○ 総務省、経産省の補助金で地方分散
を促進（大規模データセンター最大５～７カ所
程度、日本周回ケーブル、陸揚局数カ所程度を
整備可能）

上記補助による民間
の呼び水効果も期待

新規の海底ケーブ
ル

既存の海底ケーブル
新規のDC拠点

デジタル田園都
市スーパーハイ

ウェイ

アジア・
太平洋

米
国

米国・
欧州【整備イメージ】

注：上記の他、インター
ネット接続点（IX）
の地方分散を促進

世帯カバー率
99.9%

第
１
フ
ェ
ー
ズ

基
盤
展
開

第
２
フ
ェ
ー
ズ

地
方
展
開

令和４年３月29日に
公表した資料をもとに作成

デジタル田園都市国家インフラ整備計画に基づく基盤整備の推進①
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デジタル田園都市国家インフラ整備計画 ロードマップ
2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

総合的
な取組

（１）

光ファイ
バ整備

（２）
５Ｇ整備

（３）
DC/海底

ケーブル
等整備

（４）
Beyond5G
（６Ｇ）

世帯カバー率：99.85%

ニーズのあるほぼ全エリアに５G親局整備完了(基盤展開率：98％）

全国97％
各都道府県90％程度以上

人口カバー率：全国95％
全市区町村に５Ｇ基地局整備

2030年度

全国・各都道府県99％（※）

基地局数：28万局 30万局 60万局（※）
補助金（インフラシェアリングを推進）や税制による整備促進
携帯電話用周波数を現状の３倍に（3GHz幅 ⇒ 9GHz幅）※ 2.3GHz帯割当ては2022年度早期
5G中継用基地局等の制度整備検討 検討結果に基づく所要の措置
インフラシェアリングＧＬの改正
インフラシェアリングを可能とする技術開発

デジタル田園都市スーパーハイウェイ（３年程度で完成）
海底ケーブル陸揚局の地方分散（数カ所程度）
データセンターの地方分散（大規模DC最大５～７箇所程度（総務省・経産省））

公募開始 基金清算※プロジェクト実施

通信事業者、地方自治体、社会実装関係者等からなる「地域協議会」を開催し、地域のニーズを踏まえた光ファイバ・基地局整備を推進

ローカル５G開発実証

光ファイバ・携帯電話の
いずれも使えない集落の解消

※ 総務省のみ

技術基準整備
ローカル５Gの柔軟運用を可能とする制度整備検討 検討結果に基づく所要の措置

５Ｇ基盤の維持
全ての居住地で４Gが利用可能な状態を実現

非居住地域のエリア化及び鉄道・道路トンネルの電波遮へい対策について、補助金を活用しつつ整備促進

電波法及び電気通信事業法の改正案（第208回国会に提出済）

研究開発戦略を反映したBeyond 5G研究開発を強力に推進
研究開発
戦略策定

※ 更に、必要とする全地域の整備を目指す

光ファイバ網の維持99.90％（※）（2021年度末：99.7%）

補助金による整備支援、交付金制度による維持管理費の支援

ITU、3GPP等で技術性能要件の検討、各国から順次提案受付、国際標準策定
大阪・関西万博を起点として順次ネットワークへの実装

B5Gの
運用開始

運用開始

デジタル田園都市国家インフラ整備計画に基づく基盤整備の推進②
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施策名：地域協議会

施策
分類 ③その他

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

総合通信基盤局電気通信事業部
事業政策課ブローバンド整備推進室、電波部移動通信課

予算額 ー

地域協議会の開催

86

目的

詳
細

「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」において掲げている、光ファイバの世帯カバー率を2027 年度末までに99.9％とすること、
５Ｇの全国での人口カバー率を2023 年度末に95％とし、2025 年度末には97％、2030 年度末までに99％とすること等の
目標を達成することで、デジタル田園都市国家構想の実現に不可欠な通信インフラの整備につなげる。

施策
効果の
詳細

概要

デジタル田園都市国家構想実現に不可欠な、光ファイ
バ、５Ｇ等のデジタル基盤整備を推進するため、地方
自治体・通信事業者・社会実装関係者等との間で、
地域におけるニーズとインフラ整備のマッチングを行う。

○地域のニーズにきめ細かく対応して、光ファイバや５Ｇの整備等
を進めるため、全国に「地域協議会」を設置した。

○７月までに、全てのブロック（総合通信局単位）で、地域協
議会を設置済み。

【地域協議会で議論する内容（例）】
＜光ファイバ・５G 共通＞
① 地域ニーズ等と通信事業者の整備計画・整備意向とのマッチング
② 潜在的なニーズの発掘・具体化と最適なデジタルツールのマッチング
＜光ファイバ関連＞
学校・公共施設の所在地への整備

＜５Ｇ関連＞
① 公有財産等で基地局を設置可能な施設のデータベース化及び共
有

② 公有財産等での基地局設置に際し、設置候補箇所での光ファイバ
や電源確保について検討

③ 補助事業の活用により優先して整備する箇所を選定

☆取り扱う事項や参加者については状況や必要性に応じて柔軟に対応

【参加構成員】
・ 都道府県、市町村、通信事業者、社会実装関係者 等
・ 総合通信局等（事務局）

 デジタル田園都市国家構想の実現のため、
2. 「地域協議会」を開催し、自治体、通信事業者、社会

実装関係者等の間で地域におけるデジタル実装とイン
フラ整備のマッチングを推進。

デジタル田園都市国家インフラ整備計画
における「地域協議会」の位置づけ

計画策定の考え方

○ 各ブロックのインフラ整備の現状と課題の共有
○ 各構成員からの意見・要望等ニーズの聞き取り
○ 今後の地域協議会の進め方等の認識合わせ

第1回会合における議論内容（例）

（参考）

○７月までに、全てのブロック（総合通信局単位）で、地域協議会を設置し、活動を開始した。

＜中長期的取組＞
令和５年度 令和６年度 令和７年度以降

・地域協議会の実施

※インフラ整備状況等に応じて適宜対応



第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（１）デジタルインフラの整備

【具体的取組】
⒜デジタル田園都市国家インフラ整備計画の実行
・ 2022年３月に策定した「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」に基づき、光ファイバ、5G、デー
タセンター/海底ケーブル等のデジタル基盤の整備を推進する。整備の効果を最大化するため、総務
省が、地方公共団体、通信事業者、社会実装関係者、インフラシェアリング事業者等から形成される
「地域協議会」を開催し、5Gや光ファイバの整備とデジタル実装とのマッチングを推進するとともに、
Beyond 5Gの研究開発を加速し2020年代後半から順次、開発成果の社会実装を実現する。

（総務省総合通信基盤局総務課、電気通信事業部事業政策課ブロードバンド整備推進室、データ通信課、電波部移
動通信課、国際戦略局技術政策課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：ブロードバンドサービスに係るユニバーサルサービス制度 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課

光ファイバの整備①

88

施策
分類 ③その他

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備 予算額 ー

目的

詳
細

テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等を原則として日本全国どこでも利用可能とするため、不採算地域等において、一定の要件を満たす
電気通信事業者に対し、光ファイバ等の維持費用を支援することにより、デジタル田園都市国家構想の実現に貢献していく。

施策
効果の
詳細

概要

あらゆる地域においてテレワーク、遠隔教育、遠隔医
療等が利用できるよう、光ファイバ等の一定のブロード
バンドサービスをユニバーサルサービスと位置付け、当該
サービスの規律及び維持費用の支援を行い、その適
切、公平かつ安定的な提供の確保を行う。

改正電気通信事業法（令和４年法律第70号）により、光ファイバ等の
一定のブロードバンドサービスの適切性・公平性・安定性の担保のために必
要となる規律の整備を行うとともに、不採算地域等において同サービスの利
用が妨げられないよう、その維持費用の支援を行う民間相互扶助型の交付
金制度を創設したところ（令和４年6月17日公布（施行は公布の日から
１年以内））であり、今後、詳細な制度設計を行う。

該当するサービス ブロードバンドのユニバーサルサービス交付金制度

固定ブロードバンドサービス

（FTTH、CATV(HFC方式)等を想定）

負担対象事業者

負担金
（契約数に応じて負担）

不採算地域等の

固定ブロードバンドサービス

事業者

支援対象事業者

交付金
（維持費用の一部を補填）

補

填

固定ブロードバンド
サービス事業者

携帯ブロードバンド
サービス事業者

＜検討内容＞

○ テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等のサービスを利用する上で不可欠な固定ブロードバンドサービスを、
原則として日本全国どこでも利用可能にするため、電気通信事業法上の基礎的電気通信役務*の新
たな類型（第二号基礎的電気通信役務）として、固定ブロードバンドサービスを追加。
* 国民生活に不可欠であるため、あまねく日本全国における提供が確保されるべき電気通信サービス

○ 第二号基礎的電気通信役務を提供する事業者には、契約約款の届出や役務提供義務等の規律が
課される。

○ また、以下の区域に応じて第二号基礎的電気通信役務の提供に係る維持費用を支援。

① 一般支援区域（不採算地域において１者のみで当該役務を提供している赤字の事業者）

② 特別支援区域（著しい不採算地域等において１者のみで当該役務を提供している事業者）



施策名：高度無線環境整備推進事業

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

5G・IoT等の高度無線環境の実現に向けて、条件不利地域等に
おいて、地方公共団体、電気通信事業者等による、高速・大容量
無線通信の前提となる伝送路設備等の整備を支援し、地方公共
団体が行う離島地域の光ファイバ等の維持管理に要する経費に関
して、その一部を補助する事業。

あらゆる地域でテレワーク、在宅学習、遠隔医療などを
促進するため、条件不利地域等において、大容量通信
等の基盤となる伝送路設備の整備を支援するとともに、
今後のトラヒックニーズに対応するため、地方公共団体が
所有する設備の高度化を促進。

目的

詳
細

総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課ブローバンド整備推進室

予算額 令和５年度概算要求：7,061百万円
（令和４年度予算：3,683百万円）

条件不利地域等において、今後増大することが予想されるトラヒックニーズへ対応できる情報通信基盤が整備され、高画質動画コンテン
ツを利用するテレワーク、在宅学習、遠隔医療などを都市部と遜色なく行うことができるようになること。

施策
効果の
詳細

概要

ア 事業主体： 直接補助事業者：自治体、第３セクター、一般社団法人等 、 間接補助事業者：民間事業者
イ 対象地域： 条件不利地域（過疎地、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯）
ウ 負担割合 ： 自治体が整備を行う場合 離島２／３（海底光ファイバ整備を伴う場合４／５）、 離島以外１／２

民間事業者等が整備を行う場合 離島１／２（海底光ファイバ整備を伴う場合２／３）、 離島以外１／３
※下線部はR5拡充要求部分

（※１）財政力指数0.5以上の自治体は国庫補助率１／３、財政力指数0.3未満の自治体（新規整備）は国庫補助率２／３
（※２）条件不利地域において、自治体が行う公設設備の（５G対応等の）高度化を含む。
（※3）自治体が整備した離島地域の光ファイバ等の維持管理補助は、収支赤字の１／２

スマートホーム

通信ビル

教育ＩｏＴ スマートモビリティ
観光ＩｏＴ

農業IoT

コワーキング
スペース

無線局
エントランス

（クロージャ等）

地域の拠点的地点

イメージ図 高速・大容量無線局の前提となる伝送路
＜中長期的取組＞

令和５年度 令和６年度 令和７年度以降

・令和９年度末までに世帯カバー率99.9％を目指す
・未整備世帯約５万世帯については、
光ファイバを必要とする全地域の整備を目指す

光ファイバの整備②
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第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（１）デジタルインフラの整備

【具体的取組】
⒝光ファイバ整備
・ 不採算地域におけるブロードバンドサービスの安定した提供を確保するための交付金制度の創設
等の制度整備に取り組む。
（総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課）
・ 高度無線環境整備推進事業等を活用した光ファイバ整備を推進するとともに、地方公共団体が保有
する光ファイバの高度化に対して必要な支援を行う。また、人口減少等を見据え、効率化を図るため、
ブロードバンド基盤の担い手に関して「公」から「民」への移行を推進する。
（総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課ブロードバンド整備推進室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：５G用周波数（2.3ＧHz帯）の割当て 総合通信基盤局移動通信課

５Gの整備①
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施策
分類 ③その他

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

2022年度における新たな５G用周波数（2.3GHz帯）の割当
てにおいて、条件不利地域等の基地局整備を評価する指標を導
入。（令和４年度で終了）

５Gの都市と地方での一体的な整備に向けて、条件不
利地域等の基地局整備を推進

目的

詳
細

予算額 ー

デジタル田園都市国家構想の実現に必要不可欠な５G整備を推進
施策
効果の
詳細

概要

○ デジタル田園都市国家構想を実現するためには、５Gの都市と地方での一体的な整備が重要
○ 2022年度における新たな５G用周波数（2.3GHz帯）の割当てにおいて、条件不利地域等の基地局整備を評価する指標を導入

※更なる基地局整備を推進するため、令和４年電波法改正により、開設計画に記載の設置場所以外においても、基地局の開設に努めなければならない責務を創設

【審査指標】

＜中長期的取組＞ 令和４年度
５G用周波数(2.3GHz帯）
の割当て



施策名：携帯電話等エリア整備事業 総合通信基盤局電波部移動通信課

５Gの整備②
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施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

・ 地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島な
ど）において、無線通信事業者、インフラシェアリング事業者及び
地方公共団体が５Ｇ基地局等を整備する場合、その一部を補
助する。

・ 現状、５Ｇの展開は、都市部を中心に限定的なエリアに
留まっているが、５Ｇは今後の経済社会や国民生活にとっ
て、重要なインフラ基盤であり、その整備を加速化し早期に
全国展開を実現することは喫緊の課題。
・ ５Ｇネットワークの整備が地方において加速されるよう、イ
ンフラシェアリングを活用した基地局整備の促進が必要。

目的

詳
細

予算額 令和５年度概算要求：2,800百万円
（令和４年度予算：1,500百万円）

地方での５Ｇネットワークの整備を加速化させることにより、地方の活性化や地方と都市の差を縮めていく。
施策
効果の
詳細

概要

＜補助事業例＞

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

過疎地等の条件不利地域において、インフラシェアリングの活用を含めた5G基地局の整備を支援

５G人口カバー率が全国95％、全市区町村に５G基地局整備

＜中長期的取組＞

条件不利地域（過疎地、辺地、離島、半島、山村、
特定農山村、豪雪地帯）

①５Ｇ基地局整備
・ １者整備（インフラシェアリングを活用しない単独の
５Ｇ基地局を整備）の場合 １／２

・ 複数者共同整備（インフラシェアリングを活用して
５Ｇ基地局を整備）の場合 ２／３

②５Ｇ基地局の開設に必要な伝送路施設の整備（※）

・ 開設する５Ｇ基地局が１者整備の場合 １／２
・ 開設する５Ｇ基地局が複数者共同整備の場合 ２／３

※ 事業主体は無線通信事業者及びインフラシェアリング事業者

ニーズのあるほぼ全エリアに５Ｇ親局整備完了（基盤展開率：98％）

＜補助率＞

＜対象地域＞

無線通信事業者
インフラシェアリング事業者
地方公共団体

＜事業主体＞

全国97％、各都道府県90％程度
以上の５G基地局整備
（令和７年度末）



施策名：インフラシェアリングの推進

施策
分類

①予算
③その他

デジ田基本
方針における
位置づけ

②デジタル基盤整備

総合通信基盤局移動通信課

予算額 令和５年度概算要求：2,800百万円の内数
（令和4年度予算：1,500百万円の内数）

５Gの整備③
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補助事業、研究開発、国有・公有施設等の活用、ガイドライン改正等
の施策を実施し、鉄塔やアンテナ等のインフラシェアリングを推進。

５Gの効率的なエリア展開を推進するため、鉄塔や
アンテナ等のインフラシェアリングを推進。

目的

詳
細

デジタル田園都市国家構想の実現に必要不可欠な５G整備を推進
施策
効果の
詳細

概要

＜中長期的取組＞ 令和４年度 令和５年度

インフラシェアリング
ガイドラインの改正

インフラシェアリングを可能とする技術開発

補助金、国有・公有施設等の活用による整備促進

 補助金の要件設定によってインフラシェアリングを推進
・ 複数事業者による共同整備の場合の国庫補助率をかさ上げ（補助率:1/2→2/3）
・ 補助対象者にインフラシェアリング事業者を追加

 基地局のインフラシェアリングを可能とするための技術※を2022年度末までに開発
※ 複数事業者の送信機を一つの無線装置に集約できる技術

 基地局設置可能な施設のＤＢ化、地域協議会での情報共有を推進する
※ 国有財産については、緯度経度や高さ等の情報を記載したリストを公表・周知し、基地局整備を後押し

自治体・民間所有財産についても同様の取組を推進

 携帯電話事業者とインフラシェアリング事業者との間におけるルール整備に向け、2022年度中にガイドラインを改正

○ ５Gの効率的なエリア展開を推進するためには、鉄塔やアンテナ等のインフラシェアリングが重要
○ 補助事業、研究開発、国有・公有施設等の活用、ガイドライン改正等の施策を実施し、インフラシェアリングの取組を推進



施策名：電波資源拡大のための研究開発
５Ｇ基地局共用技術に関する研究開発

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

目的

詳
細

総合通信基盤局電波部移動通信課

予算額 （令和４年度予算：12,070百万円の内数）
（令和４年度で終了）

５G基地局の緻密な展開に寄与する技術開発であり、中長期的には、時代を先取るデジタル基盤整備として、5Gやインフラシェアリング
等のデジタルインフラ整備の推進に貢献。

施策
効果の
詳細

概要

＜中長期的取組＞

これまで携帯電話の基地局は、携帯電話事業者ごとに設置しているが、
５Gの特徴を発揮するためには、基地局を緻密に設置する必要がある。
近年、アンテナやその鉄塔を複数の事業者で共用する取り組みがあるが、
無線機そのものを共有する技術は確立されていない。
このため、共用を実現する広帯域な無線通信システム構成技術やネッ
トワーク接続管理・制御技術を研究開発し、共用技術の高度化を図る。

携帯電話基地局を、複数の携帯電話事業者が共同
利用できる技術を研究開発することで、効率的な基地
局の設置展開が可能となり、５Gエリアの拡大に資する
ことを目的とする。

令和４年度 令和５年度以降

総合実証試験 社会実装

5Gでは高い周波数帯を利用し、超高速・大容量・低遅延・多数接続などを提供するため、基地局を稠密に設置する必要があるが、アンテ
ナの設置場所や無線機（送信装置）の収容スペースには制約がある。
このような背景から、効率的な５Gエリアを設計するためには基地局の共用化が望まれており、近年ではアンテナやそれを取りつける鉄塔を複

数の事業者が共用する取り組みがなされているが、無線機そのものを共有する技術は確立されていない。
本件は、携帯電話基地局（無線機、アンテナ及び通信回線）を複数の携帯電話事業者で共用することを可能とする高度な共用技術を

研究開発することで、限られたスペースにおいて複数の事業者の基地局が設置・運用可能となり、緻密な５G基地局の展開を可能とし、５G
エリアの拡大に資することを目指す。
このような成果は、中長期的にはデジタル田園都市国家構想の「時代を先取るデジタル基盤整備」「5G、データセンター、公共Wi-Fi、イン

フラシェアリング等世界最高水準のデジタルインフラの整備」に貢献し得るものと考える。

携帯事業者B

携帯事業者A
無線機

通信回線・
・

携帯電話基地局の共用

アンテナ

５Gの整備④
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施策名：電波資源拡大のための研究開発
第５世代移動通信システムの更なる高度化に向けた研究開発

総合通信基盤局電波部移動通信課
新世代移動通信システム推進室

目的

詳
細

概要

施策
効果

移動通信システムの利活用分野を更に拡大し、我が国の
新産業の創出や社会課題の解決をより一層促進するた
めに、５Gの「高信頼性」、「高エネルギー効率」及び「高
効率な周波数利用」について更なる高度化を実現する。

５Ｇに関する以下の研究開発により、周波数の有効利用を実現する。

ア 多様なサービス要求に応じた高信頼な高度5Gネットワーク制御技術
イ ミリ波帯における高エネルギー効率な無線技術
ウ モバイルトラヒックの急増に対応した高効率な周波数利用技術

第５世代移動通信システム（５G）の更なる高度化を実現する研究開発を行うことで、デジタル田園都市の実現に必要な基盤技術の
一つである高度な情報通信技術の発展に寄与する。

【課題ア】多様なサービス要求に応じた高信頼な
高度5Gネットワーク制御技術

【課題イ】ミリ波帯における
高エネルギー効率な無線技術

【課題ウ】モバイルトラヒックの急増に対応した
高効率な周波数利用技術

＜研究開発内容＞

大容量、超低遅
延、超多接続を
組合せるような
高信頼な通信
サービスを実現す
る技術を実現

高エネルギー効率
なアンテナ技術及
び通信電力消費
量を抑える無線制
御技術を実現

移動通信システムに
て、データの送受信
を同時に行う方式を
用い、周波数効率
の向上を実現

令和４年度 令和５年度以降

研究開発の実施
総合システムの試作
総合実証試験

５Gの更なる高度化の
社会実装に寄与する取組

＜中長期的にはデジタル田園都市国家構想に貢献し得る理由＞
本研究開発で得られた成果の更なる発展及び社会実装に寄与する
取組を実施することで、デジタル田園都市の実現に必要な基盤技術
である５Ｇをはじめとした情報通信技術の進展に貢献できるため。

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備 予算額 （令和４年度予算：12,070百万円の内数）
（令和４年度で終了）

５Gの整備⑤
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第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（１）デジタルインフラの整備

【具体的取組】
⒞5G整備
・ 2022年度における新たな5G用周波数（2.3GHz帯）の割当てにおいて、条件不利地域等の基地局
整備を評価する指標を導入する。
（総務省総合通信基盤局電波部移動通信課）

・ 電波監理審議会による電波の有効利用評価の強化、有効利用の程度が一定の基準に満たないと
き等の周波数の再割当て、開設計画の認定を受けている携帯電話事業者に対する特定基地局の開
設の責務規定の創設等の必要な制度整備に取り組む。

（総務省総合通信基盤局電波部電波政策課）

・ 携帯電話等エリア整備事業により、携帯電話事業者やインフラシェアリング事
業者による条件不利地域での5G基地局整備等を支援する。
（総務省総合通信基盤局電波部移動通信課）

・ インフラシェアリングを活用した5G基地局整備を促進し、その整備を加速する。また、5G及びローカ
ル5Gの整備については、安全性やオープン性等を確保しつつ推進する。
（総務省情報流通行政局地域通信振興課デジタル経済推進室、総合通信基盤局電波部移動通信課、経済産業省
商務情報政策局情報産業課）

・ 複数の事業者の5G基地局を共用化する技術について研究開発を実施する。
（総務省総合通信基盤局電波部移動通信課）

・ 高周波数帯を利用し、システム全体の「高信頼性」、「高エネルギー効率」及び「高効率な周波数利
用」を実現する技術の研究開発を実施する。

（総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：データセンター、海底ケーブル等の地方分散によるデジタルインフラ強靱化事業 総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課

データセンター／海底ケーブル等の整備①
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施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

目的

詳
細

予算額 （令和３年度補正予算：50,000百万円）

・データセンター等の地方分散を推進。
・日本を周回する海底ケーブル網の完成。

施策
効果の
詳細

概要

地方のデータセンター、海底ケーブル等のデジタルインフラを整備する
民間事業者に対して、基金により支援を行う。

「デジタル田園都市国家構想」の実現のために不可欠で
あるデジタル基盤の整備のため、総務省が策定した「デ
ジタル田園都市国家インフラ整備計画」に従い、データ
センターの地方拠点整備、日本列島を周回する海底
ケーブル（「デジタル田園都市スーパーハイウェイ」）の構
築を行う。

＜今後＞
データセンター、海底ケーブル、IXの地方分散を推進

・データセンター(DC)、海底ケーブル陸揚局、インターネットエクスチェンジ(IX)は
東京圏に一極集中

・海底ケーブルは太平洋側に集中しており、日本海側は未整備

＜現状＞
東京圏一極集中のインフラ立地・太平洋側集中のネットワーク

(インフラの立地状況)

（DC集積）

印西

海
外

陸揚局

陸揚局

（IX集積）

東京都内

（全国へ）

令和４年度 令和５年度以降

データセンター等の整備支援、地方立地等を推進
太平洋側以外の海底ケーブルの敷設を支援

＜中長期的取組＞

【補助対象】 データセンター（建物・サーバー等）
海底ケーブル、陸揚局舎、IX設備

【補助率】 １／２（海底ケーブルは４／５）
【対象地域】 東京圏以外の地域（海底ケーブルは太平洋側以外）

補助対象事業の公募・採択を実施するとともに、採択された案件について
適切に事業が行われているか進捗状況等を確認する。

・東京圏以外へのデータセンター、海底ケーブル陸揚局、IXの設置を
支援し、デジタルインフラの地方分散を推進

・太平洋側以外への海底ケーブル敷設を支援し、
日本を周回する「デジタル田園都市スーパーハイウェイ」を完成

石狩

沖縄

志摩
九州

未整備ルート 東北

宮城

北茨城

南房総

宮崎
鹿児島

（通信ネットワークの状況)
石狩－秋田ルート

（増設を発表
（2021.10））

＜R4年度取組＞
・令和4年5月にデータセンターの公募を実施、6月に7案件を採択
・令和4年秋頃に海底ケーブル等の公募を予定



施策名：インターネットトラヒック流通効率化等促進事業 総合通信基盤局データ通信課

データセンター／海底ケーブル等の整備②
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施策
分類 ①予算

デジ田基
本方針に
おける位
置づけ

②デジタル基盤整備

①トラヒック集約拠点の地域への分散によるネットワーク効率化、
②トラヒック発生予測の活用によるネットワーク負荷の分散、 ③固
定ブロードバンドの品質測定手法の確立による競争環境適正化
等を実施する。

「新たな日常」等を背景として、インターネットが日常生
活・経済活動に一層不可欠となっている中、急増するイ
ンターネットトラヒックの混雑緩和や地域格差のないイン
ターネットの品質確保等を図る。目的

詳
細

予算額
（令和４年度予算：２百万円）
（令和３年度補正予算：799百万円）
（令和４年度で終了）

急増するインターネットトラヒックの混雑緩和や地域格差のないインターネットの品質確保等に向けて、ネットワークの効率化や負荷分散の
ための取組を実施することにより、デジタル田園都市国家構想の実現に貢献。

施策
効果の
詳細

概要

＜中長期的取組＞

令和3年度 令和4年度 令和5年度以降

関係事業者等との連携に
より一層の取組を推進

ネットワークの効率化や負荷分散のための取組の実施

インターネットトラヒックの地域分散によるネットワーク効率化やトラヒック
発生予測の活用によるネットワーク負荷の分散等について、関係事業者
等との連携により一層の取組を推進。

※トラヒック：ネットワーク上を流れるデジタルデータの量
IX（Internet eXchange）：複数のISPの中継拠点
ISP (Internet Service Provider）：インターネット接続事業者
CDN（Content Delivery Network)：コンテンツを効率良く配信するための仕組み

＜事業イメージ＞



第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（１）デジタルインフラの整備

【具体的取組】
⒠データセンター/海底ケーブル等整備
・ 地方における医療・教育・交通・農業等、デジタル実装の促進や我が国のレジリエンス強化、エネル
ギー・通信の効率化等の観点から、データセンターの地方拠点整備を含め、民間事業者によるデー
タセンターの全国展開を促進する。
（総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課、経済産業省商務情報政策局情報産業課）

・ 地方におけるデジタル実装を促進するとともに、災害の激甚化・頻発化に対する通信ネットワークの
強靭化を図るため、2025年度末までに日本一周する国内海底ケーブルを完成させ、また、国際海底
ケーブルの地方分散を促進する。

（総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課）

・ インターネットトラヒックの混雑緩和や地域格差のないインターネットの品質確保等に向けて、トラヒッ
クの事前予測・共有や地域分散、インターネットの品質測定手法の確立に向けた取組を実施する。

（総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：「新たな日常」の定着に向けたケーブルテレビ光化による
耐災害性強化事業

施策
分類 ①予算

情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室

予算額
令和５年度概算要求：2,000百万円
（令和４年度予算：900百万円）
（令和３年度補正予算：1,095百万円）

ケーブルテレビネットワークの光化による耐災害性強化を図る事業によって、地方を支える災害に強い情報通信基盤の整備を推進する。
施策
効果の
詳細

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

ケーブルテレビネットワークの光化等

100

目的

詳
細

概要

＜中長期的取組＞

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降
ニーズ
把握

災害時において、放送により確実かつ安定的な情報伝達
が確保されるよう、ケーブルテレビネットワークの耐災害性強
化を図る。

近年相次いで激甚災害が発生している中で、放送により確実
かつ安定的な情報伝達が確保されるよう、条件不利地域等の
ケーブルテレビネットワークについて、耐災害性の強化に資する
FTTH方式への切替え等に要する費用の一部を補助。

＜事業主体＞
市町村、市町村の連携主体又は第三セクター

（これらの者から施設の譲渡を受ける等により、ケーブルテレビの業務提供に係る
役割を継続して果たす者（承継事業者）を含む。）

＜補助対象地域＞
以下の①～③のいずれも満たす地域
①ケーブルテレビが地域防災計画に位置付けられている市町村
②条件不利地域
③財政力指数が0.5以下の市町村その他特に必要と認める地域

＜補助率＞
⑴市町村及び市町村の連携主体（承継事業者）：1/2
⑵第三セクター（承継事業者）：1/3

＜補助対象経費＞
光ファイバケーブル、 送受信設備、 アンテナ 等

※補助対象経費は上図の赤線部分

地域のニーズを踏まえ、速やかに公募・交付決定を行い、地方を支える
災害に強い情報通信基盤の整備を促進する。

地方を支える災害に
強い情報通信基盤
の整備を促進

公募
交付
決定

事業実施

ニーズ
把握

公募
交付
決定

事業実施
フォローアップ フォローアップ



第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（１）デジタルインフラの整備

【具体的取組】
⒡ケーブルテレビネットワークの光化等
・ 地域における情報の流通に資するケーブルテレビネットワークの光化等を支援する。
（総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：地域デジタル基盤活用推進事業 情報流通行政局地域通信振興課

ローカル５Gなどの地域のデジタル基盤の活用の推進

102

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

目的

詳
細

予算額 令和５年度概算要求：1,000百万円
（新規）

本施策を通じて、効率的かつ効果的なデジタル基盤の整備、持続可能な利活用モデルの確立等を図り、地域におけるデジタル技術の
実装・定着を促進。さらに、デジタル田園都市国家構想交付金等の関係省庁による支援と連携して、本施策における好事例の横展開
を促進し、デジタル田園都市国家構想の実現に寄与。

施策
効果の
詳細

概要

＜中長期的取組＞
令和５年度 令和６年度 令和７年度以降

計画策定支援の実施
フォローアップ

改善点抽出

デジタル田園都市国家構想の実現に向けて、それぞれ
の地域の状況に応じたデジタル技術を活用した課題解
決の取組を加速・高度化させる。

①効率的かつ効果的な導入・運用計画の策定、②デジタル基盤
の整備、③地域課題の解決に資する先進的ソリューションの実用
化に向けた社会実証等を総合的に支援。
好事例の横展開の促進のため、デジタル技術の導入に関する
ハンドブックを作成し、地域の産学金官等の主体に広く周知。

 対象主体 自治体又は民間企業

 事業内容
ローカル５G、Wi-Fi HaLow、Wi-Fi 
6E、LPWA等を活用したデジタル基盤
の整備を支援（補助事業）

 対象主体 自治体又は民間企業

 事業内容
ローカル５G、Wi-Fi HaLow、Wi-Fi 6Eといった
未普及の新たな通信技術等を活用した先進的な
ソリューションの実用化に向けた社会実証を実施
（例：ローカル５Gを活用した農業用ロボットの遠隔監視・制御）

 対象主体 自治体又は民間企業

 事業内容
効率的かつ効果的に地域のデジタ
ル基盤を整備し、持続可能な活用
モデルを構築するための計画策定を
支援

(2) 地域デジタル基盤の構築支援 (3) 先進的ソリューションの実用化支援（実証）(1) 計画策定支援

【支援メニュー例】
・ワークショップ開催
・デジタル専門人材、コンサルタント
による計画策定のハンズオン支援 等

計画策定支援の実施

基盤構築・実用化支援 基盤構築・実用化支援

ハンドブック作成

デジタル田園都市国家構想推進交付金等の関係省庁による支援とも連携して 好事例の横展開を推進

ハンドブック改訂

フォローアップ

改善点抽出

地
域
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル

技
術
の
実
装
・
定
着
促
進

・・・

※ Wi-Fi Hallow：Wi-Fi HaLow（IEEE標準規格802.11ah）は、次世代IoT通信システムとして活用可能な新しい種類のWi-Fi規格（令和４年９月国内制度化）
※ Wi-Fi６E：Wi-Fi６E（IEEE標準規格802.11ax）は、新しい帯域６GHz帯（5.925~7.125GHz)における無線LAN規格。従来規格より大容量・多チャンネルの利用が可能となる。

（令和４年９月国内制度化）
※ LPWA：LPWA（Low Power Wide Area-network）は、省電力・広カバレッジを特徴とする無線通信技術の総称。



第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（１）デジタルインフラの整備

【具体的取組】
⒟地域のデジタル基盤の構築の推進
・ ローカル5Gなどの地域における情報通信インフラの構築のための取組を通じて、地域のデジタル基
盤の整備・活用を推進する。
（総務省情報流通行政局地域通信振興課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：Beyond 5G（6G）に向けた情報通信技術戦略の推進 国際戦略局技術政策課

Beyond ５Gの推進

104

目的

2030年代の情報通信インフラである「Beyond 5G」に向けた技術開発を我が国がリードし、その開発成果を世界に先駆けていち早く
社会実装していくことにより、地方の課題解決や国全体の持続的な成長を支えるデジタル田園都市国家インフラ整備を促進し、デジタル
田園都市国家構想の実現に貢献する。

施策
効果の
詳細

概要

Beyond 5Gの技術開発を我が国がリードし、通信イ
ンフラの超高速化・省電力化や陸海空をシームレスにつ
なぐ通信カバレッジの拡張等を実現する開発成果の
2025年以降順次の社会実装を目指す。

左記を実現するため、情報通信審議会において我が国が注力す
べき重点技術分野や研究開発・社会実装の加速化を含む
Beyond 5Gに向けた新たな技術戦略（中間答申）を2022年
６月に取りまとめた。総務省において、同戦略を反映した研究開発
を強力に加速する。

詳
細

＜中長期的にはデジタル田園都市国家構想に貢献し得る理由＞

Beyond 5Gの技術開発を我が国がリードし、通信インフラの超高速
化・省電力化、陸海空の通信カバレッジ拡張等を実現するため、2022
年6月に取りまとめた新たな技術戦略に基づき、光ネットワーク技術、光
電融合技術、衛星・HAPS等の非地上系ネットワーク（NTN）技術等
の研究開発及びその成果の2025年以降順次の社会実装を強力に推
進する。 電気の処理

光の処理

（光ネットワーク技術） （光電融合技術）

光伝送チップ

●通信インフラの超高速化と省電力化を実現

●通信カバレッジを拡張し陸海空含め国土100%カバー

（HAPS）

（衛星通信）

（地上基地局）

静止衛星低軌道衛星
2030年代の情報通信インフラである「Beyond 5G」に向けた技術

開発を我が国がリードし、その開発成果を世界に先駆けていち早く社
会実装していくとともに、通信インフラの超高速化・省電力化や陸海
空含め国土100%カバー等を実現することにより、地方の課題解決
や国全体の持続的な成長を支えるデジタル田園都市国家インフラ整
備を促進し、デジタル田園都市国家構想の実現に貢献する。

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度以降

研究開発戦略を反映したBeyond 5G研究開発を強力に推進
研究開発
戦略策定

B5Gの
運用開始

ITU、3GPP等で技術性能要件の検討、各国から順次提案受付、国際標準策定

大阪・関西万博を起点として順次ネットワークへの実装

施策
分類

①予算
③その他（審議会における政策検討）

予算額
革新的な情報通信技術の研究開発推進のための恒久的な基
金の造成 令和５年度概算要求：事項要求（新規）
・上記の他、Beyond 5G研究開発促進事業（電波利用料財源）
令和５年度概算要求：15,000百万円（令和４年度予算：10,000百万円）

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備



第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（１）デジタルインフラの整備

【具体的取組】
⒢次世代の情報通信インフラ「Beyond 5G」の社会実装
・ 2030年代の情報通信インフラ「Beyond 5G」（いわゆる6G）の技術開発を我が国がリードし、大阪・
関西万博を起点として2025年以降順次、

- 通信インフラの超高速化と省電力化（光ネットワーク技術や光電融合技術、テラヘルツ波技術）
- 陸海空をシームレスにつなぐ通信カバレッジの拡張（衛星やHAPS等の非地上系ネットワーク（NTN）
技術）

- 利用者にとって安全で高信頼な通信環境（セキュアな仮想化・オーケストレーション技術）
等を実現する開発成果の社会実装と国際標準化を強力に推進する。

（総務省国際戦略局技術政策課）

⒣Beyond 5Gに向けた研究開発戦略の策定と研究開発の加速
・ 上記を実現するため、情報通信審議会において我が国が注力すべき研究開発課題を含むBeyond 
5Gに向けた研究開発戦略の検討を進め、2022年夏に取りまとめるとともに、総務省において、同戦
略を反映したBeyond 5G研究開発を強力に加速する。
（総務省国際戦略局技術政策課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：自治体における行政手続のオンライン化

施策
分類 ③その他

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

令和４年度末を目指して、原則、全ての地方公共
団体で、特に国民の利便性の向上に資する行政手続に
ついて、マイナポータルからマイナンバーカードを用いたオン
ライン手続を可能にする。このため、全ての地方公共団
体におけるマイナンバーカードを用いた子育て・介護等の
オンライン手続が可能となるよう、システム改修等を支援
する。

目的

詳
細

自治行政局地域情報化企画室

予算額 －

①住民の利便性の向上（24時間いつでも自宅や遠隔地からでも手続きを行える、申請、届出等の用紙の入手が不要 等）
②行政運営の簡素化・効率化（本人確認作業の削減・正確性向上・窓口混雑緩和、真に必要な職員を振り向けられる 等）

施策
効果の
詳細

概要

マイナンバーカードの普及推進・利便性向上①

令和４年度末を目指し、原則、全自治体でマイナポータルからマイナン
バーカードを用いたオンライン手続を可能にすることで、住民がデジタル化
に利便性の向上を早期に享受。

106

自治体の行政手続オンライン化の仕組み(イメージ) 対象の31手続

① 児童手当等の受給資格及び
児童手当の額についての認定請求

② 児童手当等の額の改定の請求及び届出
③ 氏名変更／住所変更等の届出
④ 受給事由消滅の届出
⑤ 未支払の児童手当等の請求 等

子育て関係（15手続）

① 要介護・要支援認定の申請
② 要介護・要支援更新認定の申請
③ 要介護・要支援状態区分変更認定の申請
④ 居住(介護予防)サービス計画作成(変更)

依頼の届出
⑤ 介護保険負担割合証の再交付申請

等

介護関係（11手続）
① 自動車税環境性能割の申告納付
② 自動車税の賦課徴収に関する事項の申告

又は報告
③ 自動車税住所変更届
④ 自動車の保管場所証明の申請

自動車保有関係（4手続）※都道府県手続

① 罹災証明書の発行申請

被災者支援関係（1手続）

「デジタル・ガバメント実行計画」別紙４「地方公共団体が優先的にオンライン化を
推進すべき手続」のうち、住民がマイナンバーカードにより申請を行うことが想定され
る手続から選定。

デジタル基盤改革支援補助金（令和２年度第３次補正：250億円 ）や「自治体の行政手続のオンライン化に係る手順書」、
「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」において支援。



施策名：マイナンバーカード交付事業費補助金

施策
分類 ①予算

自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室

予算額 令和５年度概算要求：28,411百万円
（令和４年度予算：41,111百万円)

マイナンバーカードの普及推進・利便性向上②

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

J-LISにおけるマイナンバーカードの発行事務に必要な経費
（J-LISが構築するシステムに関する経費を除く。）について、
J-LISに対して補助金を交付。

令和５年度以降、マイナンバーカードの円滑な発行体
制の確保や利便性の向上を図る。目的

詳
細

地方公共団体情報システム機構（J-LIS）におけるマイナンバーカードの発行等に要する経費について措置することで、対面でもオンライ
ンでも確実な本人確認を行うことができる、デジタル社会の基盤となるマイナンバーカードの円滑な発行体制の確保や利便性の向上を図
る。

施策
効果の
詳細

概要

＜補助対象経費＞
○マイナンバーカードの発行等に係るJ-LISの事務及び市区町村長からJ-LISに委任された事務に要する以下の経費について補助。
・ 住民にマイナンバーを通知する「個人番号通知書」等の作成・発送に係る経費
・ マイナンバーカードの申請処理、発行、公的個人認証システムの運用・構築に係る経費
・ ICカードの製造に係る経費
・ マイナンバーカードコールセンターの運用に係る経費
・ マイナンバーカード又は電子証明書の有効期限通知の作成・発送に係る経費

○運転免許証等の各種カードとの一体化や国外継続利用など、マイナンバーカードの利便性向上に対応するための経費について補助。

＜中長期的取組＞
令和５年度以降、円滑な発行・交付体制の確保や利便性の向上に向けた施策に
取り組む。

令和５年度以降

円滑な発行・交付体制の確保・利便性の向上
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施策名：マイナンバーカード交付事務費補助金

施策
分類 ①予算

自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室

予算額 令和５年度概算要求：23,658百万円
（令和４年度予算：61,610百万円)

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

マイナンバーカードの普及推進・利便性向上③

108

市区町村におけるマイナンバーカードの交付事務に必要な経費
について、市区町村に対して補助金を交付。

令和５年度以降、マイナンバーカードの円滑な交付体
制の確保を図る。目的

詳
細

市区町村におけるマイナンバーカードの交付事務に要する経費について措置することで、対面でもオンラインでも確実な本人確認を行うこ
とができる、デジタル社会の基盤となるマイナンバーカードの円滑な交付体制の確保。

施策
効果の
詳細

概要

＜補助対象経費＞
マイナンバーカードの交付に係る以下の経費について補助。（令和４年度）
○ マイナンバーカードの交付（カードの更新、電子証明書の発行・更新を含む。以下同じ。）のための人件費
○ 申請時来庁方式、出張申請受付方式及び申請サポート方式による交付のための経費
○ 臨時交付窓口設置に係る経費
○ 交付管理・予約のためのシステム及び電話窓口等に係る経費
○ マイナンバーカードの交付に用いる統合端末等に係る経費
○ マイナンバーカードの申請書等の作成及び送付並びにマイナンバーカード交付通知書とあわせて関係書類を作成・送付するための経費
○ 交付事務の効率化のためのマイナンバーカードの券面記載事項の変更に係る経費
○ 交付の際に配布する、マイナンバーカードの使用方法等を説明した資料を作成する経費

＜中長期的取組＞
令和５年度以降、円滑な発行・交付体制の確保や利便性の向上に向けた施策に
取り組む。

令和５年度以降

円滑な発行・交付体制の確保・利便性の向上



第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（２）マイナンバーカードの普及促進・利活用拡大

【具体的取組】
⒝マイナンバーカードによる利便性の高いオンライン市役所サービスの実現
・ 各種手続におけるマイナンバーカードの利用を進めるに当たり、特に、以下の取組を重点的に進めること
により、様々な手続がオンラインで迅速にでき、また、個人に応じたサービス案内をオンラインできめ細かく
受け取れ、簡単に申し込めることができるようにすることを目指す。
① コンビニ交付サービスについて、対応市区町村を順次拡大し、全国でできるようにすることを目指す。
② 引越し時の転出届、転入予約を2022年度中に市区町村で可能にする。
③ 子育て・介護等の特に国民の利便性の向上に資する行政手続（31手続）について、2022年度中に、原
則、全ての地方公共団体でマイナポータルからマイナンバーカードを用いたオンライン手続を可能にする
ことを目指す。また、31手続以外の様々な手続についても、地方公共団体によりオンライン手続を可能に
することを目指す。このため、全ての地方公共団体におけるマイナンバーカードを用いた子育て・介護等
のオンライン手続が可能となるよう、システム改修等を支援する。
④ 市町村の基幹システム側からマイナポータルへの情報通知を実現するため、申請管理システムの標準
仕様への反映、マイナポータルの改修等を行うとともに、広く行政機関からマイナポータルへの情報通知
を実現するための検討等を行う。

（デジタル庁国民向けサービスグループマイナンバーカード担当、総務省自治行政局住民制度課、住民制度課マイナンバー
制度支援室、地域情報化企画室）

⒟マイナンバーカードの普及の推進
・ 安全・安心で利便性の高いデジタル社会をできる限り早期に実現する観点から、国はマイナンバーカード
の利便性向上・利活用シーンの拡大を更に推進するとともに、市町村における交付体制の強化に向けた支
援を行う等、マイナンバーカードの普及を強力に推進する。

（デジタル庁国民向けサービスグループマイナンバーカード担当、総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：自治体マイナポイントの全国展開

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

新規参画自治体への初期費用の補助に加え、決済事業者とのマッチン
グ、契約締結、精算手続をオンラインで可能とするなど、より多くの自治
体・決済事業者が連携して事業を実施できる環境を整備

目的

詳
細

自治行政局マイナポイント施策推進室

予算額 令和５年度概算要求：1,282百万円（新規）

地域独自のポイント給付施策をオンラインで迅速かつ効果的に実施できる自治体マイナポイント事業を全国展開することで、
マイナンバーカードの利便性の向上を図るとともに消費喚起・地域経済の活性化を強力に推進。

施策
効果の
詳細

概要

自治体マイナポイントの全国展開

マイナポイントの基盤（国が整備）

キャッシュレス
決済サービス自治体 住民等

マイキー
プラットフォーム

決済サービスのポイントとして
●●ポイント付与 ・子育て支援

・地域経済の活性化
・交通支援
・地域健康活動の推進 等

【施策目的】

自治体が主体となることから、対象者を限定することが可能（年齢・所得・
子育て世帯・地域活動参加者など）

事務局（自治体マイナポイント事業ポータルを運営）

・自治体ー決済事業者のマッチングの支援
・契約・精算事務の支援

地域独自のポイント給付施策をオンラインで迅速かつ効果的
に実施できる自治体マイナポイント事業を全国展開することで、
マイナンバーカードの利便性の向上を図るとともに消費喚起・
地域経済の活性化を強力に推進。

・マイナンバーカードの普及
カードを保有する者に対し、自治体独自の施策ポイントを給付することで、
まずはカードの取得を促進

・地域の消費喚起、地域経済の活性化
ポイントの受取を自治体住民に限定することや、地域通貨を活用すること

で、地域内の消費を喚起し、地域経済を活性化

自治体マイナポイントの意義
・キャッシュレス決済の利用促進
住民が登録したキャッシュレス決済サービスにポイントを付与することで、
キャッシュレス決済の利用を促進

・デジタル化で簡単・迅速に給付
オンラインでの申請・給付とすることで、行政や住民の手続負担を軽減

し、迅速な給付を実現
・自治体の施策を効果的に推進

施策目的に応じて対象の限定（年齢・所得・子育て世帯等）、給付額・期間の設定、カードの本人確認機能を活用して正確で重複のない給付とすることが可能

自治体マイナポイント事業
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第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（２）マイナンバーカードの普及促進・利活用拡大

【具体的取組】
⒢自治体マイナポイントの全国展開
・ 地域独自のポイント給付施策をオンラインで迅速かつ効果的に実施できる自治体マイナポイントの基
盤を整備し、全国展開を推進する。

（デジタル庁国民向けサービスグループマイキープラットフォーム担当、総務省自治行政局マイナポイント施策推進室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：マイナポイント第２弾

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

自治行政局マイナポイント施策推進室

予算額 （令和３年度補正予算：1,813,406百万円）

マイナポイント第２弾の実施

112

目的

詳
細

マイナポイントにより、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の拡大を図りつつ消費を喚起し、さらに健康保険証利用や公金受
取口座の登録も促進することでデジタル社会の実現を図る。

施策
効果の
詳細

概要
マイナポイントにより、マイナンバーカードの普及やキャッ
シュレス決済の拡大を図りつつ消費を喚起し、さらに健
康保険証利用や公金受取口座の登録も促進すること
でデジタル社会の実現を図る。

マイナンバーカードの普及を促進するとともに、消費喚起や生活の質
の向上につなげるため、マイナンバーカードを活用して、幅広いサービ
スや商品の購入などに利用できるマイナポイント（１人当たり最大
２万円相当）を付与する。

②健康保険証利用
・過去の薬剤情報や特定健診結果を医師等に共有
することで、より良い医療を受けられるようになる

・高額療養費制度の限度額を超える支払が不要
・マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の

医療費控除が簡単に

③公金受取口座
・預貯金口座を予め登録しておくことで緊急時の給付金
や児童手当などの公的給付等の迅速かつ確実な
支給が受けられるようになる

※公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法
律（令和３年５月公布）

※令和４年３月28日よりマイナポータルからの公金受取口座の登録開始

①マイナンバーカード
・住民誰もが無料で取得できる公的な顔写真付き
本人確認書類であると同時に、オンラインでも安全・確実に本人
確認を行える極めて高い認証強度を持ったデジタル社会の基盤と
なるツール

最大20,000円分を
お好きなキャッシュレス決済サービスのポイントとして付与

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

7,500円相当7,500円相当最大5,000円相当

マイナポイントにより、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の利用拡大を図りつつ消費を喚起し、
さらに健康保険証利用や公金受取口座の登録も促進することでデジタル社会の実現を図る

マイナポイント第２弾対象者 ポイント付与数 付与方式 予算上の積算人数 ポイントの申込期間
ポイントの対象となる

カード申請期限

①カード新規取得者等
※マイナンバーカードの既取得者のうち、

マイナポイント第１弾の未申込者を含む。
最大5,000円相当

プレミアム方式、
ポイント付与25%
※20,000円のチャージ又はお買い物に
対し、最大5,000円相当のポイント付与

6,950万人分 令和４年１月
～令和５年２月末

令和４年12月末②健康保険証利用申込
※既登録者及び利用申込みを行った者を含む。 各7,500円相当 直接付与方式 各9,500万人分 令和４年６月30日

～令和５年２月末③公金受取口座登録
※既登録者を含む。

（参考）マイナポイント第１弾 カード取得者 最大5,000円相当 プレミアム方式、ポイント付与25% 申込者数 約2,534万人 令和２年7月～令和３年12月末 令和３年４月末

●イメージ：

●対象者とポイント付与数・申込期間・対象となるカード申請期限等：

取得 申込 登録



第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（２）マイナンバーカードの普及促進・利活用拡大

【具体的取組】
⒣マイナポイント第２弾によるデジタル社会の実現
・ マイナンバーカードの普及を促進するとともに、消費喚起や生活の質の向上につなげるため、マイナ
ンバーカードを活用して、幅広いサービスや商品の購入等に利用できるマイナポイント（①マイナン
バーカードの新規取得者等に最大5,000円相当、②健康保険証利用申込者に7,500円相当、③公金
受取口座登録者に7,500円相当）を付与する。
このマイナポイント第２弾により、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の拡大を図りつつ消
費を喚起し、更に健康保険証利用や公金受取口座の登録も促進することでデジタル社会の実現を図
る。

（デジタル庁国民向けサービスグループマイキープラットフォーム担当、マイナポータル担当、デジタル社会共通機能
グループ公金受取口座担当、総務省自治行政局マイナポイント施策推進室、厚生労働省保険局保険データ企画室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：JPQRを通じた地域のデジタル地域通貨・キャッシュレス決済の普及促進

施策
分類 ③その他 デジ田基本方針

における位置づけ ②デジタル基盤整備

情報流通行政局地域通信振興課デジタル経済推進室

予算額 ー

統一コード（ＪＰＱＲ）や地域通貨によるキャッシュレス基盤の構築

114

統一コード（JPQR）の普及を通じた地域のキャッシュレス化に向けた取組を
実施。目的

詳
細

統一コード（JPQR）や地域通貨の普及による地域のキャッシュレス化により、マイナポイント活用場面や決済データ利活用の拡大等、
地方における住民の利便性向上や消費喚起促進等による地域活性化に繋がる。

施策
効果の
詳細

概要
地方における住民の利便性向上や消費喚起促進等による
地域活性化のため統一コード（JPQR）や地域通貨の普及に
向けた取組を通じて、マイナポイント活用場面や決済データ
利活用の拡大等により地域のキャッシュレス化を推進する。

 日本のキャッシュレス決済比率は世界各国と比較すると低い状況
（2018年：韓国94.7%、中国77.3%、カナダ62.0%、英国

57.0%、米国47.0% ⇔ 日本24.2%）
 政府目標は、2025年６月までにキャッシュレス決済比率を４割程度

（出典）「成長戦略フォローアップ」（令和元年6月21日閣議決定）

キャッシュレス決済
実施概要（予定）

①自治体との連携強化
・デジタル地域通貨でのJPQR活用の促進
・全国自治体へのJPQRの周知広報 など

②公共機関・業界団体等への導入
・医療機関等、キャッシュレス化が進んでいない公共機関や
業界団体等でのJPQR活用を促進

③公金収納への導入
・公金収納の手段としてJPQRの活用を促進

④マイナポイント活用場面の拡大
・自治体マイナポイント等の普及機会を捉えて、自治体に
キャッシュレス化の手段としてJPQRを周知広報

キャッシュレス決済を導入しない理由

⇒・キャッシュレス決済のメリットは、「現金決済よりもレジ業務に要する
時間が35%短縮」「４割強のキャッシュレス利用者が非対応店舗を
避ける」「レジ締め・違算金確認の時間短縮」
・特にコード決済は、「手数料が低廉」「入金サイクルもスピーディー」
・その中でもJPQRは、「導入費・維持費が0円」「店頭のステッカーは
１種類でOK」

●キャッシュレス決済を導入しない理由の上位は、
①客からの要望がない
②手数料が高い
③導入のメリットが不明／実感できない

QRコード決済



第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（２）マイナンバーカードの普及促進・利活用拡大

【具体的取組】
⒤キャッシュレス基盤の構築による地域活性化
・ 地方における住民の利便性向上や消費喚起促進等による地域活性化のため、一般社団法人キャッ
シュレス推進協議会と共に統一コード（JPQR）や地域通貨の普及に向けた取組を通じて、マイナポイ
ント活用場面や決済データ利活用の拡大等により地域のキャッシュレス化を推進する。

（総務省自治行政局マイナポイント施策推進室、情報流通行政局情報流通振興課デジタル企業行動室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：マイナンバーカードの普及状況等を踏まえた交付税算定（2023 年度～）の 検討

施策
分類 ③その他

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

自治財政局交付税課

予算額 ー

ー
施策
効果の
詳細

マイナンバーカードの普及状況等を踏まえた交付税算定（2023年度～）の検討

116

・２０２３年度から、マイナンバーカードの普及状況等も踏まえつ
つ、マイナンバーカードの交付率を普通交付税における地域のデジ
タル化に係る財政需要の算定に反映することについて検討する。

マイナンバーカードの普及状況等を踏まえた交付税算定
の検討。目的 概要

＜令和４年度における内容＞

○ ２０２３年度から、マイナンバーカードの普及状況等も踏まえつつ、マイナンバーカードの交付率を
普通交付税における地域のデジタル化に係る財政需要の算定に反映することについて検討している。

○ 具体的には、マイナンバーカードが全国的に普及していく中で、各地方団体における地域のデジタル
化に係る財政需要とマイナンバーカードの交付率の状況等も踏まえつつ、地域のデジタル化に係る財
政需要を的確に反映する指標との観点から、２０２３年度からの算定に反映することについて検討
している。

詳
細



第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（２）マイナンバーカードの普及促進・利活用拡大

【具体的取組】
⒥マイナンバーカードの普及状況等を踏まえた交付税算定の検討
・ 2023年度から、マイナンバーカードの普及状況等も踏まえつつ、マイナンバーカードの交付率を普
通交付税における地域のデジタル化に係る財政需要の算定に反映することについて検討する。

（総務省自治財政局交付税課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：地方公共団体情報システムの標準化・共通化の推進

施策
分類 ①予算

自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室

予算額

地方公共団体情報システムの統一・標準化の推進

令和５年度概算要求：336百万円
（令和４年度予算：391百万円）

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備

118

目的

詳
細

施策
効果の
詳細

概要

＜中長期的取組＞

自治体における標準準拠システムへの移行作業を支援することにより、令和７年度までの円滑な移行が可能となり、
自治体の人的・財政的負担の軽減や行政サービス・住民の利便性の向上に資する。

自治体における標準化基準に適合した情報シ
ステム（標準準拠システム）への移行を支援す
ることにより、標準化・共通化の取組の加速化・
円滑化を図る。

➣ 自治体における情報システム等の共同利用、手続の簡素化、
迅速化、行政の効率化等を推進するため、自治体に対して標
準化基準に適合した情報システムの利用を義務づける「地方公
共団体情報システムの標準化に関する法律」が成立。

（令和３年法律第40号）

➣ 令和７年度までに、自治体が標準化基準に適合した情報シス
テムへ円滑に移行することができるよう、標準仕様の改定や必要
な工程等をまとめた手順書の改定をはじめ、自治体における進
捗状況の把握・助言などを行う。

地方公共団体の基幹業務システムについて、住民サー
ビスの向上と行政の効率化を図るため、令和７年度までに、
ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへ移行する
ことを目指す。



第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（３）データ連携基盤の構築

i 公共・準公共領域におけるデータ連携基盤等の整備
【具体的取組】
⒟地方公共団体情報システムの統一・標準化
・ 地方公共団体の情報システムの統一・標準化の取組を進めるため、標準仕様に適合したシステム
への移行のために必要となる経費に対する補助（全額国費）を行うことで円滑な移行を支援する。支
援に当たっては、地方公共団体の意見を丁寧に聞きつつ、移行に当たり必要な措置を講ずる。

（デジタル庁デジタル社会共通機能グループ地方業務システム基盤チーム、総務省自治行政局住民制度課デジタル
基盤推進室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：統計データの利便性向上と環境整備 統計局統計情報システム管理官

統計データの利便性向上と環境整備

120

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

②デジタル基盤整備 予算額 （令和３年度補正予算：452百万円）

各府省は、統計データをより利便性の高いデジタル化を踏まえたかたちで提供
していく必要があることから、総務省は統計データの整備に係る方針を策定
し、各府省における統計データの整備を積極的に支援する。

経済の活性化のための様々な政策等の合理的な意思決定を支
える戦略的資源である「統計データ」の整備等を実施する。目的

詳
細

統計データの利便性向上等を通じて、各種施策の的確な企画立案、産業振興、学術研究事業の質の向上など、経済活性化を支える
取組に寄与する。

施策
効果の
詳細

概要

＜中長期的取組＞

令和３年度 令和４年度 令和５年度以降

支援策の継続
（FAQやホームページの追加）

各府省における統計データの整備

現状
補
正
予
算
に
よ
る
取
組

改善後

市区町村コードの付番等を実施機械が判読できない
（コードがなく、名称に空白も混ざる）

統一的な観点に基づくデータ整
備を実施することにより、容易
にデータを利用できるように。

多くの統計は、データ整備
が不十分なため、データの
利用に手間がかかる。

利活用のイメージ

容易にデータを利用

地域の状況を客観的データを用いて
分析し、各種施策の的確な立案等に
つなげる

• 府省共通の整備方針を踏まえ、各統計で表現が異なっている
データを標準化し、利活用しやすいデータとして整備すると
ともに、ひな形として各府省が活用

• ひな形に従い、各府省が継続的にデータを整備するための支援や
利便性の高いデータの提供や利活用に関する支援（利活用の実例
等を掲載するホームページの拡充等）を実施

＜施策の詳細＞

ガイドライン等の整理
総務省における
統計データ作成
の環境整備



第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（３）データ連携基盤の構築

ii 公共・準公共領域におけるその他の共通サービス基盤の整備
【具体的取組】
⒜統計データの利便性向上と環境整備
・ 各府省は、統計データをより利便性の高いデジタル化を踏まえたかたちで提供していく必要があるこ
とから、総務省は統計データの整備に係る方針を策定し、各府省における統計データの整備を積極
的に支援する。

（総務省統計局統計情報システム管理官、政策統括官（統計制度担当）付統計企画管理官）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：公的統計におけるビッグデータの利活用の推進 統計改革実行推進室

公的統計におけるビッグデータの利活用の推進

122

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針における
位置づけ

②デジタル基盤整備 予算額
令和５年度概算要求：70百万円
（令和４年度予算：46百万円）
※令和４年度事業も含め、新規事業として要求

目的

詳
細

ビッグデータ等を活用するための基盤を整えることにより、地方の社会・経済実態についてより迅速かつ詳細に把握することが可能になり、
各地域で直面している課題の把握・解決や地方での新たな産業の創出等につながる。

施策
効果の
詳細

概要

令和５年度 令和６年度 令和７年度～令和９年度

社会・経済実態の把握に資するビッグデータ等
を活用した統計作成を推進し、データ利活用の
基盤を整備する。

公的統計へのビッグデータの更なる活用を目指し、ビッグデータを活
用した試行的な取組（ビッグデータ・トライアル）を推進する。その
ための環境整備として、これまで取り組んできたビッグデータ連携会
議における課題等の整理や実証研究を継続して実施するとともに、
「ビッグデータ・ポータル」（仮称）の機能強化や、ビッグデータの
試験的な利用を可能にする場の実現に向けた検討等を行い、地方も巻
き込んだビッグデータ等の利活用をより一層推進する。

• 総務省においては、これまで
・「ビッグデータ等の利活用推進に関する産官学協議のための連携会議」における、ビッグデータ等の活用に係る優良事例や各種

課題等の整理
・ビッグデータを用いて算出した数値と、実際の公的統計の結果との比較検証事業
・ビッグデータの利活用に関する情報を一元的に提供する「ビッグデータ・ポータル」（仮称）の立ち上げ
に取り組んできたところ。今後は、これらの取組を「ビッグデータ・トライアル」の実施に向けた環境整備事業として推進し、地
方も巻き込んだビッグデータ等の利活用をより一層推進する。

令和５年度の取組（予定）
• 「ビッグデータ・ポータル」（仮称）について、利用者のニーズ等も踏まえつつ、必要なアップデートや機能強化等を行う。
• 引き続き、実際の公的統計の結果とビッグデータを用いて算出した数値との比較検証等を行い、活用に当たっての課題及びその解

決策等を把握し、各府省への横展開を行う。
• 様々なビッグデータを試験的に利用すること（ビッグデータ・シェアリング）ができる場の実現に向け、制度面の課題等を整理す

るとともに、民間のデータホルダー、研究機関、地方公共団体等の関係者との連携の在り方等を検討する。
＜今後５年間における中長期的取組＞

ポータルの継続的な運用により、ビッグデータの活用の推進のための環境整備を進める
（利用者からのフィードバックを踏まえ、継続的機能強化）

人流データを活用した公的統計との比較検証を継続
人流データ以外の新たなデータも活用した検証を行い、活用可能なデータの整備を更に進める

必要な機能強化
（サンプルデータの利用機能等）

人流データを活用した
公的統計との比較検証

ビッグデータ・シェアリングを
実施する場を試行的に設置

ビッグデータ・シェアリングの
実施に向けた調査研究

利活用推進事業

ビッグデータ・
ポータル

ビッグデータ・
シェアリング

R6年度までの取組を踏まえ、ビッグデータ・シェアリング
の場を実現し、ビッグデータ・トライアルの取組を加速

様々なビッグデータの試験的な利用・分析
ビッグデータ・シェアリング

ビッグデータ・ポータル

利活用推進事業
人流データ等の活用に向けた研究

ビッグデータの利活用に係る情報提供



第３章 各分野の政策の推進
２．デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
（３）データ連携基盤の構築

ii 公共・準公共領域におけるその他の共通サービス基盤の整備
【具体的取組】
⒝公的統計におけるビッグデータの利活用の推進
・ ビッグデータ等の活用に関する情報を一元的に集約・提供する「ビッグデータ・ポータル（仮称）」を構
築し、ビッグデータ等を用いて各地域で直面している課題を把握・解決した好事例等を広く共有し、同
様の取組を推進する。

（総務省統計改革実行推進室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：CIO補佐官等としての外部人材の確保

施策
分類 ③その他

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

③デジタル人材の育成・確保

市町村がCIO補佐官等として外部人材
を任用等又は募集するための経費につい
て特別交付税措置を講じる。

目的

詳
細

自治行政局地域情報化企画室

予算額 －

市町村における外部デジタル人材（CIO補佐官等）の確保を支援することにより、自治体DXを推進し、デジタル社会の実現に寄与。
施策
効果の
詳細

概要

デジタル人材の還流等の促進①

＜中長期的取組＞
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

任用等するための経費に対する財政措置

募集するための経費に対する財政措置

市町村においては、自治体DXを推進する上で重要な役割を担うCIO補佐官等
について、適任者が見つけられないなど、その確保が課題となっていることから、市
町村におけるCIO補佐官等としての外部人材の確保を支援することにより、市町
村における自治体DXの推進体制構築の取組を推進することが必要。

特別交付税措置の概要

（１）対象経費

①市町村がCIO補佐官等として外部人材を任用等するための経費として次に掲げるもの
・特別職非常勤職員として任用する場合：報酬等（期末手当等を含む。）
・外部に業務委託する場合：委託料等

②市町村がCIO補佐官等として外部人材を募集するための経費（令和４年度から拡充）

※１団体においてCIO補佐官等として複数の外部人材を任用等した場合であっても、
財政措置の対象は１名分とする。

（３）措置期間

市町村が支出した対象経費の合計額に
0.5を乗じて得た額。
ただし、募集するための経費について、そ

の額が100万円を超えるときは、100万円
に0.5を乗じて得た額を上限とする。

（２）措置額

令和３年度から令和７年度まで

※自治体の取組状況やニーズ等を踏まえ、適宜、措置の見直しを検討
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施策名：デジタル人材の還流等の促進（人材マッチング機能の強化・ネットワーク化）

施策
分類 ①予算

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

③デジタル人材の育成・確保

自治体DXや地域社会のデジタル化
を担う外部デジタル人材の確保に向
けて、人材マッチング支援の充実、都
道府県等による人材シェアリングの促
進等に取り組む。

目的

詳
細

自治行政局地域情報化企画室

予算額 令和５年度概算要求：87百万円

自治体における外部デジタル人材（CIO補佐官等、地域活性化起業人、地域プロジェクトマネージャー等）の確保を支援することにより、
自治体DXや地域社会のデジタル化を推進し、「デジタル田園都市国家構想」の実現に寄与。

施策
効果の
詳細

概要

自治体においては、「自治体DX推進計画」（総務省策定）に基づき、様々なDXの
取組を短期集中的に実施することが求められており、取組を実施するためのデジタル
人材の確保・育成が急務となっている。加えて、デジタル人材は官民ともに需給が逼
迫しており、特に人材が不足している地方圏においては、即戦力となる外部デジタル
人材の確保は容易ではないことから、地方圏における外部デジタル人材の確保につい
て、各自治体のニーズを把握した上で、きめ細かな支援を実施することが必要。

① 自治体における人材確保のための
財政支援（地方財政措置）、民間
人材サービス会社との連携、外部デジ
タル人材に求められるスキルの標準の
策定等により、人材マッチング支援を
充実

② 都道府県・複数市区町村間での人
材シェアリングを促進するモデル事業
を通じた伴走支援

③ 地域で活躍する外部デジタル人材
のネットワークを構築し、好事例を横
展開

①人材マッチング
②人材シェアリング

一緒に自治体DXを
推進してくれる人が欲しい

一緒に探しましょう！
こんな方はどうですか?

隣の○町さんもこの人と
地域振興を進めませんか？

【人材サービス会社】

【総務省】

③人材ネットワーク

相談

取組の全体イメージ

デジタル人材の還流等の促進②
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施策名：市区町村の外部デジタル人材の募集情報の周知等

施策
分類 ③その他

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

③デジタル人材の育成・確保

市区町村における外部デジタル人材の確
保を支援するため、市区町村のデジタル
人材の募集情報を民間人材サービス会
社やデジタル人材に対して広く周知。

目的

詳
細

自治行政局地域情報化企画室

予算額 －

市区町村における外部デジタル人材の確保を支援することにより、自治体DXを推進し、デジタル社会の実現に寄与。
施策
効果の
詳細

概要
市区町村においては、自治体DXを推進するために必要なデジタル人材について、
適任者が見つけられないなど、その確保が課題となっていることから、市区町村に
おける外部デジタル人材の確保を支援することにより、市区町村における自治体
DXの推進体制構築の取組を推進することが必要。

① デジタル人材・企業が市区町村を選定する際に必要となる情報を盛り込んだ標準的な様式（標準募集様式）を市区町村が作成
② 都道府県を通じて、標準募集様式により市区町村の募集情報を総務省が収集し、HPで公表
③ 募集情報の更新について、情報提供を希望するデジタル人材・企業（事前に総務省に登録）に対して随時情報発信

取組のイメージ

●協力企業等

【デジタル人材・企業等】
●デジタル人材

○ デジタル人材・協力企業
は、応募の検討等を行う

デジタル人材・企業からの応募を受けて、面接等のプロセスを経て選定
（１人が複数自治体に応募し、兼務することもあり得る）

【総務省】【都道府県】【市区町村】

総務省HP
公表

○ 総務省HPで公表
○ 募集情報の提供を希望するデ

ジ タル 人材 ・企業等を募 集 し 、
情報提供

情報提供

情報提供
○ 都道府県は、市区町村が共同での

任用を希望する場合の調整や、地
域のデジタル人材（職員OB・OG、
地元 IT企業社員等）を把握し市
区町村に紹介するなど支援を行うこ
とも検討

収集

○ 市区町村は、自団体のニーズを踏まえて、
標準募集様式を作成し、都道府県に送付

共同での任用を希望

非常勤職員を希望

常勤職員を希望

デジタル人材の還流等の促進③
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第３章 各分野の政策の推進
３．デジタル人材の育成・確保
（４）デジタル人材の地域への還流促進

①「デジタル人材地域還流戦略パッケージ」の推進
【具体的取組】
⒟地方公共団体へのデジタル人材の確保支援
・ 市町村がCIO補佐官等として、外部人材を任用する場合等に要する経費について地方財政措置を
講ずるとともに、市区町村における外部人材の募集情報を収集の上、総務省ウェブサイトで公表する
とともに、協力企業に展開し、市区町村の取組を後押しする。また、地方公共団体と外部人材のマッ
チング機能の強化や、複数市町村により外部人材を共有する仕組みへの支援等を推進するとともに、
人材同士のネットワークを強化する。

（総務省自治行政局地域情報化企画室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：地域ICTクラブの普及推進 情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室

地域ＩＣＴクラブの普及推進

128

施策
分類 ③その他 予算額 ー

（令和４年度予算：165百万円の内数）
デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

③デジタル人材の育成・確保
④誰一人取り残さない社会の実現

目的

詳
細

地域でプログラミング等のICT活用スキルを学ぶ機会を提供し、地域の交流やプログラミング等を通じた地域の課題解決に資する学びを
推進することにより、ICT人材育成の観点から誰一人取り残さない社会を実現する。

施策
効果の
詳細

概要

・プログラミング教育は、論理的思考力や課題発見・解決力、
創造力等の育成に有用

・学校教育に導入され小学校では令和２年度から必修化
・地域の学びが学校教育を補完する視点も一層重要に
・総務省では、地域におけるプログラミング教育の推進として、
「地域ICTクラブ」の普及推進を目指す

【オンラインによる地域の学び】
オンライン（仮想空間）の中で、地域の交流やプログラミ
ング等を通じた地域の課題解決に資する学びを推進（イ
メージ）

○オンラインによる地域の学びの好事例の創出を促進。
・オンライン環境下でのクラブ活動の発展的な好事例の創出支援

○地域の学びの運営支援
・好事例の共有、新たに立ち上げを希望する団体のサポート活動等

・地域で子供たちが住民とモノづくりやデザイン等をテーマに、プログラミング
等ICT活用スキルを学び合う中で、世代を超えて知識・経験を共有する
機会を提供すべく平成30年度から２年間実証事業を実施

・今後、オンラインによる地域の学びの好事例の創出等により、更なる
普及促進を図る



第３章 各分野の政策の推進
３．デジタル人材の育成・確保
（６）その他の関連重要施策

①初等中等教育段階における情報活用能力の育成
【具体的取組】
⒜初等中等教育段階における情報活用能力の育成
・ 将来のデジタル人材として期待される、中学生や高校生等が取り組むデジタル関連活動（学校部活、
地域クラブ活動、個人活動など）やデジタル関連授業を産業界等が支援する取組を、産学官の連携
により促進する。

（経済産業省商務情報政策局情報技術利用促進課、文部科学省初等中等教育局学校デジタル化プロジェクトチー
ム情報教育振興室、総務省情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室）

４．誰一人取り残されないための取組
（１）デジタル活用を促すための支援

【具体的取組】
⒝地域ICTクラブの普及推進
・地域でプログラミング等のICT活用スキルを学ぶ機会を提供する「地域ICTクラブ」の更なる普及促進
に向け、地域ICTクラブ間及び地域ICTクラブと多様な主体との連携の拡大等により地域の学びの運
営支援を行う。

（総務省情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：データサイエンス・オンライン講座 統計局統計情報利用推進課

データサイエンスに関する講座の実施

130

施策
分類 ①予算 予算額 令和５年度概算要求：38百万円

（令和４年度予算：23百万円）
デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

③デジタル人材の育成・確保

統計リテラシーの向上と国民や事業者による統計データの適切な利用を推進。
施策
効果の
詳細

目的

詳
細

概要

＜中長期的取組＞

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

データサイエンス・オンライン講座の運営

入門編リニューアル

統計リテラシーを有する者を増加させ、データサイエ
ンス力の高い人材の育成と国民や事業者による
データの適切な利用を推進する。

「公的統計の整備に関する基本的な計画」（令和２年６月２日閣議決定）において、国民
や事業者による統計データの適切な利用等には、統計リテラシー（統計の有用性を理
解し、統計データを活用していく能力）の向上が重要であるとされており、MOOCの
仕組みを活用した「データサイエンス・オンライン講座」等を提供することにより、統計
への理解増進とデータに基づく科学的考え方及び問題解決能力を養う。

 国民や事業者による統計データの適切な利用
 データサイエンス力の高い人材の育成

<入門編>
統計学の基礎や
統計データ分析
の基本的な知識
を学ぶ

<実践編>
ビジネス上での
分析事例を中心
に実務的なデー
タ分析の手法を
学ぶ

<活用編>
統計オープン
データを活用した
データ分析の基
本的な知識を習
得

オンライン講座の継続提供
リニューアルによる受講への動機付け
プログラミングセミナーの実施

ニーズに応じた資料のリニューアル

<MOOC（Massive Open Online Courses）>

インターネット上で誰でも無料で参加可能な、大規模で
オープンな講座。 ビデオ講義を試験やレポート、ディス
カッション可能な掲示板を提供し、修了証を発行

１講義動画・ディスカッション

３修了証の取得

２選択式テスト
無料

ｵﾝﾗｲﾝ講座

・統計データを利活用していく能力の向上に資する「デー
タサイエンス・オンライン講座」を提供

・大学生・社会人等を対象に、公的統計を活用しながら統
計分析を行うプログラミングセミナーを実施

プログラミングセミナーの実施

＜プログラミングセミナー>
データ分析を行うために必要となるプログラミング技術を習得



第３章 各分野の政策の推進
３．デジタル人材の育成・確保
（６）その他の関連重要施策

②デジタルスキルを習得する多様な機会の確保
【具体的取組】
⒜データサイエンスに関する講座
・ 統計リテラシーを有する者を増加させ、データサイエンス力の高い人材の育成と国民や事業者によ
るデータの適切な利用を推進することを目的として、統計データを利活用していく能力の向上に資す
るオンライン講座を実施する。

（総務省統計局統計情報利用推進課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：統計リテラシー向上セミナー（民間企業対象）

施策
分類 ①予算

統計局統計データ利活用センター

予算額 令和５年度概算要求：15百万円
（令和４年度予算：13百万円）

統計リテラシーの向上及びビジネスにおける統計データの有効活用の推進
施策
効果の
詳細

統計リテラシー向上セミナーの開催

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

③デジタル人材の育成・確保

132

民間企業の社会人を対象に、ビジネスで役立つ統計データ利活用に関するセミ
ナーを開催

企業におけるデータサイエンススキルの裾野拡大及び政府統計
データへの理解増進を図ることで、統計リテラシーの向上を促しビジ
ネスにおける統計データの有効活用を推進する。

目的

詳
細

概要

＜中長期的取組＞
令和４年度 ５年度 ６年度以降

統計データ利活用セミナーの実施

企業におけるデータ利活用のニーズ把握、次回セミナーの企画に反映

WEBセミナー

jSTAT MAP

・ビジネスで役立つ統計学の基礎
・政府統計データを用いたデータ分析に関する知識

集合セミナー
・データサイエンスの最新のトレンドに関する講義
・実際のビジネスシーンを想定したデータ分析演習
やグループワーク

・地図と政府統計データをベースとした
GISサービスの提供

・フランチャイズビジネスにおけるドミ
ナント戦略

＜ビジネスシーンにおける統計データの有効活用（例）＞



第３章 各分野の政策の推進
３．デジタル人材の育成・確保
（６）その他の関連重要施策

②デジタルスキルを習得する多様な機会の確保
【具体的取組】
⒝統計リテラシー向上セミナー

・ 民間企業における統計データの利活用が可能な人材を育成し、政府統計データへの理解増進を図
り、ビジネス社会における政府統計データの有効活用を推進することを目的として、民間企業の社会
人を対象にビジネスで役立つ統計データ利活用に関するセミナーを開催する。

（総務省統計局統計データ利活用センター）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：地域に根付いたセキュリティコミュニティ（地域SECUNITY）の形成促進

施策
分類 ①予算

大都市圏を除く各地域ではセキュリティに関する人材育成、普及啓
発等の機会が十分でないことから、地域ごとのセミナー・インシデント
演習の開催などの取組を支援。

目的

詳
細

サイバーセキュリティ統括官室

予算額 令和５年度概算要求：41百万円
（令和４年度予算：41百万円）

地域のセキュリティ・コミュニティ（「地域SECUNITY」）の活動支援を通じ、各地域においてサイバーインシデント対応演習等を開催する
とともに、各地域の特色を生かした産学官連携を促進することで、全国の全11ブロックにおけるセキュリティ・コミュニティと連携し、地域にお
けるセキュリティ人材の育成や地域企業のセキュリティ強化を図る。

施策
効果の
詳細

概要

地域のセキュリティ・コミュニティの活動支援等

＜中長期的取組＞
地域ごとのセミナー・インシデント演習の開催などの取組支援等を通じ、地域に
おけるセキュリティ人材の育成や地域企業のセキュリティ強化を図ることで、デジ
タル田園都市国家構想の実現に貢献します。

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

地域のセキュリティ・コミュニティ強化のための支援を実施

地域レベルでのセキュリティ・コミュニティを形成し、サイ
バーセキュリティに関する定期的な情報共有等を通じて、
地域単位での事業者のサイバーセキュリティレベルの向上
を図る。

全国のセキュリティコミュニティ

＜本事業の内容＞
・地域ごとのセミナー・インシデント演習の開催
・若者等のセキュリティリテラシー向上などの先進的な取組を支援 ■セミナー等の開催

・総合通信局等が開催する全国各地におけるサイバーセキュリティに関するセミ
ナー等の開催を支援（講師謝金、会場費など）。

・近畿局では、地方都市で少人数の座談会(サイバーセキュリティカフェ)を開催

＜令和３年度の主な取組（一例）＞

■インシデント対応演習の開催
・地域の事業者への事前調査の上、インシデント対応演習のシナリオ（ホーム

ページの改ざん、ランサムウェア感染の２通り）を作成し、全国各地で机上
演習を開催。

デジ田基本方針
における
位置づけ

③デジタル人材の育成・確保
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第３章 各分野の政策の推進
３．デジタル人材の育成・確保
（６）その他の関連重要施策

②デジタルスキルを習得する多様な機会の確保
【具体的取組】
⒟地域のサイバーセキュリティ人材の育成

・ 地域のセキュリティ・コミュニティ（「地域SECUNITY」）の活動支援を通じ、各地域においてサイバー
インシデント対応演習等を開催するとともに、各地域の特色を活かした産学官連携を促進することで、
地域におけるセキュリティ人材の育成や地域企業のセキュリティ強化を図る。

（総務省サイバーセキュリティ統括官室、経済産業省商務情報政策局サイバーセキュリティ課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策
分類 ①予算

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）に組織した
ナショナルサイバートレーニングセンターにより、国の機関、地方
公共団体、独立行政法人、重要インフラ事業者等を対象とした
実践的サイバー防御演習（CYDER）を全国各地で計100回、
3000人を対象に毎年実施。

国、地方公共団体及び重要インフラ事業者等を対象に
サイバー攻撃に対処可能な人材を育成することで、
我が国のサイバー攻撃への対処能力を強化する。

目的

詳
細

予算額 令和５年度概算要求：1,300百万円
（令和４年度予算：1,187百万円）

全都道府県において、実践的サイバー防御演習（CYDER）を実施することで、全ての地方公共団体等にサイバー攻撃への実践的な
対処能力を持つセキュリティ人材（年3000人）を育成する。

施策
効果の
詳細

概要

地方公共団体等におけるサイバーセキュリティ人材の育成に向けた実践型演習の実施

＜中長期的取組＞

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

コース名 演習方法 レベル 受講想定者（習得内容） 受講想定組織 開催地 開催回数 実施時期

A

集合演習

初級 システムに携わり始めた者
(事案発生時の対応の流れ) 全組織共通 ４７都道府県 ６５回 ７月～翌年２月

B-1
中級 システム管理者・運用者

(主体的な事案対応・ｾｷｭﾘﾃｨ管理)
地方公共団体 全国１１地域 ２０回 10月～翌年１月

B-2 地方公共団体以外 東京・大阪・名古屋・つくば １３回 翌年１月～２月

C 準上級 セキュリティ専門担当者
(高度なセキュリティ技術) 全組織共通 東京 ３回 10月～翌年２月

オンライン標準
ｵﾝﾗｲﾝ演習 初級相当 システムに携わり始めた者

(事案発生時の対応の流れ) 全組織共通 （受講者職場等） 随時 ５月～７月
オンライン入門 入門 翌年１月～２月

実践的サイバー防御演習（CYDER）の実施
本番同様のデータを

使用した演習

・専門指導員による
補助

・チーム内での議論を
通じた相互理解

・自治体・企業の庁内LANや端末を再現した環境で演習を実施
・受講チームごとに独立した演習環境を構築

サイバー攻撃に対処可能な人材を継続的に育成することで、我が国の
サイバー攻撃への対処能力を強化し、デジタル田園都市国家構想の
実現に貢献します。

＜令和4年度 実施計画＞

＜演習イメージ＞

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

③デジタル人材の育成・確保

施策名：地方公共団体及び重要インフラ事業者等を対象とした実践的サイバー防御演習（CYDER） サイバーセキュリティ統括官室
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第３章 各分野の政策の推進
３．デジタル人材の育成・確保
（６）その他の関連重要施策

③公的分野におけるデジタル人材の育成・確保
【具体的取組】
⒝サイバーセキュリティ人材育成に向けた演習
・ 国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、国の機関、地方公共団体等の情報システム担当者
等を対象に、実機の操作を伴った体験型の演習を実施し、サイバー攻撃への実践的な対処能力を
持つセキュリティ人材等を育成する。

（総務省サイバーセキュリティ統括官室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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目的

詳
細

概要

施策名：国家公務員・地方公務員における統計人材の育成 統計研究研修所

・ 正確で利用しやすい統計を作成・提供するため、
統計作成の中核を担う統計人材の育成。

・ 統計データを政策の立案等に活用するための公務員
全体の統計リテラシー向上を推進。

多くの職員が受講可能な研修システムの整備や研修コンテンツを拡充する
ことにより、統計の作成・データの利活用が可能な人材の育成を推進。

・ 国家公務員・地方公務員を対象として、統計の作成、分析・利
用に必要な理論や手法の習得を目的とした研修を実施。

・ オンライン研修の活用により、多くの職員に、 時間や場所に関係
なく受講しやすい環境を整備。

＜多様な受講方法＞

令和４年度 令和５年度～令和６年度 令和７年度以降

オンライン統計研修
システムの更改

オンライン研修のコンテンツ充実・強化

新たな研修システムでの研修の提供
（令和５年１月～） 統計作成・

データを活用
できる人材を
継続的に輩出

施策
分類 ①予算

オンライン研修やライブ配信等、幅広く受講できる仕組みを整備・活用し、統計人材の育成を推進、年間約8千人の受講を目指す。
施策
効果の
詳細

＜中長期的取組＞

集合研修

ライブ配信
研修

オンライン
研修

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配信

インターネット配信等を活用し、幅広く受講可能な仕組みを整備。 時間・場所の制約がないオンライン研修を活用した研修プログラムを充実。

双方向の演習を中心とした集合研修と集合研修のライブ配信を
組み合わせることで、より効果的な統計研修を提供

＜オンライン研修の充実＞

＜ライブ配信・集合研修の活用＞

統計人材の育成に向けたICTを活用した研修の充実

予算額
令和５年度概算要求：107百万円

（ほかデジタル庁19百万円）
（令和4年度予算：86百万円）

（ほかデジタル庁35百万円）

※オンライン研修システムの整備・運用は
デジタル庁計上予算で実施予定

デジ田基本方
針における
位置づけ

③デジタル人材の育成・確保
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第３章 各分野の政策の推進
３．デジタル人材の育成・確保
（６）その他の関連重要施策

③公的分野におけるデジタル人材の育成・確保
【具体的取組】
⒞国家公務員・地方公務員における統計人材の育成
・ 統計の作成、分析・利用に必要な知識の習得を目的として国家公務員・地方公務員を対象に実施
する研修について、集合形式の研修に加え、eラーニング形式のオンライン研修や研修のライブ配信
等、ICTを活用した研修の充実を図り、多くの職員が受講しやすい環境を整備する。

（総務省統計研究研修所研修企画課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：テレワーク普及展開推進事業【再掲】

① テレワーク・ワンストップ・サポート事業
・テレワークマネージャー（テレワークのセキュリティ、ICTツール、労務管理に係る専門家）が、テレワークの導入・改善を検討してい

る企業・団体の希望に応じ、無料 コンサルティング（Web・訪問）を実施。
・各地域にテレワークの一次相談窓口を整備。
②テレワーク月間における普及啓発
・11月を「テレワーク月間」とし、テレワークに関する様々な情報を発信。
・テレワーク先駆者百選表彰の基準を見直し、ICTの利活用により、質の高いテレワークを実施している企業等を表彰。
③最先端技術活用に関する調査研究
・メタバース等の新技術を活用した、コミュニケーションの課題解決に関する調査研究。
④テレワークによる地方課題解決に関する実証事業
・導入率が低い地方部における更なる普及を目指し、
地域課題解決等につながる取組に係る実証事業を実施。

施策
分類 ①予算

「新たな日常」におけるテレワークの定着を図るため、テレワークを導
入しようとする企業等に対する相談支援やテレワークに関する普及
啓発を実施するとともに、これまでのテレワーク実施で明らかになった
コミュニケーションの低下等の課題を克服した質の高いテレワークの
実現やテレワークによる地域課題の解決に係る実証を実施。

地域や規模によらず企業や団体のテレワーク導入を推進し、
在宅や地方でも就業を可能とし、時間や場所を有効に活
用できる柔軟な働き方であるテレワークの定着を図る。

目的

詳
細

情報流通行政局地域通信振興課

予算額 令和５年度概算要求：710百万円
（令和４年度予算：261百万円）

地域や規模によらず企業や団体のテレワーク導入を推進することで、企業や団体にとっては、テレワーク導入を通じた業務改革や場所に
とらわれず優秀な人材の確保が可能となり、働き手にとっては、場所を選ばない働き方として、住みたい地域に住みながらの就労が可能
となるとともに、出社やフルタイム前提の従来の働き方では対応できなかった人の就労も可能となることで、地方と都市の差の縮小や、地
方の活性化等につながり、「デジタル田園都市国家構想」に寄与する。

施策
効果の
詳細

概要

テレワークマネージャーの派遣等による地域におけるテレワークの普及促進

＜中長期的取組＞
令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

全国的な導入支援体制の整備、中小企業等に対する専門家による無料相談

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

③デジタル人材の育成・確保
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第３章 各分野の政策の推進
３．デジタル人材の育成・確保
（６）その他の関連重要施策

③公的分野におけるデジタル人材の育成・確保
【具体的取組】
⒠デジタル人材育成を通じた地域におけるテレワークの普及・促進
・ 都市部と比べてテレワークの普及が遅れている地域において、テレワークマネージャーの派遣等を
通じて地方公共団体との連携を強化し、ICTツールの積極的活用を推進できるデジタル人材を育成・
確保することで、地域におけるテレワークの普及を推進する。

（総務省情報流通行政局情報流通振興課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：地域情報化アドバイザー派遣事業

施策
分類 ①予算

• 地域が抱える様々な課題を解決するため、ICTを利活用した取組を
検討する地方公共団体等からの求めに応じ、ICTの知見等を有す
る「地域情報化アドバイザー」を派遣し、 ICT利活用に関する助言
等を行う。

目的

詳
細

情報流通行政局地域通信振興課

予算額 令和５年度概算要求：125百万円
（令和４年度予算：105百万円）

地域情報化アドバイザー派遣事業により、ICTの知見やノウハウを有する専門家を派遣し、地域のデジタル課題に取り組む人材の育成を
支援し、地域のICT利活用を促進する。

施策
効果の
詳細

概要

地域情報化アドバイザーの派遣等によるICT活用推進

＜中長期的取組＞

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

地域情報化アドバイザーの派遣の実施・地域のデジタル化の推進

• 地域情報化を担う専門人材の不足が課題となる中、
地方公共団体におけるICTを活用した業務の効率化や
住民サービスの向上を実現するための人的支援方策とし
て、「地域情報化アドバイザー」の派遣を通じて、地域活
性化・地域課題の解決に資する地域情報化を推進。

＜派遣の仕組み＞

• 令和４年度は、先進自治体職員、大学教員、CivicTech
等の有識者総勢204名に委嘱。

• 現地派遣は年間3回まで、オンライン会議による支援であれ
ば合計10時間の範囲内において、支援が可能。

• 事業の内容に応じて、複数人のアドバイザーによるチーム型
の支援を実施。

＜派遣実績＞
• 年度毎の派遣実績は次のとおり。

令和３年度 （2021年度）389団体
令和２年度 （2020年度）227団体
令和元年度 （2019年度）347団体
平成30年度（2018年度）237団体
平成29年度（2017年度）200団体
平成28年度（2016年度）151団体

• 令和３年度の分野別派遣状況としては、人材の育成・活用の他、
テレワーク、自治体システム／セキュリティ／地域情報プラットフォーム
といった分野に関する派遣申請が上位。

総
務
省

事業の内容等に応じて専
門家の派遣を実施

２.派遣人材
を決定

１.派遣要請

地域情報化
アドバイザー

３.助言等３.派遣決定

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

③デジタル人材の育成・確保
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第３章 各分野の政策の推進
３．デジタル人材の育成・確保
（６）その他の関連重要施策

③公的分野におけるデジタル人材の育成・確保
【具体的取組】
⒡地域情報化アドバイザー派遣等によるICT活用推進
・ ICTを活用した地域活性化に関する各種セミナー等により優良事例の周知広報を行うとともに、「地
域情報化アドバイザー」の派遣、地方公共団体職員向けの研修を通じて、地域におけるICT人材の
育成を推進する。

（総務省情報流通行政局地域通信振興課）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：デジタル活用支援推進事業

施策
分類 ①予算

デジ田基
本方針
における
位置づけ

④誰一人取り残さないための取組

・民間企業や地方公共団体等と連携し、高齢者等のデジタル活用の不安解消
に向けて、オンラインによる行政手続等のスマートフォンの利用方法に対する助
言・相談等の対応支援を行う「講習会」を全国において実施。
・令和４年度以降、携帯電話ショップ等が身近にない地域を含め、本事業の講
師の派遣を全国的に実施できるよう、育成・派遣する仕組みを構築。

目的

詳
細

情報流通行政局情報流通振興課

高齢者等のデジタル活用の不安解消に向けて、オンライン行政手続等のスマートフォンの利用方法に対する助言・相談等を行う講習会
を実施し、令和3年度は実施拠点2000箇所、令和4年度および令和5年度は実施拠点3000箇所を目指す。令和4年度以降は、
講師派遣も合わせて実施し、政府全体としての取組目標である「デジタル推進委員」２万人の確保にも貢献

施策
効果の
詳細

概要

高齢者等に向けたデジタル活用支援の推進

＜中長期的取組＞

令和３年度 令和４年度 令和５年度以降

オンラインによる行政手続等のスマートフォンの利用方法に対する助言・相談等の対応支援を行う
「講習会」を全国において実施

講師の派遣を全国において実施

高齢者をはじめとした国民のデジタル活用を支援することに
より、「デジタル格差」の解消を図り、誰もがデジタル化の恩
恵を受けられる社会を実現。

＜事業内容＞ ＜令和３年度採択実績等＞
■携帯キャリア等（都市部等）

・身近なところに携帯ショップがある都市部を中心に、全国に拠点を
有する全国展開型の団体が講習会を実施

■地域に根差した支援（地方）
・地方公共団体と連携して、公民館等の公共的な場所で地域連携
型の団体が講習会を実施
・講習会等でカバーできない地域において、令和4年度以降は高度
なスキルを有する本事業の講師を派遣して支援
※本事業の講師派遣のための管理システムの構築等については、デ
ジタル庁一括計上予算で実施

 執行団体（直接補助事業者）における公募締切後、執行団体の下に
設置された外部有識者からなる評価会において、申請に対する評価を実
施し、同評価の結果を踏まえて、執行団体から事業実施団体（間接補
助事業者）に対して交付決定。

講師の育成・派遣
の仕組み構築

オンライン行政手続等に対する助言・相談等を行う講習会を全国において
引き続き実施し、講師派遣の実施を含め取組みを充実化。

予算額
令和5年度概算要求: 2,100百万円 (ほかデジタル庁一括計上34百万円）
令和4年度予算: 1,670百万円
令和3年度補正予算: 331百万円 (ほかデジタル庁一括計上45百万円）
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第３章 各分野の政策の推進
４．誰一人取り残されないための取組
（２）デジタル活用に不安のある人への支援

【具体的取組】
⒝高齢者等に向けたデジタル活用支援の推進
・ 高齢者等のデジタル活用の不安解消に向けて、オンラインによる行政手続などスマートフォンの利
用方法に関する講習会を2021年度から全国の携帯ショップ等で実施している。2021～2025年度の
５年間での実施を想定し、2022年度以降は携帯ショップがない市町村を念頭に講師派遣も開始する
予定である。また、地方公共団体による地域におけるきめ細かなデジタル活用支援の取組を促進す
る。

（総務省情報流通行政局情報流通振興課情報流通高度化推進室、自治行政局地域情報化企画室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：テレワークセキュリティの確保

施策
分類 ①予算

テレワークを導入する企業等におけるセキュリティ対策状況の実態を
把握するため調査を実施し、その結果や最新のセキュリティ動向を
踏まえた具体的で分かりやすく実践しやすい内容のガイドライン及び
手引き書を策定する。

デジタル化の進展・感染症対策の推進等によりテレワー
クの利用が拡大する局面において、テレワーク導入・
利用企業におけるセキュリティ対策を容易にすることで、
企業等における事業継続性の確保に貢献する。

目的

詳
細

サイバーセキュリティ統括官室

予算額 令和５年度概算要求：220百万円の内数
（令和４年度予算：181百万円の内数）

企業等におけるセキュリティ対策状況の実態や最新のセキュリティ動向を踏まえたガイドラインを策定・更新し、テレワーク実施企業のうち、
テレワークセキュリティガイドラインを認知している企業の割合が45%以上となることを目指して普及を図り、企業等がテレワークを実施する
際のセキュリティ上の不安を払拭し、安心してテレワークを導入・活用いただくための環境を整備する。

施策
効果の
詳細

概要

テレワークセキュリティ・無線LANセキュリティの確保①

＜中長期的取組＞

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

テレワークセキュリティに関するガイドライン類を継続的に検討
※ 必要に応じて、ガイドライン類を更新

＜テレワーク時のセキュリティ確保のためのガイドライン等＞
テレワークの導入に当たってのセキュリティ対策についての考え方や
対策例を示した「テレワークセキュリティガイドライン (第5版)」
（令和3年度5月）、および「中小企業担当者向けテレワークセ
キュリティの手引き（チェックリスト) (第3版)」（令和4年度5
月）を策定・公表。

引用）令和3年度実態調査結果（令和3年12～翌1月実施）

引き続きガイドラインを随時更新し、テレワーク実施時のセキュリティ上の不安
を払拭し、安心してテレワークを導入・活用できる環境を整備することでデジ
タル田園都市国家構想の実現に貢献します。

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

④誰一人取り残さないための取組
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第３章 各分野の政策の推進
４．誰一人取り残されないための取組
（２）デジタル活用に不安のある人への支援

【具体的取組】
⒟テレワークセキュリティの確保
・ 企業等がテレワークを実施する際のセキュリティ上の不安を払拭するため、テレワーク導入に当たっ
てのセキュリティ対策の考え方や対策例を示した「テレワークセキュリティガイドライン」等を策定する。

（総務省サイバーセキュリティ統括官室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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施策名：無線LANセキュリティの確保

施策
分類 ①予算

無線LAN利用者のセキュリティ意識や、無線LAN提供者のセキュリ
ティ対策状況の実態を把握するため調査を実施し、その結果や最
新のセキュリティ動向を踏まえ、利用者・提供者向けのガイドライン
類を策定するとともに、周知啓発等を実施する。

自宅や職場だけでなく、外出先の多くの施設等において
も広く利活用が進みつつある無線LANについて、利用
者・提供者双方においてセキュリティ対策を容易にするこ
とで、国民生活や社会経済活動の安心・安全の確保
に貢献する。

目的

詳
細

サイバーセキュリティ統括官室

予算額 令和５年度概算要求：1,202百万円の内数
（令和４年度予算：1,143百万円の内数）

無線LANの利用者におけるセキュリティ意識や、無線LANの提供者におけるセキュリティ対策状況の実態を踏まえたガイドラインを策定・
更新し、公衆無線LANの脅威への対策の実施を行っているという回答の割合が50%以上になることを目指して普及を図り、無線LANを
活用する際のセキュリティ上の不安を払拭し、安心して無線LANを利用・提供いただくための環境を整備する。

施策
効果の
詳細

概要

＜中長期的取組＞

令和４年度 令和５年度 令和６年度以降

無線LANセキュリティに関するガイドライン類を継続的に検討
※ 必要に応じて、ガイドライン類を更新

＜無線LANのセキュリティに関するガイドライン＞
・Wi-Fiの利用者に対し、安全なWi-Fiの利用のために必要なセキュ
リティ対策等に関する理解を深めていただくことを目的としたガイドライ
ンとして、「Wi-Fi利用者向け 簡易マニュアル」を策定。
・Wi-Fiの提供者に対し、安全なWi-Fiの提供のために必要なセキュ
リティ対策等に関する理解を深めていただくことを目的としたガイドライ
ンとして、「Wi-Fi提供者向け セキュリティ対策の手引き」を策定。

引き続きガイドラインを随時更新し、無線LAN利用・提供時のセキュリティ上
の不安を払拭し、安心して無線LANを利用・提供できる環境を整備すること
でデジタル田園都市国家構想の実現に貢献します。

引用）令和3年度利用者意識調査結果, 令和3年度提供者実態調査

無線LANサービスの暗号化
自
治
体

企
業

デジ田基本
方針におけ
る位置づけ

④誰一人取り残さないための取組

テレワークセキュリティ・無線LANセキュリティの確保②
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第３章 各分野の政策の推進
４．誰一人取り残されないための取組
（２）デジタル活用に不安のある人への支援

【具体的取組】
⒠無線LANセキュリティの確保
・ 無線LANを活用する際のセキュリティ上の不安を払拭するため、利用者・提供者双方におけるセ
キュリティ対策状況の実態を踏まえたガイドライン等を策定するとともに、周知啓発等を実施する。

（総務省サイバーセキュリティ統括官室）

デジタル田園都市国家構想基本方針（該当箇所・抜粋）
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